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中
世
後
期
・
近
世
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト

法
史
研
究
序
説
(
平
和
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
・
憲
法
)

(四)

ー
ー
ー
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
を
中
心
に

i
|

手口

回

序

論

第
一
掌
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
編
纂

第
二
章
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
の
発
展
と
そ
の
体
系
的
分
化
(
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
編
纂
・
前
史
)

小
序
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
概
観
の
基
本
的
視
角

第
一
節
中
位
後
期
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
発
達

第
一
項
『
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
来
日
』
の
本
一
本
的
特
徴

第
二
項
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
裁
判
(
支
配
)
権
の
生
成
と
休
系
化

第
三
項
『
バ
イ
エ
ル
ン
改
革
ラ
ン
ト
法
書
』
に
お
け
る
ヲ
ン
ト
法
の
組
織
化
の
進
展

第
二
節
近
世
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
再
編
成

第
一
項
一
六
佐
紀
に
お
け
る
法
発
展

第
二
項
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
法
典
編
纂

卓

朗
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説

第
三
項
勅
法
に
よ
る
7

ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
立
法
活
動

小
結
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
の
集
大
成
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
学
活
動
(
以
上
三
コ
一
巻
三
号
)

補
説
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
貴
族
支
配
(
〉
弘
巳
凹
r
R
g与
え
芯
ロ
)
の
生
成
・
展
開
と
ラ
ン
ト
法
史
の
基
本
構
造
(
以
上
三
四
巻
二
号
〉

第
三
章
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論

小

序

問

題

の

所

在

第
一
節
私
人
の
行
為
規
範
の
休
系
と
し
て
の
「
私
法
」
(
以
上
三
四
巻
六
号
)

第
二
節
支
配
権
の
体
系
と
し
て
の
「
同
法
(
公
法
)
」
(
一
二
ま
で
木
号
)

小
結
「
国
法
(
公
法
)
」
の
解
体
と
憲
法
・
行
政
法
の
成
立
(
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
過
税
へ
の
展
望
)

結

論

論

第
三
章

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論

第
二
節

支
配
権
の
体
系
と
し
て
の

「
国
法
(
公
法
)
」

『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
二
章
第
六
条
は
、
「
国
法
(
公
法

)
(
ω
g巳
白

R
E
L
5
H
V戸
E
-
2
B
)」
を
定
義
し
て
、
「
国
家
に
お
け
る
首
長
の

最
高
権
力

(
r
p
Z芯
冨
R
Z
ロ
ロ
仏
の

2
5
5
と
臣
民
の
権
利
・
義
務
」
に
関
す
る
も
の
と
言
う
。

を
用
い
る
と
す
れ
ば
、

「
私
法
」
を
定
義
す
る
同
第
七
条
の
表
現

「
私
的
(
私
人
の
)
行
為
市
H
Z三
E

民間

E
-
5
m
g
)」

「
国
家
そ
れ
自
体
と
国
家
共
同
体
の
紐
帯
」

の
方
に

よ
り
は
、

よ
り
大
き
い
関
わ
り
を
有
す
る
法
〔
律
〕

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
規
定
を
受
け
て
、

『
国
法
論
』
第

一
節
に
日
く
、

「
統
治
者
と
臣
民
の
権
利
と
義
務
を
論
ず
る
法
学
(
』
ロ
コ
印
有
ロ
骨
ロ
N
)

の
部
門
を
、

国
法
(
公
法
)
学

(
ω
Z
2∞E
n
r
y
注目同

」
口
出
℃
ロ

E
-
2
B
)
と
言
う
。

:
・
そ
の
対
象
は
、
人
聞
が
人
間
と
し
て
私
的
意
図
に
お
い
て
な
す
行
為
で
は
な
く
、
国
家
の
成
員
と
し
て
、

北法35(1-2・156)156



公
共
の
利
益
(
乱
開
門
官
自
由
百
四

Z
E
N
)
を
め
ざ
し
て
な
す
行
為
の
み
で
あ
る
。
:
:
:
自
然
の
法
(
河
内
口

Z
仏
2
2
2口
同
)
か
ら
は
、
国
法
(
公
法
)

は
、
全
体
の
中
の
一
部
分
と
し
て
区
別
さ
れ
、

国
家
"
市
民
社
会
状
態

(
ω
g
E
仏
2
ゲ
管
官

E
n
r
2
0
2巳
r
n
r阻
止
)
に
固
有
の
義
務
と
権

利
だ
け
を
包
含
す
る
。
:
:
:
国
家
の
究
極
目
標
は
公
共
の
福
祉
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
各
人
が
安
全
・
平
穏
か
つ
快
適
に
国
家
内
で
生
活
し
得

る
こ
と
に
存
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
一
般
国
法
(
公
法
)
学
の
第
一
原
理
(
匂
ユ

B
Z
B
官
宮
己
匂

E
B
Y江
田
匂
戸
Hr--nFE
ュ2
虫
色
広
)
、
す
な
わ

ち
、
国
家
の
福
利
が
最
高
の
法
律
で
あ
る
べ
し
(
回
国
-
5
2
6
g
E
W
2
2
3
5
1
2
巾

5)、
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
:
一
ぷ
。

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (4) 

「
人
間
の
状
態
は
、

自
然
の
も
の
か
ま
た
は
導
き
入
れ
ら
れ
た
も
の

(BEE--∞
〈
己
主

4
2吾
吉
田
)
で
あ
る
。

前
者
の
下
で
は
:
:
:
神

(
。
。
=
)
御
自
身
と
そ
の
法
律
以
外
の
何
物
に
も
従
属
し
な
い
。
こ
の
状
態
で
は
、
人
間
は
、
神
と
自
然
の
法
律
に
よ
る
も
の
以
外
、
何
ら

:
:
:
導
き
入
れ
ら
れ
た
状
態
と
は
、
人
の
命
令
も
し
く
は
自
分
自
身
の
選
択
に
よ
り
現
出
し
た
社
会
状
態

(の
2
己
Z
与
え
Z
2
8仏
)
で
あ
っ
て
、
完
全
な
も
の
と
不
完
全
な
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
後
者
は
、
家
社
会
(
由
。
丘
三
曲
目
仏
。
B
E
t
s
)
・
婚
姻

の
義
務
も
権
利
も
有
さ
な
い
。

社
会
(
印
。
2
2
2
円
。
ロ
官
官
ロ
)
・
〔
貴
族
の
〕
支
配
社
会
(
由
。
巳
立
国
田
宮
ユ
ロ
)
か
ら
な
る
。
:
:
:
前
者
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
従
属
社
会
守
口
げ

2
0

円回目巳
H
Z
0
2己
目
印
与
え
Z
ロ
)
な
い
し
自
治
的
団
体
行
。

5
5ロ
E
S
H巾
ロ
)
を
含
む
国
家
H

市
民
社
会
状
態
(
田
仲
間
吉
田
印

o
n
-
z
s
u
n
F
i
-
-
p
m
z

丘
三
仲
間
5
2
5
Gロ
巴
呂
田
p
g
-
m
c
r円
ω
S
F
。【同町同門出向

σロ
司
君
己
主
5
0
2丘
一
国
各
国
主
で
あ
る
。
統
治
者
と
臣
民
は
、

て
公
共
の
福
祉
(
仏
g
m
m
B百
戸
町
君
。

E)
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
互
い
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
よ
っ

「
も
し
こ
の
世
に
敬
度
な
人
々
だ
け
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

オ

1
プ
リ
ツ
巳
カ
イ
ト
リ
ヅ
ヒ

り
支
配
者
の
保
護
を
求
め
た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 彼
ら
を
恐
れ
る
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
、

特
別
の
団
体
を
形
成
し
た

し
た
が
っ
て
、

人
間
の
堕
落
し
た
状
態
が
、
国
家
川
市
民
社
会

(ゲロ円程『

-
r
z
o
g己
-
E
E
P
)
へ
の
最
初
の
動
機
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

J
-
A
V

ミ、

J
h
ふ

μ

そ
の
よ
う
な
社
会
へ
の
絶
対
不
可
避
性
は
、

理
性
を
通

じ
て
出
て
き
た
も
の
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
蓋
し
、
人
間
的
快
適
さ
も
必
需
品
も
平
穏
も
安
全
も
、
他
の
社
会
や
結
合
に
よ
っ
て
調
達
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
家
共
同
体
有
名
己
主
岸
)
の
最
初
の
起
源
は
、
絶
対
的
自
然
法
の
中
に

(
5
2
2
5
Z
E巾
同
官
。

-
E。
)
で
は

北法35(1-2・157)157



説

な
く
、
純
粋
に
事
実
上
の
も
の
(
円
2
5
2
F
2
2
6
と
し
て
歴
史
中
に
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
他
の
見
解
に
比
べ
て
最

論

も
あ
り
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
暴
力

(
0
2
5
5
と
功
名
心
が
始
ま
り
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
例
で
あ
る
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
大
い
な
る
強
盗
行
為
な
く
し
て
王
国
な
し
(
心
ロ

E
2
5
2
mロ
P
E巴
自
由
ぬ
口
問
芯
可
c
n
E
E、

ν
ユ

ツ

ツ

プ

リ

E
ヂ

W

1

エ

い
ず
れ
に
せ
よ
臣
民
に
服
従
、
統
治
者
に
保
護
と
平
和
と
平
穏
と
安
全
と
公
共
の
福
祉
の
実
現
を
要

カ
イ
ン
や
ニ
ム
ロ
デ
は
そ
の
顕
著

と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

求
す
る
合
意

G
R
E
B
)
が
そ
こ
に
推
定
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
国
家
"
市
民
社
会
の
紐
帯
(
∞
自
仏

L
2
σ
ロ品
2
z
n
r
mロ
の
2
m
-
F与
え
同
ロ
ロ
仏

ロ巾
MnE
口
守
口
町
)
と
呼
ば
れ
る
相
互
的
債
務

(
B
E
C向
。

E
広
三
芯
)
が
生
ず
る
」
。

「
私
法
」

の
始
め
に
あ
っ
た
の
が
〔
ラ
ン
ト
〕
君
主
の
立

法
権
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
国
法
(
公
法
)
」

の
始
め
に
あ
る
の
は
合
意
な
の
で
あ
る
。
こ
の
合
意
こ
そ
、
君
主
の
立
法
〔
改
廃
〕
権
を
理

論
的
に
制
約
し
得
る
唯
一
の

〔
人
間
的
〕
法
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
節
の
考
察
の
末
尾
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
最
初
に
自
由
意
思
か
ら
集
ま
っ
て
、

一
人
な
い
し
二
、

三
人
に
対
し
て
指
導
(
統
率
)
(
盟
百
円
t
。
ロ
〔

uEMrEロ
m〕
)
を
明
示
的
な
い
し

沈
黙
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
委
譲
し
た
民
(
〈
包
W
巾
円
)
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
黙
示
的
の
合
意
に
よ
っ
て

S
R
E

m-D。
ロ
巾
同
官
四
回
田
タ
出
血
-
2
5
g
n日
件
。
)
、
そ
の
状
態
は
立
派
な
正
当
性
を
有
す
る

2
2
:
・∞己
E
m
z
Z
H
d
n
Z
F
m
Fぬ
い
同
)
。
強
制
さ
れ
た
民
の
場

合
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
始
め
は
強
制
も
し
く
は
征
服
に
で
は
な
く
、
明
示
な
い
し
黙
示
の
服
従
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

征
服
者
の
暴
力
は
被
征
服
者
に
対
し
て
何
ら
道
徳
(
法
)
的
効
力
を
持
た
ず
、

ま
で
は
、

両
者
は
戦
争
状
態
に

(E
∞
g
z
r
m
E
)
あ
り
、

双
方
と
も
他
者
に
対
し
て
抵
抗
を
な
す
権
能
を
有
す
る
。

し
か
し
、
臣
従
(
出
己
岳
民
ロ
ロ
ぬ
)
に
よ
っ
て
明
示
的
に
、
も
し
く
は
忍
耐
・
沈
黙
・

従
順
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
服
従
し
、
征
服
者
が
被
征
服
者
を
臣
民
と
し
て
取
り
扱
い
受
け
容
れ
る
や
否
や
戦
争
は
終
了
し
、
先
に
述
べ
た
相

互
の
義
務

(
S
E己
曲
。
E
広
三
写
)
と
国
家
の
紐
帯
(
ロ
2
5
n
F
i
-
-出
)
が
、
両
者
の
聞
で
開
始
す
る
。
臣
民
の
側
の
義
務
は
完
全
だ
が
、
統
治
者

の
側
の
そ
れ
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
そ
の
履
行
を
力
を
も
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
い
わ
ゆ
る
モ
ナ
ル
コ
マ
キ

(B。
E
R
Y
O
S
R
Yじ
な
い
し
統
治
者
に
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
(
河
巾
E
g
g
g田丹野
B
2
)
に
対
す

北法35(1-2・158)158



る
反
論
と
し
て
、
特
筆
し
て
お
き
た
い
。
蓋
し
、
彼
ら
は
、
民
に
統
治
行
為
へ
の
恋
意
的
介
入
の
意
思
(
回
忌

5
2
S
E
R
E
-
B宮
E
5
2
5
)

を
与
え
、
も
っ
て
動
乱
へ
の
途
を
ひ
ら
く
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
紐
帯

(
D
2
5
n
E
F
)
を
統
治
者
と
臣
民
と
の
聞
の
明
示
な
い
し
黙
示
の

合
意
に

(
5
-
U
R
E
Z℃円冊目印。
4
己

g
n
F
Z
5
Z
H
官

E
n
G巾
自
己
℃
。
℃
己
己
目
)
求
め
ず
、
神
の
意
思
の
中
に
こ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
論
者

ル
l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
バ
イ
エ
ル
ン
人
帝
の

(FEcinF
回
同

gHF)
選
挙
勅
法
(
宅
与

E
2
5丹
)
の
中
に
も
見
え
る
「
私
の
名
に
お
い

た
ち
は
、

て
、
国
王
た
ち
は
統
治
す
る
(
官
同
日
出
片
品

m
2
2
m
g口
同
)
」
と
い
う
文
言
を
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

ノレ

(4) 

ー
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
以
前
に
は
通
説
(
ロ

O
S
E
E
M
-印
。
立
己
。
)
で
あ
っ
た
。

る
必
要
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
、
後
者
は
先
の
文
言
か
ら
も
ほ
か
か
ら
も
立
証
で
き
な
い
、

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
神
の
間
接
的
関
与
と
直
接
的
関
与
と
を
区
別
す

と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
。

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

「ム口音山」

の
理
論
的
基
礎
な
い
し
正
当
性
の
根
拠
は
唯
一

の
み
で
あ
る
、
と
い
う
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
論
証
は
、
こ
う
し

「
国
法
(
公
法
)
」

て
完
結
す
る
。

『
国
法
論
』
の
第
四
節
で
は
、
政
体
(
国
家
形
態
)
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
首
長
の
数
を
基
準
と
し
て
、
王
政
〔
状
態
〕
(
己
主

5

日
。
口
問
岳
山
口
口
出
)
・
貴
族
政
〔
状
態
〕
(
〔
田
仲
間

Z
日〕

R
2
Z
2由
江
口
戸
田
)
・
民
衆
政
〔
状
態
〕
(
〔
出
仲
間
吉
田
〕

P
5
2
E
5
5
)
が
区
別
さ
れ
る
。
以
上
が

い
わ
ば
基
本
型
で
、
続
い
て
異
種
・
変
種
が
列
挙
さ
れ
説
明
さ
れ
る
。
第
一
に
、
無
政
府
状
態
(
白

E
R
r
-
S
と
い
う
異
常
事
態
が
あ
る
。
王

の
変
種
と
し
て
は
、
二
頭
政
(
口
百
円

r
F
仏
ロ
ロ
自
己

E
同
)
と
三
頭
政
(
口

E
R
r
-
P
E
G
g
s
E円
)
が
あ
る
。
暴

政
な
い
し
貴
族
政
〔
状
態
〕

政
(
吋
司
自
己
巾
)
・
寡
頭
政

(
C
Z
∞R
n
E巾
)
・
衆
愚
政

(
Cロ
E
0
2
2
E
と
い
う
の
は
、
三
基
本
型
そ
れ
ぞ
れ
の
堕
落
形
態
で
あ
る
。
王
政
〔
状

態
〕
の
下
位
区
分
類
型
の
中
に
、
家
産
王
国
(
円
品

E
B
E
5
5
8区
内
)
・
世
襲
王
国
(
同
高

E
B
E巾円
a

Eユ
ロ
ヨ
)
・
専
政
王
国
(
同
市

m
E
B

P
告
。
己

2
5
2
-
Y
2
-
r
)
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
類
型
は
概
念
的
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
の
も
の
に
お
い
て
は
、
君
主

は
、
国
と
国
民
に
対
す
る
処
分
権
を
持
つ
。
第
二
に
お
い
て
は
、
国
家
は
君
主
の
相
続
権
の
対
象
に
は
な
る
が
、
君
主
は
そ
れ
に
対
す
る

自
由
な

(
E
n
r
2
mロ
2
当
日
-ar円
)
処
分
権
能
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
の
も
の
に
お
い
て
は
、
君
主
は
臣
民
の
行
動
(
出
?

北法35(1-2・159)159



説

H
F
A
)

ロ
2)
・
財
産
に
対
し
て
も
完
全
な
支
配
権
を
有
し
て
お
り
、
臣
民
は
家
畜
か
奴
隷
と
同
じ
境
涯
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
第
一
の

さきP与
011¥1 

も
の
と
の
相
違
が
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
混
合
政
体

(
4
2
5
2
n
r
g
岡
山
品
目
巾

E
ロ
ぬ
回
出
ユ
)
」
の
概
念
で
、

分
有
さ
れ
て
い
る
場
合
を
言
い
、
統
治
者
た
ち
が
平
等
な
権
利
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
対
等
な
(
目

2
5
F
)
連
邦
国
家
体
制
(
凹
百
円
相
自
由

n
E
S
E
E
r
m
L
2
2
E
C
g
)
と
対
等
な
ら
さ
る

(
-
5
2
E
E
そ
れ
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
前
者
の
例
が
ス
イ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
帝
国

2
5
2
P
E∞
円

r
2
ω
g忠
良
野
官
同
)
は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
。
政
体
(
国
家
形
態
)
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
類
型
化
の
進

展
に
よ
っ
て
、
「
怪
物
に
も
似
た
異
常
な
政
体
育
児
ぬ
巳
回
目
色

S
E
E
8
4
5
2
目
。
ロ

2
5
己
自
民
)
」
と
い
う
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
プ

(ω
由
自
己
己
一
P
L
B岳
民
)
(
一
六
三
二
年

l
一
六
九
四
年
)
の
有
名
な
修
辞
(
形
容
)
を
用
い
ず
と
も
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
国
家
(
政
治
)
学
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
記
述
の
形
式
と
対
象
と
の
調
和
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
こ
に
、
伝
統
的
国
法

(
公
法
)
学
(
同
同
協
同
V
C
H】
日

F
2
5
)
の
記
述
学
的
・
「
歴
史

l
誌

(E20江
田
)
」
的
性
格
の
一
つ
の
完
成
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

こ
れ
は
統
治
権
が
複
数
の
統
治
者
に

れ
と
同
時
に
、

な
る
ほ
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
(
第
三
巻
第
六
章
i
第
四
巻
第
一

O
章
)
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
限
り
で

い
わ
ば
外
在
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
来
純
粋
に
記
述
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
政
体
分
類
論
が
、

〔
な
る
ほ

ど
同
じ
く
少
な
か
ら
ず
歴
史
主
義
的
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
は
い
る
が
〕
基
本
的
に
は
白
然
法
学
的
な
「
状
態
(
己
主

E
W
E
S仏
)
」
論
の
中

に
、
そ
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
事
実
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

ひ
い
て
は
「
私
法
」
を
も
含
め
た
法
の
一
般
理
論

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
国
法
(
公
法
)
理
論
、

は
、
二
面
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
面
で
は
、

ヴ
ォ
ル
フ
(
わ

Z
5
5ロ
巧
。

5
(
一
六
七
九
年
|
一
七

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
自
然
法
論
と
同
様
、
自
然
法
〔
律
〕
・
神
法
〔
律
〕
に
よ
っ
て
「
実
定
的
秩
序
を
固
定
化
し
よ
う
と

す
る
」
傾
き
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
ト
ア
シ
ウ
ス
(
の

}
E
2
3ロ
吋
r
o
B
S呂
田
)
(
一
六
五
五
年
l
一
七
二
八
年
〉
の
歴
史

「
表
面
的
に
は
法
(
正
義
)
の
不
変
性
の
観
念
を
維
持
し
な
が
ら
そ
の
実
質
的
変
更
可
能
性
」
・
法

五
四
年
)

主
義
的
な
〔
国
(
公
)
〕
法
学
と
同
様
、
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(4) 

は
っ
き
り
と
容
認
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

定
性
市

S
E
i
S
)」
は
、
「
帝
国
国
制
の
枠
を
破
る
も
の
で
は
な
く
:
:
:
そ
の
か
ぎ
り
で
、
歴
史
主
義
が
|
|
l
領
邦
権
力
に
よ
る
1

1

法
の

実
定
化
を
阻
害
す
る
機
能
を
果
し
え
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
に
。
し
か
し
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
が
「
既
得
権
の
維
持
に
力
を
貸
す
こ
と
も

あ
り
え
た
」
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
既
得
権
が
常
に
領
邦
権
力
に
対
抗
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
神
法
と
自
然
法
を
別
に
す
れ

y
a
テ
Y
ヂ

ば
、
帝
国
憲
法
(
国
制
)
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
帝
国
普
通
法
律
〔
な
ら
び
に
そ
の
中
に
根
拠
を
有
す
る
限
り
で
ラ
ン
ト
等
族

シ

ユ

テ

ン

ヂ

ヘ

N

の
既
得
権
〕
、
一
フ
ン
ト
内
私
的
事
項
に
つ
い
て
は
ラ
ン
ト
等
族
と
の
契
約
(
ラ
ン
ト
契
約
)
の
み
が
、
ラ
ン
ト
君
主
の
「
ポ
リ
ッ
ァ
イ
」
的

立
法
権
の
行
使
に
よ
る
「
法
の
実
定
化
(
司

S
E
i
2口
口
問
仏

g
河

2rz)」
に
対
し
て
、
理
論
的
歯
止
め
を
提
供
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

の
実
定
性
を
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
主
義
的
思
考
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
法
の

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

し
、
こ
れ
は
理
論
的
・
形
式
的
に
は
そ
う
だ
つ
た
、
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
現
実
に
法
の
「
実
定
化
」
を
推
進
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
に
は
、
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
型
市
民
法
学
な
ら
び
に
伝
統
的
ド
イ
ツ
普
通
刑
事
法
学
を
法
典
化

し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
同
様
、
「
実
定
的
秩
序
を
固
定
化
し
よ
う
と
」
し
た
、
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
見
ら
れ
る
形
式
的
法
理
論
と
法
の
実
質
的
内
容
と
の
聞
の
こ
の
よ
う
な
帯
離
は
、

お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ル
フ

に
つ
い
て
も
ま
た
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
国
家
理
論
・
立
法
理
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
り
わ
け
そ
の
『
政
治
学
』

に
由
来
す
る
多
く
の
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
彼
の
『
人
類
の
幸
福
を
増
進
す
る
た
め
に
真
理
の
愛
好
者
へ
頒
ち
与
え

ら
れ
る
人
間
の
社
会
生
活
と
り
わ
け
国
家
共
同
体
に
関
す
る
合
理
的
考
察
(
通
称
『
ド
イ
ツ
政
治
学
』
)
(
〈
2
口
出
口
問
巴
唱
の
止
血

E
Zロ
gロ

m
m
S
F
n
z
p
z
n
r
g
H
k
m宮
口

L
2
冨
巾
ロ
凹
円

r
g
zロ
仏
宮
印
。
ロ
仏

2
r
s
r
s
ぬ
巾
自
己
ロ
四
ロ
巧

2
8
2

仏
巾
自

切
伺
町
内
山
口
凶
四
円
ロ
ロ
ぬ
内
同
四
円

。Enw∞
2-FmRZ
仏

g
s
g
a
E
F
n
Zロ
の
g
n
E
2
E
g
L
g
r与
z
z
z
p円
耳
目
F
Z
X
S
F高
E
z
-
-
2
)
(
0
2仲
田
口

Z
E
-
-
z
r
)』

(
M
)
 

(
一
七
二
一
年
、
第
二
版
一
七
二
五
年
)
に
は
、
有
徳
に
し
て
幸
福
な
状
態
を
国
家
の
究
極
目
標
と
す
る
考
え
方
、

正
し
い
法
律
を
制
定
す 「実但
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えも

る
場
合
の
指
導
理
念
な
い
し
特
徴
を
な
す
「
公
共
の
福
祉
」
の
観
鋭
、
絶
対
的
自
然
法
と
相
対
的
自
然
法
の
区
脱
、
状
況
(
国
制
)
の
相
違

に
応
じ
て
多
様
な
法
律
が
立
法
さ
れ
る
と
い
う
認
縦
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
法
的
交
渉
の
基
礎
に
立
法
行
為
を
据
え
持
、
と
い
っ
た
考
え
方
が

全
て
見
出
さ
れ
る
。

""?h. 
rillU 

し
か
し
、

ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
立
法
観
念
を
「
制
定
法
至
上
主
義
(
の
2
2
2
4
2
E
4
2
5
5
)」
的
な
も
の
に
ま
で
徹
底

イ
メ
l
グ

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
像
と
い
う
点
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
か
ら
の
諦
離
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ

(
初
)
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
(
出
口
問
。
。
円
0
5
5
)
(
一
五
八
三
年
|
一
六
四
五
年
)
は
、
国
家
法
律
の
み
な
ら
ず
、
確
実
な
慣
習
や
法

学
者
の
証
言
の
中
に
も
、
市
民
法
(
国
法
)
(
百
回

nEr)
の
存
在
を
認
め
て
い
た
。
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
場
合
に
も
、
国
家
の
立
法
が
持
つ

意
味
は
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
主
要
な
関
心
は
、
裁
判
規
範
の
問
題
で
は
な
く
、
裁
判
(
判
決
)
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ

E
プ
リ
ヲ
ヒ
カ
イ
ト
リ
ツ
ヒ

て
い
た
。
彼
が
高
権
的
立
法
の
必
要
性
と
合
目
的
性
を
認
め
た
の
は
、
法
律
行
為
の
方
式
と
裁
判
手
続
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
あ
と

は
自
然
法
の
絶
対
的
支
配
が
前
提
さ
れ
る
。

「
法
律
は
口
頭
も
し
く
は
書
面
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
、

と
考
え
る
必
要
は
な

(
乱
}

い

(50仏
O

口
。
ロ
日
正
巳
ロ
♂
包

F
m
2
H
M
2印
巾
ロ
2
2加担江口
F
E
i
g
g
n
p
恒
三

4巾同古田

5
∞
2
G
E
B
B
-
2
2
H】5
5巳ぬ
2
ロ吋)」。

の
経
験
論
哲
学
や
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
(
二
ハ
五
一
年
)
の
国
家

{n) 

の
伝
統
に
連
な
る
ト
マ
ジ
ウ
ス
は
、
「
ム
止
法
者
は
ん
叩

と
こ
ろ
が
、

ロ
ッ
ク
(
』
。
rロ
F
C
ロ
『
)
(
一
六
三
二
年
l
一
七

O
四
年
)

哲
学
を
介
し
て
、
中
世
後
期
の
主
意
主
義
的
唯
名
論
(
「
新
し
き
途
(
三
曲
目
。
ι
2
E
)」)

令
権
者
で
あ
る
(
出
5
2
r
m
F回目巾日間】
2

2丹

-s-MmEE)」
と
し
、
「
白
然
法
律
な
ら
び
に
神
法
律
は
、
命
令
と
い
う
よ
り
は
助
言
で
あ
る

(
お
)

(FR
口同
z
z
-
2
2
門
出
三
ロ
回
目
白
色
∞
包

8
ロ
凹
己
広
宮
2
5
2
W
O
E
B
包

-B℃
2
3
)」
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
「
公
布
は
実
定

法
の
本
質
で
あ
っ
て
、
こ
の
公
布
と
い
う
点
を
考
え
る
な
ら
ば
、
全
て
の
実
定
法
は
人
定
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
人
々
に
伝
達
す
る

た
め
に
、
公
布
さ
れ
告
知
さ
れ
て
い
る

(
O
Bロ
m
吉
田
匂
S
E
4
E
B
Z
Z
-
E
℃
己
)
ロ
ロ
巳

Z
E
P
【
山
口
同
町
立
v

壱
2
5
2田町
E
3
5
宮
ユ

E
Z
W

(
包
}

r
E
H岡田口口
B
g
p
r
巾
・
自
主
広
三

5
5
白
-
r
r
0
5
5
5
5・
白
}
広
田
宮
E
-
2
2
5
2
5
2
F
Z
B
g同
)
」
、
と
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
こ

の
よ
う
な
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
主
張
の
あ
と
を
承
け
て
、
「
全
て
の
法
〔
律
〕
が
人
間
の
本
性
(
自
然
)
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
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を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
的
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
「
制
定
法
至
上
主
義
」
を
否
定
し
て
、
自
然
法
の
実
定
法
と
し
て

の
直
接
的
効
力
を
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
彼
は
、
裁
判
官
に
と
っ
て
は
網
羅
的
な
裁
判
規
範
、
臣
民
に
と
っ
て
は
行
為
規
範
の

体
系
と
し
て
学
ば
れ
る
べ
き
完
全
な
法
典
を
起
草
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
慣
習
法
を
含
め
て
、
国
家
共
同
体
に
と
っ

て
無
益
な
所
与
の
法
律
は
全
廃
す
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
。
法
律
は
公
共
の
福
祉
と
安
全
を
維
持
す
る
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
反
す
る

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説 (4)

行
動
が
容
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
公
共
の
福
祉
と
安
全
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
国
家
共
同
体
に
お
い
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ

ォ
.
，
プ
町
J

ツ
ヒ
カ
イ
ト

こ
と
で
あ
る
。
国
法
〔
律
〕
(
市
民
法
〔
律
〕
)
宇
野
官
ユ

E
F
の
2
2
N
P
F
m
2
己
主
2
)
は
、
全
て
支
配
者
に
よ
っ
て
定
立
・
公
布
さ
れ

る
。
法
律
に
規
定
の
な
い
事
案
の
判
決
は
ラ
ン
ト
君
主
に
提
示
し
て
、
そ
の
認
証
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
準
則
が
、
法
典

ォ
ー
フ
リ
ツ
ヒ
カ
イ
ト

君
主
に
は
必
要
な
場
合
に
法
律
を
改
訂
も
し
く
は
廃
止
す
る
権
限
も
帰
属
す
る
。
法
律
は
、
全

の
中
に
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

て
違
背
な
く
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
不
当
な
法
律
を
制
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
盲
目
的
に
服
従

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
実
定
法
と
自
然
法
と
の
希
離
が
正
当
化
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
前
者
は
後
者
と

の
関
係
に
お
い
て
不
法
と
な
り
、
そ
こ
に
受
動
的
抵
抗
権
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
神
と
自
然
法
の
法
廷
に
お
い
て
自
ら

恥
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
刑
罰
を
甘
受
し
も
し
く
は
圏
外
に
退
去
す
る
倫
理
的
義
務
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
更
に
、
こ
の
受

動
的
抵
抗
権
が
発
動
さ
れ
る
の
は
自
然
法
の
命
令
も
し
く
は
禁
令
に
対
す
る
違
背
の
場
合
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
極
の
聞
に
横
た
わ
る
自

然
法
的
に
は
許
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
Z
E
E
-昨
2
ロ
巳

E
B
)
の
領
域
に
お
い
て
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。

グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
や
プ

l
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
同
様
、

ヴ
ォ
ル
フ
も
ま
た
、
支
配
者
が
悪
意
で
全
国
民
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
と
き
に
は
能
動
的
抵
抗
権
を
認
め
て
い
る
。

し
、
単
な
る
悪
政
や
私
益
の
追
求
は
、
こ
の
場
合
に
該
当
し
な
い
。
能
動
的
抵
抗
権
の
行
使
は
、
君
主
の
特
定
の
行
為
が
あ
っ
た
際
に
つ
い

て
こ
れ
を
留
保
す
る
条
件
付
き
で
支
配
権
力
の
委
譲
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
能
動
的
抵
抗
権
は
い
わ
ば
既
に

実
定
法
(
国
法
)
上
の
根
拠
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
の
君
主
の
暴
虐
非
道
の
場
合
の
よ
う
に
国
家
"
社
会
状
態
が
解
消
さ
れ
て
白

し
か
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説

(
犯
}

「
混
合
政
体

2
2
5
2
河

2
己
自
匂
戸

Hr--n白
E
B
B
-
M
g
p
m巾
B
山
田
口
}
丘
町
周
目
的

-2ロロ関田内
2
5
2
)」
に

あ
っ
て
は
、
「
基
本
法
律

(
r
m
g
pロ
E
S
S
E
-巾
少
の

E
ロ
千
の

2

3・
2
ロ
E
S
S
E
-
t
o
g巾
問
)
」
な
い
し
「
協
定

(
F
Z己
阻
止
一
日
)
」
と

然
状
態
に
復
帰
す
る
か
ら
で
は
な
い
。

J命

呼
ば
れ
る
憲
法
に
違
背
し
た
君
主
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
国
民
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
受
動
的
抵
抗
で
あ

ジ
ユ
デ
ン
ヂ

る
、
が
、
そ
の
よ
う
な
命
令
に
よ
っ
て
国
民
な
い
し
等
族
(
百
件
三
n
E♂
司
白
々
区
巾
吋
)
に
留
保
さ
れ
て
い
た

〔
憲
法
上
の
〕
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

と
き
に
は
、
能
動
的
抵
抗
が
許
さ
れ
る
。
国
家
自
的
た
る
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
枠
を
逸
脱
し
て
権
力
が
濫
用
さ
れ
る
場
合
に
つ

い
て
も
、
純
粋
な
国
家
形
態
の
場
合
に
は
生
得
の

(
g
m
m
g
gロ
)
権
利
の
侵
害
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
受
動
的
抵
抗
が
是
認
さ
れ
た
に
す
ぎ

な
い
の
に
対
し
て
、
混
合
政
体
に
お
い
て
は
能
動
的
抵
抗
権
が
承
認
さ
れ
る
。

(
国
法
〉
上
の
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
能
動
的
抵
抗
権
も
ま
た
既
に
実
定
法

要
す
る
に
、

自
然
法
律
は
自
由
な
承
認
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
執
行
さ
れ
る
法
律
命
令
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体

で
は
実
定
法
と
し
て
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
全
く
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
自
然
法
は
、
立
法
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
定
法
〔
律
〕
は
ま
た
そ
れ
自
体
と
し
て
は
恒
常
不
変
の
も
の
で
あ
る
自
然
法
を
、
そ
の
時
々
の
国
家
の
具
体
的
状
況
に
即
応
さ
せ
る
任
務

を
も
負
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
も
ま
た
、
法
の
実
定
性
と
可
変
性
を
原
則
的
に
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
動

の
『
正
邪
を
決
定
す
る
』
も
の
だ
と
ヴ
ォ
ル
フ
が
言
う
『
自
然
法
律
』
は
、

ト
マ
ジ
ウ
ス
の
場
合
の
自
然
法
の
『
助
言
』
同
様
、
完
全
に
立

法
〔
行
為
〕

一
般
的
倫
理
学
と
な
り
お
お
せ
た
。
立
法
者
が
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
、
有
効

の
後
景
に
退
い
て
し
ま
い
、

な
(
包
由
民
ぬ
巾

rgL)
法
律
の
成
立
の
不
可
欠
の
条
件
で
は
な
い
。

に
と
っ
て
こ
の
倫
理
学
説
は
非
常
に

も
ち
ろ
ん
こ
の
著
者
(
ヴ
ォ
ル
フ
)

重
要
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
人
間
の
生
活
と
営
為
の
際
の
理
想
と
し
て
で
あ
っ
て
、
法
律
の
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
で
は
な
か
っ

た
」
。
い
わ
ば
彼
の
自
然
法
学
は
、
基
本
的
に
は
「
立
法
学
(
の
巾
凹
巾
民
間
巾
σロ
ロ
想
呂
田
町

g印
口
『
阻
止
)
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
主
と
し
て
『
科
学
的
方
法
に
し
た
が
っ
て
探
求
さ
れ
た
自
然
法

G
5
E
Z
H
2
5
2
r
o号
R
-
g
t
m
g
℃巾

2
5
2
2己
B)』

(
全
八
巻
、
一
七
四

O
年
!
一
七
四
八
年
)
と
『
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
た
国
際
法

Q
5
m
g
p
H
5
5
2
r
o仏
。
印
門
広
三
忘

g
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℃
開
門
件
同

mwngZB)』
(
一
七
四
九
年
〉
と
の
二
著
に
お
い
て
展
開
さ
れ
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
一
フ
ン
ト
法
典
』

に
も
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
っ
た
彼
の
自
然
法
体
系
は
実
質
的
に
は
当
時
の
普
通
実
定
法
〔
学
〕
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
「
実
定
法
を
実
定
法
以
上

の
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
」
と
い
う
現
実
的
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
確
か
に
ヴ
ォ
ル
フ
の
立
法
政
策
的
意
欲
は
弱

い
も
の
で
、
そ
の
法
学
の
「
立
法
学
」
的
性
格
も
普
通
法
の
体
系
的
再
編
成
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、

(4) 

そ
れ
は
あ
く
ま
で
ヴ
ォ
ル
フ
の
法
理
論
の
実
質
的
側
面
な
い
し
そ
こ
に
由
来
す
る
現
実
的
機
能
に
す
、
ぎ
ず
、
形
式
的
・
理
論
的
に
は
そ
こ
で

も
既
に
、
法
の
流
動
化
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
と
ヴ
ォ
ル
ブ
の
法
理
論
は
、
酷
似
し
た
構
造
と
歴
史
的
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
お
そ
ら
く
前
者

が
後
者
か
ら
直
接
・
間
接
に
学
ん
だ
結
果
と
推
定
さ
れ
る
が
、
両
者
の
政
体
(
国
家
形
態
)
論
の
聞
に
は
非
常
に
強
い
近
似
性
が
認
め
ら
れ

(
旬
。
と
り
わ
け
ヴ
ォ
ル
フ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
ら
れ
る
「
混
合
政
体
」
概
{
仰
い
は
、
現
実
の
ド
イ
ツ
の
法
の
「
実
定
化
」
と
そ
の
限
界
を
問

題
と
す
る
際
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
混
合
政
体
に
お
け
る
〔
能
動
的
〕
抵
抗
権
に
関

す
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
議
論
を
、
君
主
の
立
法
権
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
晋
世
の
立
法
権
の
制
約
と
し
て
具
体
化
し
実
定
法
化
し
て
い
語
。
抵
抗
権
論

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
抵
抗
権
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

の
こ
の
よ
う
な
換
骨
奪
胎
は
、

彼
は
『
国
法
論
』

第
三
五
節
(
第
一
部
)
で
臣
民
が
首
長
に
対
し
て
有
す
る
義
務
と
権
利
を
論
じ
た
際
、
「
服
従
(
の
岳

2
g
g
)
と
忠
誠
司
月
己
巾
)
は
、
臣
民

が
首
長
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
市
民
W
E
己ロ門戸

C
E
-
m
g
Z伊
丹
)
の
二
つ
の
主
要
に
し
て
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
」
、
と
述
べ
た
。
「
不
能

な
こ
と
が
ら
と
神
に
背
く
こ
と
が
ら
だ
け
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
の
全
て
の
こ
と
に
関
し
て
臣
民
は
そ
の
ラ
ン
ト
君
主
に
対
し
て
の
み
な
ら

ず
、
自
己
が
従
属
し
て
い
る
下
位
支
配
者

(ω
ロ
E
-
5
5
に
対
し
て
も
服
従
(
宮
己
目
乏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
命
令
に
つ
い
て
は
、
疑
わ

し
い
場
合
に
は

(
5
仏
己
主
O
)

常
に
そ
の
可
能
な
る
こ
と
と
正
し
い
こ
と
と
が
推
定
さ
れ
る

(E寸
:
官

2
2
5
Z
0
5
5
3
Z
F
E
g
ε
除

A

門

戸

吉
田
吾
広
巾
)
。
:
:
:
忠
誠
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
君
主
の
利
益
を
増
進
し
、
そ
の
損
害
を
排
除
し
、
非
常
事
態
に
際
し
て
は
財
産
(
民
自
ゲ
ロ
ロ
仏
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吾同
日己

。EY)
・
身
体
・
生
命
を
彼
に
捧
げ
、
そ
の
恥
戸
時
は
自
分
自
身
の
名
誉

(
m
E
2
2島
自
問
)
を
賭
し
て
も
救
お
う
と
す
る
義
務
を
臣
民
に
課
す

る
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
義
務
か
ら
流
れ
出
て
く
る
も
の
と
し
て
、
最
後
に
、
君
主
が
臣
民
に
不
法
を
働
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ

コJ~
m川

を
全
て
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
受
忍
〔
義
務
〕
(
の
包
己
同
)
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
効
を
奏
し
な
い
と
き
は
、
神
と
時
間
に
委
ね
る
以
外
の
方
法
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
実
力

こ
れ
に
対
す
る
穏
や
か
な
異
議
の
申
し
立
て
(
同

8
5
5
R三
宮
口
町
田
)
は
、

禁
じ
ら
れ
な
い
。

や
反
抗
(
巧
正

2
田山
S
F
m
f
x
)
に
訴
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。

暴
君
(
吋
可

E
ロ
ロ
)
や
命
令
権
者
に
反
抗
し
て
よ
い
か
、
と
い
う
設
問

(
O
Z
3
2
)
は
空
論
で
あ
っ
て
(
田
宮
口
己
主
主
、
実
際
的

(
3
2
2
n
r
)
で
は
な
い
:
・

1
0

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
実
定
法
」

の
理
論
の
歴
史
的
意
義
は
、
「
立
法

(
F
m
g
M
匂

8
2
p
の
2
2
N∞
与
口
口
問
)
」

の
観
念
に
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
法
律
を
制
定
す
る
と
い
う
行
為
自
体
は
、

西
欧
近
代
以
外
に
も
至
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
「
法

(
Z
p
m
R
Z
)」
を
設
定
・

と
い
う
こ
と
も
必
ず
し
も
新
し
く
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
実
体
的
法
M

権
利
関
係
を
「
法
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
本
来
「
裁
判
集
会
(
吋

R
E
)」
の
席
で
「
正
し
い
手
続
(
百
円
宮
)
」
を
踏
ん
で
争
わ
れ
た
の
ち
「
判
決

(HRZ)」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

は
じ
め
か
ら
設
定
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
可
変
的
・
流
動
的
で
、
し
ば
し
ば
不
確
定
・
不
確
実

変
更
す
る
、

る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
確
実
な
法

(
F
5
2
2
5ロ
)
」
を
獲
得
す

ベ
く
努
力
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
の
「
実
定
化
」
の
核
心
は
実
は
法
観
念
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
「
ど
ん

な
可
能
性
の
な
か
か
ら
で
も
有
意
味
な
選
択
を
行
な
い
う
る
よ
う
な
制
度
と
決
定
過
程
」
を
構
築
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
多

元
的
な
裁
判
所
に
帰
属
し
て
い
た
法
に
つ
い
て
の
決
定
権
を
立
法
府
の
手
に
集
中
し
二
克
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
司
法
国
家
」
的
法
構

に
よ
る
克
服
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
を
理
論
的
に
達
成
し
た
の
は
ト
マ
ジ
ウ
ス
と
、
そ
の
あ
と
を
承

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

近
世
も
末
に
な
っ
て
か
ら
も
な
お
ヴ
ォ
ル
フ
や
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
ら
が
、

造
の
「
法
治
(
法
律
)
国
家
」

け
て
伝
統
的
自
然
法
学
を
集
大
成
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
絶
対
的
(
抽
象
的
・
理
論
的
・
純
粋
)
自
然
法
学
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
〔
そ

し
て
ま
た
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
〕
は
、
基
本
的
に
は
従
来
の
法
を
理
論
的
に
「
実
定
法
」
の
体
系
に
組
み
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
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こ
の
体
系
を
現
実
に
「
安
定
化
」
し
て
い
く
任
務
を
担
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
仮
説
的
(
相
対
的
・
実
務
的
ユ
・
応
用
)
自
然
法
論
」
者
た

〈
叫
}

ち
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
の
後
半
と
り
わ
け
一
七
八

O
年
以
降
に
顕
著
と
な
っ
て
く
る
自
然
法
論
の
こ
の
新
し
い
潮
闘
を
以
上
の
よ
う
な
脈

お
そ
ら
く
法
的
価
値
観
の
実
質
的
相
違
で
あ
ろ
う
。
法
の
「
実

絡
に
お
い
て
古
い
自
然
法
学
か
ら
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、

定
性
」
そ
れ
自
体
は
ト
マ
ジ
ウ
ス
や
ヴ
ォ
ル
フ
の
段
階
で
既
に
承
認
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
両
者
の
間
に
形
式
的
・
理
論
的
意
味
で
の
法
観
念

(4) 

上
の
相
違
は
な
い
。
ま
た
、
一
八
世
紀
末
に
は
法
学
の
分
野
に
お
い
て
演
梓
〔
的
方
法
〕
か
ら
経
験
〔
的
方
法
〕

に
認
め
ら
川
、
こ
れ
と
対
応
し
て
自
然
法
学
も
数
学
的
な
も
(
切
か
ら
哲
学
的
な
も
仰
へ
と
そ
の
方
法
論
的
基
本
性
格
を
変
え
て
き
て
い
た
、

と
言
わ
れ
(
問
。
後
者
の
方
法
論
的
核
心
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

(2色
町

田

F
O
E
-凹

r
F
gロ
宮
冨

g
g
Z
5
2
)
(
一
六
八
九
年
|
一
七

へ
の
方
向
転
換
が
一
般
的

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

五
五
年
)
の
『
法
律
の
精
神

(
U
m
て
冊
目
官
昨
仏

g
r
E』
(
一
七
四
八
年
)
に
も
刺
激
さ
れ
て
、
「
事
物
の
本
性

(
Z
R日
仏

2
Eロ
m
p
Z同昨日

と
い
う
こ
と
が
頻
り
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

門田町一円

ω州
w
n
y
p
ロ
同
門
戸
円
角
川
仏
再
出
円

7
0田
町
田
)
」

そ
の
結
果
、

ヴ
ォ
ル
フ
が
体

系
化
し
た
よ
う
な
、
人
間
の
本
性
か
ら
演
緯
的
に
導
き
出
さ
れ
る
一
体
的
・
普
遍
的
な
自
然
法
の
客
観
的
・
実
際
的
妥
当
性
が
疑
わ
れ
、
そ
の

毛
ノ
グ
ラ

7
イ
ー

国
そ
の
時
代
の
具
体
的
状
況
に
即
応
し
た
「
正
し
い
法

(
H
r
r
t
m
g
m
2
E
)」
が
主
と
し
て
単
行
論
文
に
よ
っ
て
個
別
的
に
探
求
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
自
然
法
は
再
び
実
定
法
に
対
す
る
批
判
的
距
離
を
回
復
し
、
本
当
の
意
味
で
の
「
立
法
学
」
と
な
っ
た
の
で
あ

る。

但
し
、
二
つ
の
自
然
法
論
の
方
法
論
的
相
違
は
実
は
力
点
の
置
き
方
の
程
度
の
ち
が
い
で
し
か
な
く
、
こ
れ
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
も
自
然
法
を
国
家
共
同
体
の
具
体
的
状
況
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
立
法
者
の
重
要
な
課

題
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
で
実
定
法
と
自
然
法
の
相
対
性
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
前
に
も
既
に

l
l基
本
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

常
に
1

l
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
考
察
方
法
に
つ
い
て
も
、
人
文
主
義
的
典
雅
法
学
と
な
ら
ん
で
歴
史
に
対
す
る
実
践
的

6
5
m自
由
昨
日
目
立
関
心
は
や
は
り
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
前
に
も
存
在
し
て
お
り
、
法
学
の
分
野
に
お
い
て
も
そ
れ
は
た
と
え
ば
ト
マ
ジ
ウ

ス
や
〔
法
理
論
的
に
は
ヴ
ォ
ル
フ
に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
〕
グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
例
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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説

テ
ィ
ボ

l
(〉
己
。
口
問
江
包
ユ
n
F
]
5
Z回
、

H
E
r
s同
)
(
一
七
七
二
年
|
一
八
四

O
年)、

目
立
2

5
ロ
明

2
2
Z
n
r
)
(
一
七
七
五
年

i
一
八
三
三
年
)
の
「
哲
学
的
に
し
て
歴
史

(
l誌
)
的
な

G
E
E
s
-
H
U
n
r
'
Z
2
2
2
n
r
)」

丸
特
や
ラ
イ
テ
マ
イ
ヤ
l
(』。

E
ロ
ロ
虫
色
円

E
M
U
-
Z
B
2
H
)
(
一
七
五
五
年
l
一
八
三
九
年
)
の
『
ド
イ
ツ
法
の
百
科
全
書
と
歴
史

(
何
日
百
円
。
志
岳
町
ロ
ロ
向
日
の

g
n
E
n
r広
島

2
河

2
r
Z
5
0
2
z
n
E
S仏
)
』
(
一
七
八
五
年
)
を
伝
統
的
〔
自
然
〕
法
学
か
ら
分
か
つ
真
の
由

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
(
司
由
巳
』
。
『
白
ロ
ロ
〉
ロ
由
巳
B

ささl斗
日間

縁
は
、
法
観
念
や
方
法
論
と
い
っ
た
形
式
的
・
理
論
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
普
遍
法
史
や
比
較
法
学
に
ま
で
連
な
っ
て
ゆ
く
法
誌
的
・

地
誌
的
・
文
化
人
類
誌
的
関
心
と
視
野
の
飛
躍
的
拡
大
で
あ
り
、
ま
た
〔
こ
れ
と
相
互
的
影
響
関
係
に
立
つ
〕
従
前
の
法
の
権
威
の
動
揺
・

断
絶
と
い
う
骨
骨
骨
事
情
だ
っ
た
の
で
あ
(
問
。
こ
れ
を
「
啓
蒙
(
〉
巳
E
腎

Em)」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
(
印
。
こ
の
脈
絡
で
更
に
注
意
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
既
存
の
実
定
法
秩
序
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
が
、
当
初
は
従
来
の
市
民
法
学
や
自
然
法
学
の
言
葉
で

表
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ユ
帝
法
血
ハ
は
「
:
:
:
蓋
し
、
自
然
法
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
人
聞
は
元
初
か
ら
自
由
に
生
ま
れ
つ
い

(
印
)

て
い
る

(
E
R
g
-
g
ロ伊丹ロ

E
E
与

E
E。
。

B
ロ
g
r。
S
S
E
-
-宮
江
口
同
国

2σ
白ロ

E
円
)
:
:
:
」
、
「
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
自
由
人
と

呼
ば
れ
る
自
由
と
は
、
実
力
も
し
く
は
法
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
各
人
が
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
行
な
う
生
ま
れ
な
が
ら
の
能

力
で
あ
る
(
何
ニ

-r巾
2
2
A
E
P
B
2
7
2
円山口阻止

5
5
5】由巳

5
2
E
5
w
S
E
E
-
-田町田
2
F
5
2
5
Sロ。
ι
2
E
5
同白
2
2
z
r
F

(
日
)

吉田
F

巴
円
山
口
広
間
三
三
由
E
E
E
官
。

r
F
E口
同
)
」
、
と
述
べ
て
い
た
。

一
方
、
伝
統
的
自
然
法
学
も
自
然
状
態
に
お
け
る
万
人
の
自
由
と
平

そ
の
限
り
で
国
家
u
社
会
状
態
に
お
け
る
等
族
の
特
権
富
山
口
門
芦
田
円
宮
町
宮
子
2
芯
ロ
)
と
そ
の
反
射
と
し
て
の

生
ま
れ
な
が
ら
の
不
平
等
〔
と
不
自
由
〕
と
の
聞
に
潜
在
的
緊
張
関
係
を
生
み
出
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
伝
統
的
な
「
自
然
的
自
由

(
E
Zス
S
S
E
E
-
U
)」
の
観
念
は
等
族
の
「
自
由
(
特
権
〉

(
5
R
S
R凹
)
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
自
然
的
」

な
も
の
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
す
る
も
の
で
も
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
七
一
年
、
ハ
ウ
シ
ル
ト

Q
O
E
ロロ

F
gロ
『
阻
止

国
2
出

n
E
E
)
は
こ
の
「
自
然
的
自
由
」
の
存
在
を
推
定
し
て
、
農
民
の
人
身
の
自
由
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
を
、

等
と
を
想
定
し
て
お
り
、

農
民
の
賦
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役
義
務
・
体
僕
身
分
を
主
張
す
る
者
の
側
に
負
わ
し
め
た
。

t主

「
〔
国
家
H

社
会

そ
の
限
り
で

「
自
然
的
(
自
然
状
態
に
お
け
る
)
自
由
」

状
態
に
お
け
る
〕
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
「
自
然
的
自
由
」
概
念
は
そ
の
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
司

法
を
支
配
し
、

や
が
て
「
人
間
の
権
利
の
基
礎
は
一
般
に
、
他
人
の
権
利
を
生
育
す
る
こ
と
な
く
自
己
の
福
利
を
追
求
し
増
進
す
る
こ
と
の
で

き
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
〈
自
然
的
〉
自
由
(
口
三
野

F
r
p
s
r色
丹
)
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
序
章
第
八

(
臼
)

一
一
一
条
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
成
立
し
た
「
〔
実
定
法
上
の
〕
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
」
概
念
は
、
身

(4) 

分
制
的
な
「
諸
自
由
(
特
権
)
」

の
観
念
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
形
式
的
な
意
味
で
の
法
観
念
の
転
換
や

中世後期・近世におけるバイエJレン・ラント法史研究序説

経
験
的
・
歴
史
的
考
察
の
結
果
と
し
て
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
立
証
責
任
の
転
換
と
い
う
訴
訟
法
上
の
技
術
的
操
作
に

よ
っ
て
「
〔
自
然
法
上
の
〕
自
然
的
自
由
」

に
新
し
い
意
味
が
与
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
過
程
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
を
指
導
し

た
も
の
は
、
身
分
制
的
な
実
定
法
秩
序
に
対
す
る
実
質
的
価
値
評
価
の
変
化
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
や
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
こ

の
法
的
価
値
観
の
変
遷
過
程
の
前
か
も
し
く
は
そ
の
極
く
初
期
に
位
置
す
る
法
律
家
な
い
し
法
理
論
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
家
論
の
基
礎
を
叙
述
す
る
『
国
法
論
』
第
一
節
な
い
し
第
四
節
に
続
く
第
一
部
の
諸
節
は
、

君
主
論
(
第
五
節
第
三
三
節
)
、

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
家
終
需
論
は
本
来
『
国
法
論
』
冒
頭
の
四
節

論
(
第
三
四
節
l
第
コ
一
七
節
)
、

国
家
終
鷲
論
(
第
三
八
節
〉

と
と
も
に
国
家
の
基
礎
理
論
を
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
国
法
総
論
」
の
最
初
と
最
後
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ペ
W
ゾ
?
y

オ

ル

ガ

=

ス

は
グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
、
が
国
家
を
一
個
の
人
間
も
し
く
は
生
命
体
(
有
機
体
)
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
生
命
体
的

国
家
観
は
、
例
え
ば
『
国
法
論
』
第
一

O
三
節
が
ラ
ン
ト
骨
島
た
る
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
を
頭
(
首
長
)
(
ロ

8
5
)
に
、
部
分
ラ
ン
ト
を
胴

一
つ
に

「
頭
だ
け
は
一
つ
だ
が
胴
体
は
分
裂
し
」

て
い
る
、

体

(
2
4
5
)
に
た
と
え
て
、

と
形
容
し

ハ
イ
エ
ル
ン
と
上
プ
7

7

ル
ツ
と
の
関
係
を

臣
民
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?Jl 

(
制
)

て
い
る
と
こ
ろ
に
う
か
が
わ
れ
る
。

ーノL
rillU 

「
人
体
に
お
け
る
血
液
循
環
に
相
当
す
る
の
が
、
国
家
体

(ωZ丘
団
門
町
宮
門
)
に
お
け
る
国
内
的
な
い
し

国
外
と
の
通
商

(
Z
g
r
7
5仏
当

s
r
e
で
あ
る
」
、
と
か
「
正
し
い
ポ
リ
ッ
ァ
イ
(
門
品
開
}
自
邸

E
m
o
E
-
5
1
は
、
い
わ
ば
国
家
の
生
命

(
出
〉

と
魂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
へ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
国
法
論
』
と
く
に
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
論
)
」
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
人

ラ

イ

フ

・

ヒ

ス

ト

リ

ー

聞
も
し
く
は
生
命
休
と
し
て
の
国
家
の
一
生
、
そ
の
誕
生
と
活
動
と
死
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
個
体
の
歴
史
の
叙
述
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ

オ
b
p
ガ
1
y

け
で
あ
る
。
君
主
と
臣
民
は
、
こ
の
よ
う
な
生
命
体
と
し
て
の
国
家
の
器
官
で
あ
る
。
前
者
は
頭

(g官
同
)
に
、
後
者
は
胴
体
に
相
当
す
る
。

国
家
の
一
体
性
と
同
一
性
は
、
こ
れ
ら
の
器
官
の
結
合
と
同
一
性
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
家
は
自
然
的
(
口
三
口

E
E
2
)
も
し
く

は
法
的
(
道
徳
的
)
に

(
B
o
z
-
X
2
)
終
需
を
迎
え
る
」
が
、

の
紛
糾
そ
の
他
の
原
因
に
よ
っ
て
完
全
に
解
体
し
、
あ
る
者
は
あ
ち
ら
に
ま
た
あ
る
者
は
そ
ち
ら
へ
と
分
裂
し
て
し
ま
う
場
合
で
あ
る
ヘ
と

「
後
者
は
、
国
家
u
市
民
社
会
(
ゲ
官
官

HEny刊
の

2巾
-rnr阻
止
)

の
併
が
圏
内

い
う
こ
と
に
な
る
。

「
〔
領
土
の
〕
割
譲
(
分
割
)

併
合
や
〔
領
土
の
〕

に
よ
っ
て
は
国
家
は
終
一
誌
を
迎
え
ず
、
縮
小
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

交
換
に
よ
っ
て
は
同
家
は
、
そ
の
頭
に
つ
い
て
も
胴
体
に
つ
い
て
も
、
以
前
の
君
主
の
か
わ
り
に
新
し
い
君
主
を
戴
く
ほ
ど
に
は
変
更
さ
れ

な
い
」
。

君
主
権

(
E
3
2仲
間
同
)
論
(
第
五
、
第
六
節
)
、
君
主
の
具
体
的
支
配
権
(
呂
田
』

g
g
g
B
n
r
z
)
論
(
第
七
節
l
第
一
三
節
)
、

臣
民
や
(
第
三
二
節
)
他
の
君
主
な
ら
び
に
外
国
に
対
す
る
(
第
三
三
節
)
君
主
の
義
務
に
関
す
る
議
論
か
ら
な
る
。
君
主
権
の
主
要
な
特

君
主
論
は
、

徴
は
独
立
性

(
F
P官
ロ
仏

g
N
E丘
CEr}HEm-mrm伊
丹
)
な
い
し
主
権
性

(ω
。
5!

即日℃白同白

E
g
)
が
臣
民
と
外
国
人
に
対
峠
(
印
。
話
。

Z
同
町
田
也
市
円
吉
田
口

E
-
Z
E自
己
由
民
円
相

5
2
5
)
す
る
自
然
状
態

(
ω
g
z
m
E
E
E
-
-と
か

ら
流
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
と
の
関
係
で
は
(
目
印
刷
)
R
E
C巳
)
事
情
は
異
な
る
。
蓋
し
、
神
に
対
し
て
は
、
こ
の
世
の
最
も
大
な
る
も
の

も
最
も
小
さ
き
も
の
も
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
主
権
か
ら
帰
結
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
君
主
は
い
か
な
る
人
定
法
律
に
も
拘
束

さ
れ
な
い
。
但
し
、
王
悶
の
基
本
法
律

(
-
m
m
2
5
m巳

F
D仏印
5
2
E
2
)
は
彼
を
拘
束
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
神
の
自
然
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法
的
な
命
令
の
効
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
A
叩

A
R
は、

全
て
の
合
意
(
℃
恒
三
田
)
、

し
た
が
っ
て
国
家
(
公
的
)
協
定
な
い
し
合
意
の

種
(
名
目
丘
町
田

gHV-E-目立
Oロ
2
2
-
n
g
g
E
5ロ山田℃ロ
EFn田
町
)
に
ほ
か
な
ら
ぬ
上
述
の
基
本
法
律

(
-
m
m
g
pロ
E
B
E
g
-
2
)
も
ま
た
神
聖

ア
オ
b
p
タ

主
権
者
た
る
君
主
は
臣
民
の
裁
判

に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
主
権
の
〕
も
う
一
つ
の
帰
結
は
、

(4) 

ま
た
そ
ナ
ル
コ
マ
キ
(
冨
σ
口出円ロゲ

0
5
2
E
)
や
統
治
者
に
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
(
初
白
色

B
2
g
z

νゲ
Y
ト

己
管
5
2
)
が
誤
っ
て
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
(
臣
民
)
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
君
主
の
権
力
が
起
源
的
に

7
オ
山
W

タ

は
臣
民
に
由
来
す
る
と
い
う
事
情
は
、
何
の
妨
げ
に
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
君
主
に
重
畳
的
に
(
部
分
的
に

)
(
2
8己
主
ぞ
巾
)

譲
渡
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
放
棄
す
る
形
で
(
一
挙
に
)
(
白
σ仏
百
三
吉
町
)
譲
渡
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
君
主
権
の
本
体

(
5
3
2
E∞

フ
オ
山
W

タ

目
白
口
出
)
と
い
う
べ
き
も
の
が
未
だ
に
現
実
に

22g)
臣
民
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
非
現
実
的
な
主
張

(
gロ
gm)
に
す
ぎ
な
い
。

νゲ
ン

ト

ペ

W
ゾ

t
y

最
高
の
権
能
(
出
口

5
5由旬。仲町田
gm)
は
、
独
立
性
と
な
ら
ん
で
、
君
主
の
人
格
の
神
聖
性
と
不
可
侵
性
を
伴
う
。
な
る
ほ
ど
自
然
法
は

(
Z
Z

所
の
下
に
立
つ
こ
と
は
な
く
、

中世後期・近世におけるバイエJレン・ラント法史研究序説

E
E
E
m
)
何
人
と
い
え
ど
も
侮
辱
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
特
に
邪
悪
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
た
る
た
め
に
最
も
頻
繁
に
こ
れ

に
曝
さ
れ
て
い
る
彼
の
者
(
君
主
)
は
、
他
の
者
よ
り
も
遥
か
に
高
い
程
度
に
お
い
て
不
可
侵
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
君
主
権
(
大
権
)
侵

害
罪
な
い
し
叛
逆
罪

(
R
E
S
-白
2
2
B
3
2
g
E
5
ご
V2仏
5
5
3
5
)
は
:
:
:
通
常
、
最
も
重
い
刑
罰
を
科
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
の
一
つ

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
国
家
外
に
お
い
て
は
、
統
治
者
た
る
地
位
扇
町

m
g仲良
ZP)
が
現
実
化
す
る
こ
と
は
な
い

(
5
r巾
5
2
〉

2
2
5
s。

な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
国
民
は
他
の
国
民
に
対
し
て
自
然
状
態
に
(
百
三
三
口
口
出

E
E
Z
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
者
が
他
者
に
命
令
す
る
こ
と

ν
ゲ

y
ト

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
格
の
神
聖
不
可
侵
性

(ω
田口
2
E
5
2
5
i
O
E
r
-
-広
島
田
宮
門
由
。

Em)
は
君
主
に
付
随
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
外
に
あ
っ
て
も
、
王
し
い
準
則
も
し
く
は
せ
め
て
〔
礼
儀
〕
作
法
な
ら
び
に
君
主
聞
の
儀
礼
上
の
相
互
的
義
務

に
よ
ら
ざ
る
限
り
(
回
目
ロ

Oロ
巾
凶

E
m己
広
吉
田

F
m巳
Z
B
r
n
o
ュ
2
5
E
E∞
E
Zぺ
片
品
2
丹市出

r
E
g
g
-
S昨日目。
R
E印
)
ど
こ
で
も
尊
重

さ
れ
、
独
立
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
継
続
期
間
な
ら
び
に
恒
常
性
が
最
高
権
力
の
不
可
欠
の
属
性
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
帝
国
代
理
職
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説

(河

n-nZ424〈
町
田
町
吋
)
や
後
見
職
、
統
治
を
辞
し
た
者
た
ち
の
場
合
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ
る
。
:
:
:
政
体

2
2
5
m
H
E
m
t
B
5
2
)
の
相

マ
イ
エ
ス
テ
ー
ト

違
に
よ
っ
て
そ
れ
(
君
主
権
)
自
体
が
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
王
政
に
お
い
て
は

(
E
2
2
z
B。
E
R
E
g
)
唯
だ
一
人
に
よ
っ
て
、
一
方
、

貴
族
政
、
民
衆
政
な
ら
び
に
混
合
政
体
に
お
い
て
は

(
Z
R
E。
己
主

w
p
ι
g
H
o
n
g
t
n
o
s
-
B良
g)
二
、
三
の
者
や
場
合
に
よ
っ
て
は

(
円

2
宮
2
2巾
)
全
て
の
者
が
共
同
で
そ
れ
を
持
つ
と
い
う
よ
う
に
、
主
体
の
点
で
(
宮
田
口

Z
2
Z
)
変
更
が
生
じ
る
。
最
後
に
、
戴
冠
や
称
号

な
ど
の
外
形
的
な
も
の
が
こ
れ
(
君
主
権
)
に
何
か
を
付
加
し
た
り
差
し
引
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
戴
冠
し
た
も
の
も
し
な

い
も
の
も
首
長
は
皆
、
最
高
の
命
令
者

(
E
B
B
工
S
H
5
5
E
g
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
一
般
名
称
は
、
事
柄
の
本
質
(
者
2
8
仏

2
r
n
r巾)

レ
ゲ
ン
ト

(
!
)
自
体
か
ら
流
れ
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
称
号
や
儀
式
は
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
の
君
主
も
そ
の
他
の
自
由

な
国
家
か
ら
明
示
な
い
し
黙
示
の
合
意
な
く
し
て
正
当
に
そ
れ
を
要
求
せ
ず
と
も
、
自
由
の
自
然
法
上

C
C
E
-
-
Z己
主

U
E
E
E
-
-由
)
自
己
の

判
断
に
よ
っ
て
こ
れ
を
帯
び
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

-::::1'為
liHU 

「
最
高
の
権
能
の
取
得
方
法

(ype自
2
巳円
g
佳

2
5
5由
巳
℃
♀

g
Z
Z
B
)
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
場
合
に
は
相
続
に
よ
っ
て
、

ま
た
或
る
場
合
に
は
選
挙
や
戦
争
に
よ
る
占
領
そ
の
他
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
取
得
の
存
否
な
い
し
正
当
な
権
利
主
体
が
誰
か
と
い
う

Y
ヂ

7
p
d
7イ
グ
シ
グ

争
い
が
複
数
の
有
資
格
者
の
聞
に
生
じ
た
際
に
は
、
臣
即
も
し
く
は
こ
れ
を
代
表
す
る
等
族
が
、
そ
の
一
部
た
り
と
も
臣
従
等
に
よ
り
占
有

フ
オ
ル
タ

(
旬
。
回
出
向
田
回
目
。
ロ
)
下
に
入
っ
て
い
な
い
限
り
で
、
裁
判
官
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
や
否
や
、
臣
民
は
も
は
や
自
由
な
自
然
状
態
に

(E
∞
Z
E
-
-
r巾
吋
仲
間
同
ぽ
ロ
三
日
丘
町
)
い
る
の
で
は
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
統
治
が
最
初
の
譲
渡
に
よ

り
あ
る
家
族
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
と
き
に
は
、
相
続
に
よ
っ
て
最
高
の
権
能
(
印
E
回
目
白
方

2
2
E由
)
が
取
得
さ
れ
る
。
そ
の
順
位
は
、
『
市

民
法
典
』
第
三
部
第
二
一
章
(
「
自
然
的
相
続
も
し
く
は
無
遺
言
相
続
(
∞
己
ロ
ロ

mmm-g
与

-
E
g
g
g
)
に
つ
い
て
」
、
六
条
構
成
|
|
筆
者
)
に

対
す
る
註
釈
の
第
七
条
(
舵
)
等
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
。
養
子
な
ら
び
に
非
嫡
出
子
(
〉
皆
同
)
宮
江
田

E

E
巾巴
2
5
F
)

に
は

オ
プ
セ

N
ゲ
ア
ン
ツ

継
承
資
格
は
な
い
が
、
未
成
年
者
の
継
承
は
許
さ
れ
る
。
但
し
、
父
の
意
思
も
し
く
は
帝
国
や
ラ
ン
ト
の
法
律
な
い
し
慣
習
法
が
指
示
し
て
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い
る
よ
う
に
、
成
熟
し
た
判
断
力
を
備
え
成
年
に
達
す
る
ま
で
は
後
見
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
選
挙
に
よ
っ
て
統
治
者
と
な
る
の
は
選
挙

〔
帝
〕
凪
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
帝
位
変
更
の
た
び
ご
と
に
毎
回

(
g
z
g
A
Z
2
5
)
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
し
か
し
な
が

オ
プ
セ

hw
ザ
ア
ン
ツ

ら
全
臣
民
で
は
な
く
、
そ
の
部
会
(
〉

5
田口「己
ω)

が
帝
国
憲
法
(
見
2
n
Z円。ロ己
E
E
oロ
)
な
い
し
慣
習
法
に
適
っ
た
方
法
で
、
つ
ま
り
通
常

は
大
人
貴
顕
に
よ
っ
て

(
Z
m
z
gユ
広
三
V
2
5と。
E)
選
出
す
る
。
但
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
(
喝
。
E
B
)
に
お
け
る
自
由
人
の
拒
否
権

(
Z
Z
2
5

(4) 

〈

20)
の
例
に
見
る
よ
う
な
特
例
が
存
在
す
る
場
合
は
、
別
段
と
す
る
。
世
襲
制

(rsz仏
庄
三
回
)
で
あ
る
と
同
時
に
選
挙
制
(
巳
2
H
Zと
で

も
あ
る
よ
う
な
混
合
的
性
格
の

(
B
W
E巾
E
Z
E巾
)
元
首
政
固
な
い
し
主
国
に
お
い
て

(5
℃
HEn-宮
正
】
5
〈

m-z∞
己
印
)
も
選
挙
は
行
な

わ
れ
る
が
、
現
在
統
治
し
て
い
る
家
の
出
の
者
に
対
し
て
大
き
な
配
慮
が
払
わ
れ
る
ο
:
:
:
想
像
も
で
き
ぬ
ほ
ど
の
期
間
の
経
過
に
基
づ
く
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〔
取
得
〕
時
効
は
、
少
な
く
と
も
通
説
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
最
高
の
権
能
の
取
得
方
法
に
(
目
。
門
吉
田
国
2
E
Zロ
E
Z
B
B白
B
℃
2
2
E
R
B
)

数
え
ら
れ
る
。
一
方
、
譲
渡
に
は
養
子
縁
組
(
色
。
-utc
ロ
凸
凹
)
や
終
意
処
分

(ENE---Fm巾
岳

4
2
E。
ロ
巾
凹
)
も
含
ま
れ
る
が
、
家
産
王
国
に

お
い
て
は

(
5
2
m
E印
七
三
ユ

B
O巳田
-F5)
こ
れ
は
取
得
原
因
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
侯
国
(
明
野

a
g
F
C
B
m吋
)
や
帝
国
に
お
い

て
は
民
郎
な
ら
び
に
統
治
の
利
害
関
係
人
の
同
意
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
:
・
:
乱
脈
な
暴
政
を
理
由
と
す
る
廃
位
に
関
し
て
は
、
学
理

に
対
す
る
賛
否
(
℃
O
Z
円
兄
口
O

ロ
片
岡
目
)
が
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
学
理
的
命
題
を

実
行
に
移
す
こ
と
は
実
務
的
に
は

(5
も

E
ピ
)
い
つ
も
困
難
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
難
し
す
ぎ
る
。
蓋
し
、
第
一
に
、
暴
政
で
あ
る
こ
と
が

実
際
に

(
E
h
R
Z
)
そ
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
誕
が
謀
反
の
嫌
疑
を
受
け
ず
に
単
に
そ
う
主
張
し
、
ま
し
て
や
そ
れ

に
つ
い
て
の
審
理
を
試
み
た
り
判
決
を
下
そ
う
な
ど
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
マ
イ
エ
ス
テ
ー
ト

ν
ゲ
ン
ト

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
以
上
の
叙
述
か
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
い
う
君
主
権
と
は
、
君
主
の
人
格
の
独
立
性
と
神
聖
・
不
可
侵

性
と
を
内
容
と
す
る
人
的
(
℃
同
門
田
α己
片
主
権
利
、
も
し
く
は
君
主
た
る
地
位
に
付
随
す
る
尊
厳
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

(仏
EE-nr)
支
配
権
を
包
含
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
前
者
は
後
者
を
取
得
す
る
た
め
の
一
種
の
権
利
能
力
で
あ
っ
て
、

上
は

(
E
F
gロ
と
そ
の
道
徳
性
(
法
的
有
効
性
)
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説

後
者
を
演
梓
的
に
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
国
家
の
究
極
目
的
た
る
公
共
の
乱
世
」

か
ら
流
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
否
、

そ
れ
は
、

厳
密
に
言
え
ば
、

~F.>" 

u附

君
主
の
具
体
的
支
配
権
(
』
ロ

E

B白
守
三
阻
止

E)
も
し
く
は
国
王
留
保
権
(
円
。
ぬ
と
仲
間
)
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
物
的
(
実
質

的
)
支
配
権
は
、
公
共
の
福
祉
に
対
し
て
手
段
と
目
的
と
い
う
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
也
、
し
た
が
っ
て
そ
の
中
に
自
己
の
正
当
化
根
拠

を
持
っ
と
同
時
に
こ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
む
し
ろ
、
個
々
別
々
に
生
成
し
て
き
た
極
め
て
歴
史
的
な
形
成
物
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
同
法

論
』
は
、
そ
の
「
国
法
総
論
」
の
大
半
を
費
し
て
、
か
か
る
具
体
的
支
配
権
を
列
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
第
八
節
!
第

三
O
節
)
。
こ
の
目
誌
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
立
法
権
(
特
権
付
与
権
を
含
む
)
(
第
八
節
)
、
裁
判
権
(
第
九
節
)
)
、
官
庁
組
織
権
(
第
一

O
節
)
、
集
税
権
(
第
一
一
節
)
、
関
税
権
〈
第
一
二
節
)
、
国
庫
(
財
政
〉
権
(
」

E
F
h
F
)
(第
一
三
節
)
、
命
令
権
な
い
し
優
越
所
有
権
(
支

配
権

)
(
F
3
2
2
5
E
号
5
5
2
5
3
5
8印
)
(
第
一
四
艇
)
、
叙
勲
・
授
爵
権
(
第
一
五
節
)
、
通
商
権
(
出
版
特
許
付
与
権
を
含
む
〉

(
第
一
六
節
)
、

ポ
リ
ッ
ァ
イ
(
司

c
E
F
P
)
}芯
巾
可
)
権
(
第
一
七
節
)
、
貨
幣
鋳
造
な
ら
び
に
郵
便
事
業
権
(
第
一
八
節
)
、
仲
間
団
体
行
。
ァ

-mE同
)
・
大
学
な
ど
の
団
体

(
S
E
E
S
-
r
g
)
設
立
許
可
権

(
H
5
5
E
z
g在
〈
巳

n
S
F
5
2岳

S
F
m
E
2丹
口
口
町

2
5白
同
町
印
)
な
ら

び
に
最
高
監
督
権
(
吉
田
印
石
町
内

B
2
5
4
2
t
S
2
2
E
2
2
5
E由
)
(
第
一
九
節
)
、
交
戦
権
(
』

E
r
-
-
F
)
(第
二

O
節
)
、
軍
備
権
(
吉
田

R
B
2
5
M
)
(第
一
二
節
)
、
報
復
措
置
権
(
吉
田
同
名
同
巾
目
印
国

E
E
B
)
(第
一
一
二
節
)
、
中
立
権
(
吉
田
ロ

mEE--同
三
広
)
(
第
二
三
節
)
、
仲
裁
権

(
吉
田
日
え

F伊丹
』

O
巳
田
)
(
第
二
四
節
)
、
講
和
権
(
吉
田
宮
己
的
)
(
第
二
五
節
)
、
休
戦
権
(
吉
田

R
B
E
E
C
(第
二
六
節
〉
、
同
盟
権
(
」

5
同

omE

P
2
5
)
(第
二
七
節
)
、
外
交
使
節
派
遣
権
(
』

5
r
m
主
o
E
B
)
(第
二
八
節
)
、
儀
式
な
ら
び
に
式
典
挙
行
権
(
』

5
2
5
B
8
5
2
5
)
(第

ν

ガ

1

リ

ア

二
九
節
)
、
宗
教
監
督
権

Z
E
∞
R
5
2
g
)
(第
三

O
節
)
と
い
っ
た
諸
国
王
留
保
権
で
あ
っ
た
。
交
戦
権
以
下
外
交
使
節
派
遣
権
ま
で
が

ν
d
n
F
リ
ア

外
事
官
同
権
(
吋
巾

1
5
E
5
2
2
E
E
)、
そ
の
他
が
内
事
新
艇
(
円
品
問

E
5
5
5
2
2昨
日
間
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
王
留
保
権
は
ま
た
、

レ
ガ
I
リ
ア

ν
ガ
1
リ
ア

国
家
目
的
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
、
大
高
権
と
小
高
権
と
に
(
円
巾

m
t
2
5
5と
o
E
2
5
5
0
2
)
分
類
さ
れ
た
。

北法35(1-2・174)174



以
上
の
諸
々
の
支
配
権
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
極
め
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
理
論
的
に
は
そ
れ
ら
は
全
て

「
公
共

(4) 

君
主
と
臣
民
と
の
間
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
合
意
に
よ
り
客
観
的
に
成
立
し
た
法
u
権
利
で

そ
こ
に
は
歴
史
的
・
具
体
的
な
限
界
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
公
共
の
福
祉
」
に
内
在

レ
グ
ン
ト

す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
或
る
者
た
ち
が
そ
う
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
者
(
君
主
)
は
、
上
の
目

的
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
の
意
の
障
に
(
凹
止
。
ロ

r
gロ
匂
F
2
5
行
動
し
、
い
わ
ゆ
る
権
能
の
充
溢
な
い
し
権
力
の
完
全

性
を
も
っ
て

(BFH
与
問
岡
田
。

m
B
2
2
3
1
2
-
Z
E
5
3
Z
2丘
町
。
仏

2
冨白口

Z
2
c
-
F
C
E
B
E
r
m
-同
)
い
ず
こ
な
り
と
も
ま
か
り
通

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
無
制
限
の
権
利
を
持
つ
ヘ
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
国
王
留
保
権
な
い
し

マ
イ
エ
ス
ア
I
M
Y

・ν
ヒ
ト

君
主
の
権
利
と
い
う
(
牛
巾
日
官

-
5
5
2
」ロユゲ

5
5
3
2
g
pリ
ぽ
)
重
た
く
多
岐
に
一
旦
る
素
材
を
ひ
き
ず
る
必
要
な
ど
殆
ん
ど
な
か
っ
た
は

の
福
祉
」

と
い
う
国
家
目
的
を
基
礎
と
し
て
、

あ
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

ず
で
あ
る
。
〔
君
主
の
具
体
的
支
配
権
に
関
す
る
〕
全
理
論
は
、

〔
朕
は
〕
か
く
欲
し
か
く
命
ず
る
(
出

w
g
F
L
-
n
y
f
c
)、
と
い
う
四
語
に

し
か
し
、
そ
う
考
え
そ
う
主
張
す
る
の
は
、

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
徒
輩
(
冨
宮
古
血
〈
開
}
】
仲
間
門
司
ロ
)
と
似
而
非
政
治

尽
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

学
者
た
ち
(
宮
町
ロ
号
℃

O
E
E
)
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
と
思
考
様
式
は
、
聖
書
や
健
全
な
理
性
の
中
に
比
一
一
か
も
根
拠
を
有
す
る
も

の
で
は
な
く
、
有
害
な
自
己
愛
か
さ
も
な
く
ば
宮
廷
で
勢
力
を
得
て
寵
児
た
ら
ん
と
す
る
意
図
に
出
た
さ
も
し
い
追
従
の
匂
い
し
か
そ
こ
に

{
花
〕

ν

ガ

1

リ

は
感
じ
ら
れ
な
い
」
。
ま
た
、
「
新
し
い
国
王
留
保
権
を
案
出
し
、
上
述
し
た
旧
来
の
そ
れ
を
拡
張
」
し
よ
う
と
し
て
、
「
公
共
(
国
家
)
の
安

寧
と
効
用
(
聞
と
ロ
凹
〈
巾

7HE--E
こ
g
E
F
E
Y
-
-
:が
:
:
:
遁
辞
に
持
ち
出
さ
れ
る
が
、
通
常
そ
れ
は
、
偉
大
な
る
支
配
者
〔
の
良
心
〕
を
麻
枠

さ
せ
、
実
際
は
そ
れ
ら
(
公
共
な
い
し
国
家
の
安
寧
と
効
用
)
と
い
う
よ
り
は
彼
自
身
の
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
ま
や
か
し
で

あ
る
か
ら
、
著
述
家
た
ち
(
〉

E
r
o
E由
)
は
、
黒
と
白
と
を
一
層
容
易
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
と
、
次
の
よ
う
な
諸
準
則
を
定
め
た
。
ま
ず

ν
グ
y
ト

第
一
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
各
国
の
特
別
の
憲
法
(
国
制
)
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
各
君
主
は
そ
の
臣
民
(
己

E
2
m与
g
白)

の
上
に
権
力
(
冨
田
口

E
Cロ
仏
の

2
5
5
を
持
っ
て
い
る
が
、
統
治
形
態
の
相
違
に
応
じ
て
占
的
る
者
は
他
の
者
よ
り
多
く
〔
こ
れ
を
〕
保
有
し
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説

て
い
る
。
多
く
の
国
で
は
、

ν
ゲ

Y
ト

限
界
(
ロ

gF仲
間
凹
)
を
君
主
は
、
公
共
(
国
家
)
の
効
用
と
必
要
を
口
実
に
し
て

(Zσ
官
阻
止

R
Z
E
E
E江
田
〈
巾
ご
百
円
巾
出
回
巳
白
H
U
U
ロ
E
R
S
)

γ
ユ
テ
Y
デ

等
族
の
承
認
を
得
ず
し
て
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
e

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
権
力
は
そ
れ
ほ
ど
広
汎
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
体
系

(
ω
Z
2
T

こ
れ
が
特
別
の
合
意
(
℃
同
三
回
)
と
基
本
法
律

(
F
m
g
pロ
E
S
S
E
-
2
)
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。

子̂nllU 

由

U
2
2
5
)
が
依
拠
し
て
い
る
最
も
重
要
な
大
黒
柱
で
あ
る
基
本
法
律

(
r
m
g
pロ
P
E
g
s
-巾
凹
)
が
覆
さ
れ
る
と
き
に
も
ま
し
て
大
き
な
危

険
に
公
共
(
国
家
)
の
安
寧
と
静
誰
(
阻
止

5
4乙
ρ
巳
2
℃
Z
E
W由
)
が
直
面
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
公
共
の
福
祉
が
あ

d

u

I

リ

ア

れ
こ
れ
〔
の
国
王
留
保
権
〕
を
要
請
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
程
度
要
請
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
場
合
に
は

(
5
門

Z
E
O
)、
若

ヲ
ン
デ
ン

主
が
合
意
も
し
く
は
基
本
法
律
に
(
宮
岡
宮

n
E
z
-
-品
g

p
ロ
E
S
S
E
-
2
)
そ
れ
ほ
ど
拘
束
さ
れ
な
い
国
々
で
は
、
彼
が
決
定
を
(
仏

g

〉ロ∞印

n
r
g
m
E
H仏
仏

g
r
n
F
2
5
)
下
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
も
や
は
り
、
彼
の
無
制
限
の
権
力
を
や
た
ら
に
行
使
す
る
の
で
は
な

γ
ユ
テ

Y
ヂ

く
、
状
況
や
事
柄
の
重
要
性
に
応
じ
て
等
族
の
協
働
や
諮
問
を
と
り
つ
け
て
着
手
す
る
の
が
、
実
践
智

(
E
z
m
Z
X
)
に
適
っ
た
や
り
方
で

あ
る
。

の
安
寧
と
効
用
と
い
う
口
実
ほ
ど
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
か

の
福
祉
に
関
わ
る
も
の
を
案
出
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
容
易
で

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
ザ
l

(円
四
可
印
巾
吋
ロ
印
)
は
言
う
、

『
公
共
(
国
家
)

つ
無
内
容
な
も
の
は
な
い
。
蓋
し
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
公
共
(
国
家
)

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
家
の
技
法
は
古
く
ド
ミ
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
帝
(
在
位
八
一
年
i
九
六
年
)
の
頃
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
汝
は
お
そ
ら
く
同
様
に
簡
単
に
公
共
(
国
家
)
の
安
寧
を
主
張
し
て
、
全
て
の
土
地
を
私
人
か
ら
取
り
上
げ
て
国

庫
に
帰
属
さ
せ
た
り
、
裁
判
権
や
収
益
を
彼
ら
か
ら
奪
い
取
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
権
能
を
君
主
に
与
え
る
な
ら
ば
、
私
人
に

残
さ
れ
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
こ
と
に
な
る
。

の
安
寧
を
説
く
こ
と
は
十
分
で
は
な
く
、
臣
民
が
従
順
な
の

か
く
し
て
、
公
共
(
国
家
)

は
、
必
要
が
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
承
認
で
き
る
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(Zロ
S
F
E
-
-
:
:
回同

-
5
2
4巳

E
E
g
t
m
℃
Z
Z
E
E

C
E
B
E
骨

z
z
g巴
5
・
己
主

-
2
5
5
S
E
5
w
p
n
F
E
B
C
B
G
5
E】巾吋
4
2町
ぬ
と

E
E
L
V
O口
。
仏
印
同

r
m
s
-ロ(同町
2
g
邑

σ。ロ
C
B

吉
Z
F
2
5
2
h
o
E
Z吋
・
〈

2
5
r
c
n
z
σ
U
D
B
E
g
-
邑
5
2
Z
2
5
2己
F
Z
S
E
x
-
ロ
2
5
5
2叩
同

L
S
E
B門
T
H
F
E仏巾
B

こ
の
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p
n
E
Z
Z
F
3白
出
回
巾
岳
口
問
印
回
同

]
E
Z
B
℃
C
E
W白
5
3間門巾円
P
E
Pロ
E
C
B
D
2
胃

F4同昨日印巾円巾同
M
t
r
g
同仏門

H
W
E
E
P
E
-
C門-
E
P

色
町

E
L
E
H田
町
回
目
白

z
p
z
z
z円
除
口
・
日
「
白
ロ
ロ
℃

O丹
市
己
主
何
日
間
】
片
山
口
♀

1
口
寄
ロ

F
5
-
gロ円山市同
HH
宮
守
巳
~
印
円
四
ロ
ロ
門
出
戸
内

wZ円・

Z
。ロ

E
R
2片

5
5
5
田口巾
m

阿
国
吋
冊
目
丘
三
冊
目
℃

C
E
W
E
r
E門出
g
円
山
町
田
口
ロ
昨
日
出

σ佳
子
宮
。
宮
口
仏
国
口
問
円
四
回
田
町
田

9
2
5田
口

cm口
。
回
口
開
ロ
仏
国
)
』
、
と
。
第
三

の
安
寧
(
出
回

-5-uロ巴日
S)
に
も
い
ろ
い
ろ
な
段
階
(
ぬ

E
門
吉
田
)
が
あ
っ
て
、
そ
の
或
る
も
の
は
他
の
も
の
に
競
合
す
る

ν

ガ

】

リ

ア

マ

イ

エ

ス

テ

1

ツ

-

V

ヒ

ト

そ
し
て
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
王
留
保
権
な
い
し
君
主
の
具
体
的
支
配
権

(Ha巳
2
4
m
-

に
、
公
共
(
国
家
)

(4) 

場
合

(
5
8ロ
2
2
Z
)
常
に
劣
後
す
る
。

Y
E
Bと
g
g
t
g
)
は
、
こ
の
有
益
な

(ZFr白
B)
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
選
択
に
あ
た
っ
て
は
軽
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い
手
段
、
安
全
な
手
段
、
通
常
の
す
丘
一

E
Z
手
段
を
、
重
い
手
段
、
危
険
な
手
段
、
例
外
的
な
手
段

(
2
H
E
R
E
E
Z
に
優
先
さ
せ
る
べ
き

さ
も
な
く
ば
二
方
で
う
ま
く
い
く
以
上
遁
か
に
他
面
で
は
弊
害
が
大
き
く
、
目
的
を
達
成
し

こ
と
が
、
理
性
か
ら
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。

そ
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
目
的
が
停
滞
す
る
な
ら
ば
手
段
も
ま
た
停
滞
す
る
、
と
い
う
帰
謬
論
法
に
よ
り

(mM両
党
関
口

B
E
E

S
E
B
H
F
0・
2
回
国
間
口
丹
由
民
ロ
巾
門
町
田
印
恒
三
立
広

g
g
a
z
)、
手
段
に
対
す
る
権
利
(
』

5
包

B
え
芯
)
も
失
わ
れ
る
」
。

ν

M

M

I

B

ア

「
国
王
留
保
権
は
全
体
を
一
括
し
て
は

(
S
Z
H
o
g
s
-
z
d
)
領
邦
高
権

(FB円山
B
E
r
m
-円
)
の
部
分
に
し
て
そ
の
付
着
物
(
白
ロ
ロ
巾
凶
と
で

あ
っ
て
、
後
者
と
一
緒
に
の
み
獲
得
さ
れ
る
。
だ
が
全
体
を
必
ず
し
も
不
可
分
の
一
体

(g召
5
5告
三
丘
一
)
己
巾
)
と
見
る
必
要
は
な
い
か
ら
、

あ
れ
こ
れ
の
部
分
が
合
意
な
い
し
時
効
取
得
に
よ
っ
て
(
官
同
沼
田
口
仲
間

4己
官
忠
明
日

e
t
c
s
g
)
こ
れ
か
ら
切
り
取
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば

(η) 

起
こ
る
」
。
ピ

l
ル
醸
造
権
(
吉
田

r
E
E
E
C
-
狩
猟
権
(
』

5
4
S
S
E
-
塩
専
売
権
(
吉
田

E
Z
E
E
B
)
の
よ
う
に
「
〔
公
共
の
福
祉
と
い

う
〕
最
高
の
権
能
の
上
記
目
標
な
い
し
目
的
か
ら

2
5
0
E官
ロ
見
山
口
町
〈
巾
}
印
円
。
ち

E
B
B
2
M
M
O
Z
2
2
2
)
流
れ
出
て
い
る
も
の
と
は
言
え

【

mm〕

ν

M

M

T

，ァ

な
い
」
不
真
正
国
王
留
保
権
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
等
族
や
臣
民
も
、

そ
の
臣
民
性

(ω
ロ
ゲ
守
口

ZOロ
)
と
両
立

し
相
矛
盾
し
な
い
限
り
で
で
は
あ
る
が
、
君
主
に
よ
る
明
示
的
譲
渡
も
し
く
は
そ
の
黙
示
的
譲
渡
す
な
わ
ち
記
憶
で
き
な
い
ほ
ど
の
長
期

閣
の
経
過
に
よ
る
時
効
取
得
に
よ
っ
て

(
2
8
R
g国
広
口
間
宮
山
口

nF1田
3
1
2曲
目
〈
乙

z
a
F
広
柏
田
グ
官
印
何
回
ロ
ユ
宮

5
5
R
B
M
M
2
5
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;w 

ν

ガ

1

リ

ア

F
S
B
2
5巳
丘
町
)
個
々
の
国
王
留
保
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
付
与
は
、
或
る
と
き
は
負
担
付
き
で

(
Z
Z
F
8
2
2
0
)
ま
た
或

る
と
き
は
無
償
で
(
日
刊
5
m
g
Z
F
Z
)、

し
た
が
ペフ

て
付依
与存
さ的
れで
た従
国ν 属
王ガ性
留t を
保リ損
権アう

一
定
の
期
聞
を
限
っ
た
り
も
し
く
は
期
聞
を
定
め
ず
に
な
さ
れ
る
が
、

;命

こ
と
の
な
い
形

2
3
2
P
E
2
2
E
F目
E

Z邑
5
5
5ロ
巾
)
を
と
ら
な
い
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、

は
基
本
的
に
は
上
級
支
配
権
と
い
う
形
で
(
何
日

5
2
Z円
)
依
然
と
し
て
統
治
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
臣
民
に
は
、
行
使
と
用
益
(
巾
同
2
n
r

t
5
u
Z
E
E
g
m
)
だ
け
が
帰
属
す
る
」
。
私
人
の
財
産
権
も
ま
た
君
主
の
優
越
所
有
権

S
O
B
E
E
S
巾
B
g
g
m
)
と
い
う
上
級
支
配
権
を

認
め
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
専
政
王
国
以
外
で
は
そ
れ
は
や
は
り
真
正
の
所
有
権
で
あ
っ
て
、
所
有
権
者
た
る
私
人
は
、
奴
隷
の
特
有
財

産
(
宮

2
Fー
)
の
場
合
の
よ
う
に
、
優
越
所
有
権
(
支
配
権
)
者
た
る
君
主
か
ら
、
そ
の
行
使
と
用
益
だ
け
を
限
定
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
優
越
所
有
権
(
支
配
権
)
は
、
補
償
を
伴
う
公
用
徴
収
(
収
用
〉
や
私
法
事
項
に
お
け
る
君
主
の
立
法
権
、
行
為

能
力
制
度
に
お
け
る
国
家
(
裁
判
所
)
の
後
見
的
判
定
権
な
ど
を
根
拠
付
け
る
脈
絡
で
持
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
れ
以
上

{
剖
)

V

ガ

1

リ

の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
国
王
留
保
権
と
呼
ば
れ
る
政
治
的
支
配
権
は
、
財
産
権
な
ど
の
私
的
権
利
と
同

様
、
等
し
く
「
私
人
の
権
利
(
吉
田
官
守
伊
丹

0
2
5
)」
を
構
成
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
後
者
と
は
区
別
さ
る
べ
き
特
殊
な
法
的
性
裕

ν

M

1

リ

を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
来
は
私
人
で
あ
る
臣
民
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
国
王
宮
保
権
の
「
こ
の
よ
う
な
譲
渡

(g干

2
g芯
口
町
田
)
は
ま
た
常
に
厳
格
に
冨

1
2
S
解
釈
さ
れ
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
私
人
に
対
し
て
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
J

一以一畳

ν
M
E
1
リ
ア

的
(
部
分
的
)
な
も
の
と

(
5
仏ロ

E
C
B与
門
官
。

2
5ロ
E
王
国
向
]
印
白

rLF門
担
門
主
阻
止
買
い
〈
己
主
印
)
み
な
さ
れ
、
大
高
権
注
目
印
冨
m
Y
2
5

ν
d
P
1
リ
ア

〔H
円
巾
官

E

B
印す

E
〕
)
よ
り
も
小
高
権

S
E
E
S仏
2
m
〔
UHmm白}同曲

B
E。
E
〕
)
〔
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
〕
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
私
権

ν

M

n

s

リ

ア

(
P
Z白
R
R宮
内
)
を
も
包
摂
す
る
一
般
的
表
現
は
、
国
王
留
保
権
と
(
包
足
官
ロ
と
い
う
よ
り
は
私
権
と
解
釈
さ
れ
る
。
時
効
は
、
通
説
に
よ

ν

H

N

1

リ

ア

れ
ば
Q
ロ
M
S
8
5
5
5
F
O
R
g
o
-
E
O
D
g
M
)、
国
王
留
保
権
取
得
の
一
方
法
と
さ
れ
る
(
ぬ
白

r
α
3
:
:・
2
ニ
2
E
m
g
o円
吉
田
国
内
門
宮
町

B
門出

同
m
w
m
刷
出
}
仲
間
)
。

:
し
か
し
、
そ
の
際
、
或
る
国
王
留
保
権
(
河
巾
何
回
】
)
の
占
有
か
ら
、

こ
れ
と
不
可
分
に
(
ぽ
凹
巾
℃
回
E
E宮
内
吋
)
結
び
つ
い
て
い
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(4) 

る
わ
け
で
は
な
い
他
の
国
王
留
保
権
(
足
ぬ
と
白
)
〔
の
時
効
取
得
〕
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

が
時
効
取
得
さ
れ
る

2
2
E
B
官
同
2
2
G
E
B
U
D
E
E
C
B
吉
田
田
町
田
印
ロ
自
)
の
で
あ
る
」
。

v

d

n

I

q

プ

マ

イ

エ

ス

テ

ー

ト

ヲ

y
ヂ
λ
ホ

'hイ
ト

既
に
述
べ
た
様
に
、
国
王
留
保
権
の
取
得
・
保
有
・
行
使
は
、
原
則
と
し
て
、
君
主
権
な
い
し
領
邦
高
権
と
い
う
人
的
権
利
も
し
く
は
一

V
ゲ
y
t
f

種
の
権
利
能
力
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
君
主
も
し
く
は
国
家
の
首
長
の
(
に
帰
属
す
る
〉
権
利
」
で
あ
っ
て
、
臣
民
に
つ

い
て
は
た
だ
臣
民
性

(
C
2
2
F出口町
F
S
H
-
E
Z
2
t
o
)
の
得
喪
だ
け
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
公
法
と
い
う
よ
り
は

私
法
に

(
5
5
H
E
吉
田
官
ぞ
同

E
B
乞
田
宮
E
5
5
)
属
す
る
臣
民
相
互
間
の
権
利
と
義
務
(
]
ロ

E
待
。
E
何
回
己
。
ロ

2
2
E
F
0
2
5
-
E
2

M
r
を
別
に
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
、
占
有
さ
れ
た
だ
け
の
も
の

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

君
主
と
の
関
係
で
国
法
(
公
法
)
上
彼
ら
に
当
然
に
1

1
即
ち
、

1

1
帰
属
す
る
義
務
と
権
利
は
基
本
的
に
は
服
従
と
忠
誠
の
み
に
限
ら
れ
る
。
臣
民
が
、
君
主
の
保
護
の
下
で
私
法
上
の
権
利
を
享
受
す
る

と
い
う
受
動
的
な
国
法
(
公
法
)
上
の
権
利
の
ほ
か
に
、
国
王
脅
保
権
と
い
う
主
体
的
・
能
動
的
支
配
権
を
取
得
・
行
使
す
る
た
め
に
は
、

国
家
"
社
会
共
同
体
設
立
の
合
意
の
結
果
と
し
て

〔
国
家
H

市
民
社
会
の
設
定
の
際
の
合
意
に
加
え
て
〕

君
主
と
の
聞
に
更
に
も
う
一
つ
特
別
の
合
意
(
取
得
時
効
に
よ
る
黙
示
的
な
も
の
を
合

む
)
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
合
意
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
臣
民
の
支
配
権
は
、
ど
ち
ら
か

V

M

M

1

リ

ア

{

田

)

と
言
え
ば
私
法
で
論
じ
ら
れ
る
不
真
正
国
王
留
保
権
を
一
応
別
に
す
れ
ば
、
国
法
(
公
法
)
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
君
主
の
手
に
あ
る

町
主
が
記
野
信
と
同
世
度
の
古
h
t
惟
什
的
性
格
と
対
抗
力
を
認
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
考
え
で
は
、
「
ホ
ッ
プ
ズ

B
O
T

-
5
3
5
)
は
主
権
者
た
る
君
主
は
臣
民
に
対
す
る
義
務
と
拘
束
か
ら
完
全
に
免
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
大
変
な
誤
謬
で
あ
る
。
蓋
し
、

君
主
は
そ
の
主
権
性
ゆ
え
に
市
民
法
(
国
法
)
上
の
い
か
な
る
義
務
(
「
巾
宮
町
。

z-m白昨日
0
ロ
日
包
括

nFi--)
を
も
負
っ
て
は
い
な
い
が
、

自
然
法

C
E
S
E
E
S
は
、
臣
民
と
同
様
、
彼
を
も
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
を
最
大
限
に
増
進
し
、
国
家
を
守
護
し
(
の
g
Z
2
?

岳
豆
、
国
の
内
外
の
暴
力
や
不
法
か
ら
臣
民
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
君
主
た
る
職
務

(
m
m
m
g
g
E
B汁
)
の
性
質
と
本
性

(Z白
E
吋
ロ
ロ
仏

何
日
常

gnr阻
止
)
自
体
か
ら
直
接
流
出
し
て
く
る
主
要
な
義
務
と
責
任
(
司

R
n
z
g
cロ
仏
。
E
F品
g
F
5ロ
〔
ヨ
5
2白
2
。口問

E
〕
)
で
あ
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説

る
。
合
意
、
法
律
、
特
権
〔
付
与
〕
、
譲
渡
、
慣
習
法
な
い
し
〔
取
得
〕
時
効
に
よ
り
(
巾
凶
宮
内

HOw-巾
m
m
w
-
E
i
r
m
F
n
O
R
g
z
vロク

。ゲ凹巾吋〈回ロ色白

4
0
r
v
g
gロ岡山
1
3ロ
巾
)
臣
民
が
一
日
一
合
法
的
に
獲
得
し
た
も
の
は
、
君
主
は
こ
れ
を
彼
か
ら
怒
意
的
に
(
三

--w口
Z-wr)
剥

奪
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
違
法
な
制
限
か
ら
彼
を
守
り

(
B
B
E
g
-
2ロ
)
、
各
人
に
そ
の
権
利
を
宕

:
E
g
g
s
5
)

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
的
合
意
に
つ
い
て

(οロ
。
注
目

u
R
g
官

-g仲
間
)
さ
え

(orsrE
判
例
上
の
公
理
(
母
国

Y
E岳
山
町
宮

4 

U同

〉
包

O
B白
)
は
、
君
主
は
契
約
に
関
し
て
は
法
的
に
は
私
人
と
同
一
で
あ
る

(
P
E
2官

5
8
2
E
2
5
5
cロ
昨
日
守
門
巾
℃
ユ

S
E
E
S
)、

ν
ゲ

y
ト

M
Y

ユ
テ
Y
A
T

と
述
べ
る
。
君
主
が
統
治
の
開
始
な
ど
に
際
し
て
等
族
と
誓
約
付
き
も
し
く
は
誓
約
な
し
で

(
2
5
5
-
丘
ロ
ユ
ロ
門
田

5
3
5
)
厳
か
に
取
り
結

ん
だ
公
的
(
国
家
)
契
約
な
い
し
協
定
(
選
挙
協
約
)
市
営

g
宮
E
W
E
4
己

Z
1
Z
F己
。
口
町
田
)
は
、
基
本
法
律
の
効
力
を

(
i
s
r
m
u

p
ロ
皆

B
E
g
-
-印
)
有
し
、
国
家
の
併
が
と
圏
内
の
宅
待
と
協
和
(
田
口
庄
内
向
伊
丹
)
が
そ
れ
に
主
と
し
て
依
拠
し
て
い
る
大
黒
柱
と
も
い
う
べ
き

い
よ
い
よ
聖
な
る
も
の
と
し
て
両
者
か
ら
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
伊
。

も
の
で
あ
る
か
ら
、

か
く
し
て
、

「
首
長
の
対
概
念
(
ロ

2
5
F
Z
B
)
で
あ
り
:
:
ラ
テ
ン
語
で
は
臣
民
な
い
し
市
民
(
国
民
〉

(
Z
E
E
-∞

z-n-i凹
)
」
と
呼

ば
れ
る
臣
民
(
口

E
2
F
S
)
は
、
そ
の
保
有
す
る
支
配
権
な
ら
び
に
そ
の
前
提
と
な
る
憲
法
(
国
制
)
な
い
し
国
法
(
公
法
〉
上
の
地
位
も

し
く
は
人
的
権
利
(
権
利
能
力
)
の
如
何
に
応
じ
て
、
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
岐
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
非
直
属
〔
の
臣
民
〕
と
直

属
〔
の
臣
民
〕
、
特
権
を
有
す
る
者
(
官
同
月
三
)
と
特
権
を
持
た
な
い
者
(
ロ
ロ
官
「
ミ
豆
、
高
貴
な
者
と
卑
賎
の
者
」
と
に
で
あ
る
。

「
そ
の

最
下
等
を
構
成
す
る
の
は
農
民
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
厳
格
な
意
味
で
は
(
吉
印
巾
ロ
田
口
由
同
ユ
nZ)
農
民
だ
け
が
臣
民
(
人
の
下
に
立
つ
者
)

シ
ユ
ア

Y
デ

グ

ユ

ヂ

Y
デ

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
高
貴
な
者
に
算
入
さ
れ
る
の
は
帝
国
等
族
な
い
し
ラ
ン
ト
等
族
だ
け
で
は
な
く
、
貴
族
や
高
位
の
役
人

(E25'

宮
町
芯
話
回
色
芯
口
同
町
)
も
そ
う
で
あ
る
。
特
権
を
有
す
る
者
は
そ
の
優
越
的
地
位
(
〈

R
N位
相
官
)
に
よ
っ
て
特
権
を
持
た
な
い
者
と
区
別
さ

れ
、
直
属
の
も
の
と
非
直
属
の
も
の
と
の
違
い
は
、
前
者
は
ラ
ン
ト
君
主
自
身
と
彼
を
代
表
す
る
直
属
の
役
所
に
(
告

Q
E
2
Z
1
5
5主
主
巾
)

後
者
は
そ
の
他
の
非
直
属
の
官
庁
に
も
服
属
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
通
常

(
Z
m
z
F号
巾
吋
)
全
て
の
国
内
居

の
み
服
属
す
る
の
に
対
し
て
、
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住
者
は
、
そ
の
身
分
や
地
位

(
ω
Sロ
仏
ロ
ロ
仏
司

2
3
)
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
由
来
や
同
意
(
〈

2mrEH)
や
特
権
に
よ
っ
て
免
除

(四月日目
U5))
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
臣
民
で
あ
る
」
。
主
権
者
た
る
君
主
は
、
外
国
滞
在
中
も
、
そ
の
地
の
臣
民
と
は
(
官

ozr仏
E
印)

免
除
さ
れ
た
者
と
(
宮
。
伺
居
自
己
凹
)
み
な
さ
れ
る
。

配
家
の
子
供
や
親
戚
は
、
園
内
に
居
住
す
る
際
、
或
る
者
は
免
除
さ
れ
た
者
と
(
宮
同
町
以
内
巳
円
)
、

な
ら
ず
、

「
君
主
の
女
性
配
偶
者
な
い
し
入
夫
し
た
男
性
配
偶
者
、

ま
た
(
伊
丹
巾
自
)
支

ま
た
或
る
者
は
臣
民
と
み
な
さ
れ
る
が
、

(4) 

そ
の
場
合
で
も
第
一
等
の
位
階
を
有
す
る
(
匂
巳
自
由

n
n
g
g
E。
聖
職
者
は
、
霊
的
事
項
に
つ
い
て
は
(
百

4
E
E巳
E
5
)
世
俗
君
主
の
臣

世
俗
的
事
項
に
つ
い
て
は

(
E
Z
B
3
5
5
)
E
)
直
属
す
る
。
旅
行
者
(
司
自
白
血
栓
開
門
田
)
は
、

E
E
x
u
g
g句。
E
口
広
)
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
:
:
:
。
〔
封
建
法
上
の
〕
家
臣
吉
田

S
Fロ
)
や
国
内
に
土
地
(
の
2
2
)
を
有
す
る
外
国

人
を
、
臣
民
と
(
官
。
田
口
}
邑

E
目
)
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ラ
ン
ト
の
憲
法
(
国
制
)
に
よ
っ
て
異
な
る
:
:
:
。
複
数
の
〔
封
建
〕

古
郡
に
対
し
て
ひ
と
り
の
者
は
、
財
産
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
地
で

5
5
注
ぎ
5
5
L
P
5
3
5
Z
E
Z
H
F
U
呂
田
)
、
〔
自
分
の
〕

人
格
に
つ
い
て
は

Z
ロ
。
包
百
四
円
由
。
ロ
釦
旨
)
相
矛
盾
し
な
い
事
柄
に
つ
い
て
臣
民
で
あ
り
う
る
。
全
体
に
関
わ
る
事
案
に
つ
い
て
聞
か
れ
る

宅
艇
な
い
し
臣
民
の
集
会
は
帝
国
議
会
も
し
く
は
ラ
ン
ト
議
会

(
F
E
T
E
2
k自
主
主
と
言
い
、
召
集
・
解
散
権
(
』

5

8ロ
g
gロ岳

除
去
印
問
。

-22F)
は
通
常

(Em己目円伊丹
2)
君
主
に
帰
属
す
る
」
。

以
上
で
見
て
き
た
通
り
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
国
法
論
』
と
り
わ
け
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」
は
、
ま
さ
に
「
国
家
そ
れ
自
体
と
国

家
共
同
体
の
紐
帯
」
を
論
じ
ハ
第
一
な
い
し
第
四
節
と
第
三
八
節
に
叙
述
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
国
家
論
)
、
「
統
治
者
と
臣
民
の
権
利
と
義
務
を

論
ず
る
」
も
の
で
あ
る
(
第
五
な
い
し
第
三
七
節
)
。
そ
し
て
全
体
の
約
三
分
の
一
一
(
全
三
八
節
中
二
五
節
、
八
つ
折
り
版
七
四
頁
中
四
七
頁
〉

が
、
君
主
の
具
体
的
支
配
権
(
国
王
留
保
権
)
に
関
す
る
議
論
で
占
め
ら
れ
る
(
第
七
な
い
し
第
一
一
一
一
節
〉
。
か
く
し
て
彼
の
「
国
法
(
公

法
ど
は
、
〔
町
民
的
(
国
家
町
)
〕
支
配
権
の
体
系
と
い
う
基
本
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
臣
民
も
こ
れ
を
保
有
す
る
限
り
、
「
国
法

(
公
法
〉
」
上
の
積
極
的
主
体
と
な
る
。
「
基
本
法
律
(
円
相

m
g
pロ
E
B
g
z
-
2
)」
や
「
協
定

(BUE--白
色
。
日
間
)
」
や
「
公
的
合
意
(
国
家

民
で
は
な
い
が
、

一
時
的
な
臣
民
と
(
官
。
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説

契
約
)
(
匂
恒
三
回
目
E
E
F何
回
)
」
と
い
う
「
憲
法
」
は
確
か
に
そ
の
中
で
中
心
的
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、

(
公
法
)
」
の
全
て
で
は
決
し
て
な
い
。
君
主
権
や
国
王
留
保
権
の
得
喪
に
つ
い
て
は
相
続
法
や
時
効
な
ど
の
私
法
上
の
原
則
が
し
ば
し
ば
決

ν

ガ

定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
承
認
さ
れ
期
待
さ
れ
て
い
た
し
、
諸
種
の
国
王
留
保
権
(
た
と
え
ば
官
庁
組
織
権
や
集
税
権
や
関
税

客
観
的
意
味
の

「
国
法

論

権
や
財
政
権
な
ど
〉
を
具
体
化
し
現
実
に
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
「
法
扇
町
口
宮
)
」
な
い
し
「
法
律
(
の
2
2
N
)」
と
対
比
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

〔
条
令
〕
(
句
。
-MN2)」
な
い
し
「
命
令
(
法
令
)
(
。
昆
ロ
ロ
ロ
∞
)
」
が
果
た
し
た
役
割
も
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
ポ
リ
ッ
ァ
イ

そ
れ
ら
も
国
家
的
・
政
治
的
支
配
権
を
基
礎
付
け
そ
の
行
使
態
様
を
規
律
す
る
限
り
、
「
国
法
(
公
法
)
」
を
構
成
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
私
的
(
私
人
の
)
行
為
と
〔
私
人
の
〕
権
能
(
私
権
)
」
と
を
取
り
扱
う
「
私
法
」
の
主
た
る
内
容
を
構
成
し
て
い
る
の

は
、
前
述
し
た
通
り
、
「
臣
民
相
互
間
の
権
利
と
義
務
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
「
人
闘
が
完
全
に
自
由
で
平
等
か
つ
独
立
の
状

態
に
あ
る
自
然
状
態
か
ら
(
自
己
主
ロ
ロ

ECE--)
推
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
、
臣
民
は
な
る
ほ
ど
国
家
状
態
な
い
し
市
民
社
会
に

お
い
て
も
(
山
口
∞

z
z
z
-
8丘町
g
z
i
i
z
)
相
互
に
独
立
で
あ
る
が
、
共
通
の
首
長
に
従
属
し
て
お
り
、
何
人
も
自
己
の
裁
判
官
で
は
も

ォ
ー
デ
リ
ツ
ピ
カ
イ
ト

は
ゃ
な
く
、
或
る
者
は
他
の
者
を
自
分
が
服
属
す
る
裁
判
所
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
的
自
由
は
、
公
共
の
最
高
普

が
自
由
の
制
限
を
(
話
回
包
ロ
昨
日
。
巴

m
g
ロ
ゲ
町
立
阻
ま
)
要
請
し
な
い
限
り
で
残
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
臣
民
は
自
分
自
身
の
た
め
と
い
う
よ
り
は

国
家
共
同
体
の
た
め
に
生
き
る
の
で
あ
る
窃
ロ
ゲ

E
Z田町
E
B
D
Oロ
E
E
g
o
-
A
E
B
B
-匂ロ
E
F
g
m
n
O
B
B
O号
4
Z伊
丹
)
。
し
た
が
っ
て
、

自
然
状
態
に
お
い
て
は
単
に
自
発
的
意
思
と
人
間
性
(
儀
礼
)
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ぬ
(
古
田

Z
Z
S
E
E
E
5
2
2
8
E己
主

z

h
w
r
ロ
5
8広
三
次
)
も
の
の
多
く
が
、
市
民
(
国
家
↓
社
会
に
お
い
て
は

(5
田
2
5
g
g
i
i
t
)
必
然
的
と
な
る
(
ロ

2
2曲
目
同
阻
止
凹
)
。
た
と

え
ば
、
救
随
(
〉
ロ
ョ
。
回
目
ロ
)
や
後
見
と
い
っ
た
国
家
の
(
公
的
)
義
務
と
責
任
(
自
己

5
E
g
]
。ロ

2
白
E
E
R白
)
が
こ
れ
で
あ
る
」
。
国
家

の
こ
の
よ
う
な
義
務
と
責
任
な
ら
び
に
こ
れ
に
対
応
す
る
権
限
は
、
前
述
し
た
通
り
、
君
主
の
優
越
所
有
権
(
支
配
権
)
(
号
S
E
E
S

2
ユロ

g
凹
)
や
ポ
リ
ツ
ァ
イ
権
に
法
的
根
拠
を
持
ち
、

そ
こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
課
題
を
達
成
す
る
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マ
イ
エ
ス

T
1
7

た
め
、
彼
は
「
君
主
の
権
利
の
筆
頭
に
位
置
す
る
最
も
高
貴
な
も
の
の
一
つ
」

で
あ
る
立
法
〔
高
〕
権
を
行
使
し
て
、

「
私
法
」
領
域
で
あ

る
臣
民
相
互
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
も
、
「
一
般
的
法
律
に
よ
っ
て

e
z
r
m
g
M
∞g
2色
町
民

M)
臣
民
に
対
し
て
基
準
と
秩
序
(
宮
出
血
印
ロ
ロ
仏

(4) 

契
約
や
終
意
処
分
や
相
続
の
態
様
と
方
式
〔
な
ど
〕
を
(
目
。
円
吉
自
己
守
口

5
5
8己
E
2
2
5ゆ
ロ

-
t
g
Rロヨ

{

川

田

)

g
-
S
E
E
S
E
E
R
2
5
u
E
B
)
規
律
」
す
る
。
蓋
し
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
通
り
、
国
家
の
安
寧
(
公
共
の
福
祉
)
は
法
律
に

依
存
し
て
お
り

(
E
F
∞F
E
-
-
:
:
8
5
2
5
E
-
5
nぞ
広
三
芝
、
法
律
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
、
無
秩
序
と
不
穏
と
不
確
実
性

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
公
共
の
福
祉
の
ま
さ
に
対
極
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
君
主
が
良
き
模
範
を
垂
れ

。
丘
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
を
規
定
し
、
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る
こ
と
は
大
い
に
有
益
で
は
あ
る
が
万
能
で
は
な
く
、
法
律
と
り
わ
け
人
定
法
律
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
聞
が
堕
落
ハ
堕
罪
〉
し
た
状

態
に
あ
っ
て
は
、
自
然
法
律
だ
け
で
は
到
底
十
分
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
か
く
し
て
、
「
私
法
」
は
、
形
式
的
・
理
論
的
に
は
ま
さ

に
君
主
の
「
法
命
令
」
と
し
て
の
基
本
性
格
を
有
す
る
「
実
定
法
(
吉
田
℃

S
E
E
S
-
P
)凹
E
4
2
m
2宮)」

む
し
ろ
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
も
ま
た
既
に
示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の

こ
ま
ミ

E
‘
フ
工
、
o

t
t，刀
f
ι
J
J
L

し
か
し
、

「
私
法
」

は
、
「
国
法
(
公
法
ど
の
「
歴

史

l
誌

(rz。
ユ
釦
)
」
的
性
格
に
対
応
し
て
、
実
質
的
に
は
伝
統
的
・
身
分
制
的
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
。
日
く
、
「
賢
明
(
理
性
的
)

な
君
主
は
、
自
分
の
自
由
と
同
様
に
、
臣
民
の
平
等
を
も
手
段
を
尽
く
し
て
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
、
国
家
に
お
い
て
は
、
全
て

の
人
聞
が
同
一
の
身
分
と
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
身
分
や
グ
ル
ー
プ
(
の
乞
E
ロ
mmロ
)
に
岐
れ
て
い
る
の

で
、
臣
民
の
権
利
と
義
務
に
関
し
て
(
口
町

g
Y
E
除
。
巴
釘
伯
仲
芯
ロ
叩
国
的

Z
E昨
C
E
B
)
完
全
な
平
等
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、

身
分
や
官
職
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
或
る
者
が
他
の
者
よ
り
多
く
も
し
く
は
少
な
く
自
由
を
享
受
す
る
よ
う
に
、
こ
の
相
違
に
応
じ
て

或
る
者
は
他
の
者
よ
り
多
い
も
し
く
は
少
な
い
権
利
と
義
務
を
有
す
る
。
但
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、
全
て
の
臣
民
が
対
等
な
条
件
に
立
ち

(
宮
江
田

noロ
会

t
o
E国
)
何
人
も
他
者
に
対
し
て
優
先
権
を
す

2
2
官
官
円
仲
間

VE)
持
た
な
い
共
通
の
権
利
・
義
務
が

(
E
Y
1寸
g
h
w
o由
丘

2

8
5
g
z
E
E目
)
存
在
す
る
」
。
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説
吾A

mm 

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
国
法
論
』
の
第
一
部
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
ど
は
、
付
国
家
論
(
国
法
論
総
説
、
国
家
論
総
説
、
国
家
起
源
論
、

同
君
主
論
(
君
主
権
論
、
君
主
の
具
体
的
支
配
権
論
、
対
臣
民
関
係
論
、
対
外
国
関
係
論
〉
、

国
家
終
需
論
)
、

国
家
形
態
論
、

伺
臣
民
論

(
臣
民
論
総
説
、

私
法
総
説
、

対
君
主
関
係
論
、

臣
民
性
の
起
源
・
終
鷲
論
)
と
い
う
構
成
を
持
っ
て
い
た
。

国
家
論
か
ら
国
家
終
荒
論
が

「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」
全
体
を
締
め
括
つ

体
系
的
に
切
り
離
さ
れ
て
末
尾
に
置
か
れ
、

臣
民
論
と
り
わ
け
臣
民
性
終
喬
論
を
承
け
て

て
い
る
の
は
、
臣
民
性
の
終
了
(
喪
失
)
原
因
の
最
後
の
一
つ
と
し
て
国
家
の
解
体
(
丘
三
件
丘
町

E
g
o
-己
目
。
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う

事
情
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
彼
の
生
命
体
(
有
機
体
)
的
国
家
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

『
国
法
論
』
の
第
二
部
「
ド
イ
ツ
国
法
」
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
回
目
頭
に
位
置
す
る
第
三
九
節
(
「
ド
イ

ツ
国
法
全
般
に
つ
い
て
」
)
は
、
い
わ
ば
〔
ド
イ
ツ
〕
国
法
論
総
説
で
あ
る
。
第
四

O
節
で

「ロ

l
マ
・
ド
イ
ツ
帝
国
」

の
概
念
と
そ
の
範
囲

を
固
定
し
た
後
、

ド
イ
ツ
国
法
(
公
法
)
法
源
と
し
て
、
成
文
の
帝
国
基
本
法
律

(mmFny印
m
H
E
L
m
2
2
2
)
(第
四
一
節
)
と
契
約
(
条

約
)
(
〈

2
可
間
関
内
)
(
第
四
二
節
)
、
帝
国
の
慣
習
〔
法
〕
(
刻
印

w
z
r
H
E
S
B
g
)
(第
四
三
節
〉
、
補
充
的
ド
イ
ツ
国
法
(
公
法

)
(
m
z
r
E
g

吉
岡
白
℃
ロ

r
z
g
m
m
H
B由巳
g
)
(第
四
四
節
)

の
四
種
が
列
記
さ
れ
る
。
第
一
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
は
、
「
帝
国
全
体
会
議
窓
口
m
m
5
2
5

H
N
巳
ロ
ゲ
田
仲
間
常
)
の
席
上
で
皇
帝
と
帝
国
と
の
間
で
決
議
さ
れ
て
公
布
さ
れ
た
法
令
(
〈
2
2仏ロロロ
mmロ
)
」
で
あ
る
帝
国
議
会
決
議
克
己
n
r・

島
田
口

za)
の
ほ
か
、
「
皇
帝
カ
l
ル
四
世
(
の
白
ユ

L
2
〈
芯
呉
市
)
、
が
一
一
一
一
五
六
年
に
皇
帝
選
挙
や
戴
冠
な
ら
び
に
選
定
侯
の
特
権
な
ど
の
帝
国

事
項
に
つ
い
て
等
族
の
賛
同
を
得
て
発
布
し
た
法
令
(
〈
2
2仏
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
」
で
あ
る
「
黄
金
印
文
書
(
丘
町
銅
色
辛
口
問
切
巳

r)」
、
「
一
四
九
五
年
に

作
ら
れ
一
五
五
五
年
に
更
新
さ
れ
た
ラ
ン
ト
平
和
令

(
F
S
ι
E
a
m
え
2
宮
阿
古
豆
百
四
)
」

l
lい
わ
ゆ
る
「
永
久
ラ
ン
ト
平
和
令
」
|
|
、

「
同
年
に

(
g
p
B
由ロロ
O

)

(

す
な
わ
ち
一
五
五
五
年
)
結
ぼ
れ
た
〔
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
〕
宗
教
和
議
と
パ
ッ
サ
ウ
仮
条
約
(
官
邸
Z
5
5
R

司白山印
2
2
〈
2
昨
岡
田
∞
)
(
一
五
五
二
年
)
」
、
「
こ
の
年
に
(
一
五
五
五
年
)
決
議
さ
れ
後
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
帝
国
〕
執
行
令

北法35(1-2・184)184



(何

M
8
2
C
C
D∞
O
Eロ
ロ
ロ
閃
)
」
、
「
既
に
一
四
九
五
年
に
作
成
さ
れ
一
五
五
五
年
に
改
訂
さ
れ
た
帝
室
裁
判
所
令
(
わ
曲
目
白

2
m
R
R
Z
g丘ロ戸口問)」、

「
皇
帝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド

(
F
E
5
2
e
が
一
六
五
四
年
に
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
に
対
し
て
規
定
し
た
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
令
克
巳

n
E
r
t
a

E
F
S
Eロ
ロ
ロ
閃
)
」
、
そ
し
て
「
カ

l
ル
五
世
以
来

(25
わ同

E
r
g
s、
時
の
皇
帝
と
選
定
侯
と
の
間
で
結
ぼ
れ
て
き
た
選
挙
協
約
(
協
定
)

(
者
与
]
2
1
E
}白色。ロ
2)」
が
あ
る
。
第
二
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
契
約
(
条
約
)
に
は
、
国
内
契
約
(
包
ロ

}
E
B
a
n
Z
〈
2
R郎
官
)
と
外
国
と

の
契
約
(
条
約
)
(
〈
町
三
品

m
m
B
X
S
R自
己
由
)
と
が
あ
る
。
前
者
に
合
ま
れ
る
の
は
、
「
ド
イ
ツ
帝
国
諸
侯
な
い
し
選
定
侯
の
権
限
を
行
使

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (4) 

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
」
「
二
二
三
八
年
と
一
五
一
一
一
年
の
選
定
侯
会
議
行

Z
止
R
2
3
ぐ

2
2ロ)」
l
l前
者
は
レ
ン
ス

(mZロ
凹
)
に
お

け
る
選
定
侯
会
議
(
町
内

5
5
2
5
)
で
あ
る
が
、
後
者
は
不
明
。

一
五
一
九
年
に
ラ
イ
ン
選
定
侯
会
議
、

一
五
五
八
年
に
選
定
侯
の
全
体
会
議

(官

5
5
2
同
日
間

C
E
S
S
5ロ
)
が
開
催
さ
れ
て
い
る

l
lと
、
「
ブ
ル
グ
ン
ド
の
地
〔

l
iオ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

(
E
5
B
E占)、

プ
ル
グ
ン
ド
自
由
グ
ラ

i
フ
シ
ャ
フ
ト
(
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ

(
p
g
n
z
n
c
E
b
)
か
ら
な
る
ブ
ル
グ
ン
ド
・
ク
ラ
イ
ス
|
|
〕
と
ド
イ

ツ
帝
国
と
の
結
合
を
め
ざ
し
た
」
「
一
五
四
八
年
の
ブ
ル
グ
ン
ド
条
約
」
な
ど
で
あ
る
。
外
国
と
の
契
約
(
条
約
)
の
う
ち
ド
イ
ツ
国
法
(
公

法
)
上
「
最
も
注
目
に
価
す
る
(
仏

2
5
B
R
A
g
-
E
2
g
)」
の
は
勿
論
、
「
二
一

O
年
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
憲
法
(
国
制
)

に
宗
教
的
に
も
政
治
的
に
も

(
8
4
5
E
5
2
n
-
2
5
2在
日
目
F

宮
E
在
日
)
全
く
異
な
っ
た
形
態
を
与
え
た
」

一
六
回
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ

ァ
l
レ
ン
和
約
で
あ
る
。

ご
六
四
九
年
と
五

O
年
の
施
行
協
定
(
何
凶
巾

E
Z門
V
E
R
S
Z巾
)
は
、

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
和
約
の
付
属
物

(
但
同
耳
目

E
ロ同

U
2
2
当
gJE--nm主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
。

一
六
七
九
(
一
六
七
八
?
)
年
の
ニ
ム
ヴ
ェ

1
ゲ
ン

(Z-B司
中

mmD)、

一
六
九
七
年
の
ワ
ス
ヴ
ィ
ク
(
何
百
三
nw)
、

一
七
一
一
一
一
年
と
一
四
年
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
(
巴
宵
宮
町
時
)
と
ラ
シ
ュ
タ
ッ
ト
(
初
出
E
3
)
と
パ

ー
デ
ン
(
回

g
号
P
切
向
丘
町
ロ
)
、
一
七
三
五
年
と
一
二
八
年
の
ヴ
ィ

l
ン
(
巧
広
三
、
一
七
四
八
年
の
ア

l
ヘ
ン
(
〉
国
各

g)、
一
七
六
二
年
と
六

三
年
の
パ
リ
(
司
R
U
)
と
フ

l
ベ
ル
ツ
プ
ル
グ
(
出
ロ
ゲ
2
片
手
日
∞
)
に
お
け
る
各
講
和
条
約
も
、
「
帝
国
の
利
害
に
関
す
る
限
り
で
」
、
ド
イ
ツ

国
法
(
公
法
)
法
源
に
含
ま
れ
る
。
「
ロ
l
マ
皇
帝
位
に
対
す
る
ド
イ
ツ
国
王
の
権
利
」
に
関
し
て
九
六
四
年
|
|
オ
ッ
ト
l
一
世

(
0
2
。
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~J~ 

円
)
の
皇
帝
戴
冠
は
九
六
二
年
で
あ
る
1
1
1
に
教
皇
座
と
の
間
で
結
ぼ
れ
た
契
約

(
8
5
8
5也、

「
司
教
の
叙
任
権

c
g
m
]
M
m
g
e
伶

-ロ
4
町田昨日開口門町内問)中印円。唱。日)」

に
関
す
る
一
一
一
一
一
一
年
の
い
わ
ゆ
る
グ
ォ
ル
ム
ス
の
協
約
、

「
ド
イ
ツ
国
民
の
政
教
条
約
と
い
う

(
gロ
g
E守

Y

2

N

ダ

E

ト

一
四
四
八
年
の
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ

l
ン
政
教
条
約
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
国
法
(
公
法
)
を

ち.h-
d!Hl 

Z
E
B
E
t
o
E
m
m
2
5
2
K
S
)
名
で
も
知
ら
れ
る
」

(
削
)

共
に
構
成
す
る
契
約
(
条
約
)
で
あ
る
。
以
上
の
二
種
の
法
源
に
対
し
て
、
第
三
の
帝
国
の
慣
習
〔
法
〕

は
、
利
害
関
係
人
の
間
で
証
明
さ

れ
た
と
認
め
ら
れ
た
限
り
で
「
不
文
法
と
し
て
の
効
力
を

(
i
g
吉
江
田
口
O
口出

2
f
t
)
獲
得
す
る
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
法
源
論
上
の
地
位
は

副
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
四
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
「
自
然
法
、
国
際
法
、
ュ
帝
法
、
ラ
ン
ゴ
パ
ル
ド
法
、
教
会
法
(
」

5
τ
2
E
2
5
2
P

F
S
m
o
E
H去
2
B
L
u
g
o巳
2
8
)、
ザ
ク
セ
ン
と
シ
ュ
ヴ
プ

l
ベ
ン
の
両
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
国
法
(
公
法
)
の
法
源
で
は
な
く
(
宮
山
口
出

向

0
5
2
Z江
田
匂
戸
Hr--nF)、
そ
れ
に
補
助
的
に
合
同
岡
田
口
宮
正
2
5
)
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
法
(
公
法
)
は
、
帝
国
史
(
誌
)
(
河
内
Fnr'

E
三
日
広
)
、
国
家
(
公
的
)
文
書
や
外
交
文
書
官
三
回
℃
C
E
F
g
w
U芯
-
0
5
2
5
な
ら
び
に
類
推
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
説
明
さ
れ
る
。

か
し
、
法
律
に
よ
っ
て
も
契
約
(
条
約
)
な
い
し
慣
習
〔
法
〕

い
な
い
ド
イ
ツ
国
家
的
事
項
に
お
い
て
、
我
が
国
家
憲
法
(
国
制

)
(
ω
g伊
丹

2
2
P回
目
ロ
ロ
関
)
か
ら
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
各
人
一
般
の

地
位
よ
り
皇
帝
に
有
利
に
法
(
権
利
)
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
(
官

2
2自
己
。
』

5
2
自
由
「
官
。

~
B官
E
Z
B
と
山
由
仲
間
同

F
5

(
惚
}

ロロ

Z
2丘団

5-
丘
ロ
∞
戸
tm)
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
説
は
な
い
」
。

に
よ
っ
て
も
(
唱
え

t
r哲
口
。
ロ
ゲ
唱
曲
2
0
〈

m-cσ
∞
2
S
E
E
)
決
定
さ
れ
て

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
以
上
の
叙
述
に
拠
れ
ば
、
ド
イ
ツ
帝
国
国
法
(
公
法
)
は
、
必
ず
し
も
基
本
法
律
と
契
約
(
条
約
)
と
に
尽
き
る
も

V
ユ
テ
Y
デ

の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
主
と
し
て
こ
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
基
本
的
に
、
皇
帝
と
帝
国
な
い
し
帝
国
等
族
と
の

「
協
約
」
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

二
つ
の
帝
国
裁
判
所
令
の
場
合
、

事
情
は
多
少
異
な
っ
て
い

再
三
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

る
が
、

な
る
ほ
ど
明
示
的
に
(
巾
凶
官

2
2
)
で
は
な
い
が
、

慣
行
に
よ

「
い
わ
ゆ
る
帝
室
裁
判
所
令
草
案
(
の
即
日

5
2
m克
己
口

Z
2
8
8宮
)
は
、

っ
て
黙
示
的
に
受
け
綴
れ
ら
れ
て
い
る
(
宮
門
口
2
5
g
h
F
z
z
n目
立
三
。

〔
宮
廷
〕

法
院
令
に
対
し
て
は
:
:
:
い
ま
だ
に
異
論
は
あ
る

帝
国
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も
の
の
、
そ
の
聞
に

〔
現
在
の
〕
皇
帝
の
選
挙
協
約
(
協
定
)

の
第
二
四
条
第
八
節
に
お
い
て

(
5
2℃・

2
2・恒三
-

u

区
間
・
∞
・
)
、
改
正
は
帝

国
議
会
で

(
5
8
5
E
U
)
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
定
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
」
。
更
に
、
「
上
記
の
帝
国
基
本

法
律
は
、
今
考
察
し
た
〔
現
在
の
〕
皇
帝
の
選
挙
協
約
(
協
定
)

る」。

の
第
二
条
第
三
節
な
い
し
第
四
節
で
、

全
て
も
う
一
度
更
新
さ
れ
て
い

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
依
然
と
し
て
「
法
令
(
ぐ
2
。
丘
ロ
ロ
ロ
m)」
と
し
て
、
契
約
(
条
約
)
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

区
別
の
よ
っ
て
来
た
る
由
縁
は
、

一
つ
に
は
、
協
議
な
い
し
契
約
の
相
手
方
が
、
立
法
行
為
時
に
、
帝
国
内
的
存
在
で
あ
っ
た
と
言
〉
え
る
か

(4) 

ど
う
か
、

と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、

国
内
契
約
と
外
国
と
の
契
約
と
い
う
区
別
は
、

〔
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
〕
現
在
か
ら
視

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

て
の
分
類
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
パ
ッ
サ
ウ
の
仮
条
約
や
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
グ
の
宗
教
和
議
が
基
本
法
律
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
一
方

で
、
ブ
ル
グ
ン
ド
条
約
が
園
内
契
約
と
さ
れ
て
い
る
事
情
は
、
一
応
こ
れ
で
理
解
で
き
る
し
、
帝
国
憲
法
(
国
制
)
の
大
綱
を
決
定
し
た
も

ク
ロ
3
ネ

の
で
は
あ
っ
て
も
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
7
1
レ
ン
和
約
は
、
「
ミ
ュ
ン
ス
タ

I
(
冨ロロ凹門
2)
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク

グ

?

ネ

(

山

間

)

(
O
E白
σ円
cmm)
に
お
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
権
と
取
り
結
ん
だ
」
も
の
な
の
で
、
外
国
と
の
契
約
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
基
本
法
律
と
契
約
(
条
約
)
と
の
本
質
的
相
違
は
、
や
は
り
前
者
が
「
法
令
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
「
契
約
」
で
し
か
な

い
、
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
基
本
法
律
は
、
そ
れ
自
体
、
協
議
な
い
し
協
働
的
立
法
の
当
事
者
に
限
ら
れ
な

い
帝
国
の
全
て
の
能
動
的
・
受
動
的
構
成
員
を
規
律
す
べ
き
規
範
意
思
を
、
本
質
的
内
存
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
的

に
は
「
協
約
」
の
事
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
「
協
約
」
は
、
基
本
法
律
の
こ
の
規
範

意
思
を
現
実
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
そ
の
都
度
必
要
に
応
じ
て
調
達
さ
れ
る
も
の
で
、
実
際
に
は
し
ば
し
ば
不
可
欠
と
い
っ
て
も

よ
い
ほ
ど
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
て
は
い
た
が
、
理
論
的
に
は
や
は
り
基
本
法
律
の
「
法
令
」
的
性
格
に
と
っ
て
は
付
随
的
な
要
素
た
る

ア
イ
ヌ

y
タ

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
協
約
」
に
お
け
る
皇
帝
の
相
手
方
も
或
る
時
は
帝
国
議
会
と
し
て
制
度
的
に
組
織
化
さ
れ
た
「
帝

グ
ユ
テ
Y
ヂ

ア

イ

ヌ

νタ

ま
た
或
る
時
は
「
〔
帝
国
〕
等
族
」
な
り
「
選
定
侯
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
多
様
で
あ
り
、
「
協
約
」
の
方
式
も
明
示
的

国
」
で
あ
り
、

北法35(1-2・187)187
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な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、

「
慣
行
」

い
ず
れ
の
場
合
も
等
し
く
基
本
法
律
は
「
法

北法35(1-2・188)188

日λ、
rinu 

に
よ
る
黙
示
的
・
漸
次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

令
」
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
基
本
法
律
が
「
協
約
」
で
も
あ
る
限
り
で
皇
帝
は
「
協
約
」
当
事
者
に
対
す
る
関
係
で
、
「
合
意
は
守
ら
る
ベ

し
、
と
い
う
神
の
把

(
p
s
n
a
E
B
E
iロ
Z
F
3
2出
回
目
円
〈
出
口
門
回
出
向
田
印
巾
)
」
な
い
し
自
然
法
律
に
基
づ
き
、
自
ら
も
ま
た
立
法
権
を
有
す

(
附
}

る
君
主
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
も
基
本
法
律
を
遵
守
す
る
〔
自
然
〕
法
的
な
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
混
合
政
体
に
属
す

(
叩
問
)

る
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
、
基
本
法
律
は
、
そ
の
法
律
体
系
の
中
で
一
種
特
別
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
な
に
が
し
か
の

γ
ユ
テ
Y
デ

程
度
に
お
い
て
皇
帝
と
「
帝
国
」
・
「
〔
帝
国
〕
等
族
」
・
「
選
定
侯
」
と
の
共
同
立
法
と
で
も
言
う
べ
き
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え

ν
ユ
テ

Y
デ

に
君
主
は
こ
れ
ら
を
単
独
で
自
由
に
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
帝
国
等
族
は
立
法
の
局
面
に
お
い
て
も
程
度

(
閉
山
)

の
差
こ
そ
あ
れ
支
配
者
性
を
皇
帝
と
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
、
皇
族
を
別
に
す
れ
ば
帝
国
臣
民
の
最
高
ラ
ン
グ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
一
方
で
、

(
別
)

「
帝
国
の
〔
能
動
的
〕
共
同
構
成
員
(
岳

m
E
g刷}同え
2
仏

2
河

mwrg)」
と
も
呼
ば
れ
る
の
も
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
と
考
え

γ
ユ
テ

νヂ

ら
れ
る
。
但
し
、
帝
国
等
族
の
そ
の
よ
う
な
法
的
地
位
は
、
ま
さ
に
彼
ら
が
歴
史
的
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
事
実
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
な
お
そ
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
得
る
実
力
を
備
え
て
い
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
歴
史
の
規
範
的
妥
当
性
が
未

だ
疑
わ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
維
持
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
蓋
し
、
基
本
法
律
の
具
体
的
規
律
内
容
は
な
る
ほ
ど
実
定
法
上
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
君
主
た
る
皇
帝
に
対
す
る
そ
の
法
的
対
抗
力
自
体
は
自
然
法
的
な
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
能
動
的
抵
抗
権
の

(m) 

行
使
が
非
現
実
的
と
断
定
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
で
も
す
れ
ば
、
実
定
法
と
し
て
の
基
本
法
律
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
そ
の
内

容
が
い
よ
い
よ
容
易
に
変
更
可
能
な
優
れ
て
「
実
定
的
(
吉
田
正
三
」
な
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
契
約
(
条
約
)

は
、
「
法
令
」
的

基
本
法
律
と
は
全
く
対
照
的
に
、
基
本
的
に
は
契
約
(
条
約
)
締
結
当
事
者
に
お
け
る
規
範
設
定
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
定
立
さ
れ
る
規

範
の
通
用
力
は
、
そ
の
解
釈
の
問
題
を
一
応
別
に
す
る
な
ら
ば
、
当
事
者
の
行
為
時
に
お
け
る
〔
現
実
の
〕
意
思
に
決
定
的
に
依
存
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
第
一
次
的
に
は
当
事
者
聞
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
は
、
契
約
(
条
約
)
を
遵
守
す
る



法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
皇
帝
と
帝
国
〔
等
族
〕
な
い
し
選
定
侯
に
は
、
そ
の
定
め
を
ド
イ
ツ
帝
国
内
で
実
現
す
る
責
務
が
あ
る
。

中世後期・近世におけるパイエJレン・ラント法史研究序説 (4) 

国
内
契
約
に
お
け
る
臣
民
の
そ
れ
は
実
定
法
上
の
義
務
で
あ
る
が
、
君
主
の
そ
れ
は
自
然
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
契
約

に
つ
い
て
は
、
基
本
法
律
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。
他
方
、
外
国
と
の
契
約
に
お
け
る
当
事
者
は
、
何
れ
も
国
際
法

上
の
義
務
を
負
う
が
、
「
国
家
な
い
し
君
主
は
相
互
に
単
な
る
自
然
状
態
に
(
吉
田

S
Z
B
Z
m
E
E
E
-
-
)、
す
な
わ
ち
自
由
と
公
平
と
独
立

の
状
態
に
(
百
印

Z
E
Zゲ
町
三
三

F

S門吉田
]
5
5
伶
百
円
同
問
℃
白
ロ
骨
三
日
向
白
)
あ
る
」
の
で
、
そ
れ
も
や
は
り
基
本
的
に
は
自
然
法
上
の
義
務
と

ν
ゲ

y
b

い
う
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
、
「
自
由
な
状
態
に
あ
る
が
ゆ
え
に
(
ロ

R
r
p自
己
主
ロ
ロ
宮
丘
三
回
目
)
そ
れ
ら
(
国
家
な
い
し
君
主
)
は
、
お
互

い
に
、
神
と
白
然
が
一
般
の
人
聞
社
会
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
聞
に
対
し
て
そ
の
ハ
社
会
の
)
維
持
の
た
め
に
課
し
て
い
る
以
外
の
義
務
は

負
わ
な
い
。

更
に
、

〔
こ
れ
ら
の
義
務
に
関
し
て
も
〕

必
然
的
義
務
と
儀
礼
的
(
人
間
的
)
義
務
と
の

(
E
R円
。
由
口

5
2
2
8
5
w
E
h
w

y
z
B向
巳
昨
日
正
)
差
異
が
あ
る
。
後
者
は
不
完
全
な
法
〔
律
〕
に
基
づ
く
も
の
で
し
か
な
い
が
、
気
高
く
キ
リ
ス
ト
教
的
に
思
考
す
る
偉
大
な
支

配
者
に
よ
っ
て
は
、
私
人
に
よ
る

(gロ
℃
E
2
2
)
以
上
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
は
遥
か
に
少
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
る
一
。
外
同
ハ
と
り
わ
け

フ
ラ
ン
ス
)
は
ま
た
現
実
に
も
帝
国
と
対
等
か
、
も
し
く
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
凌
駕
す
る
実
力
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
帝
同
に
対
す
る
関

係
で
は
、
皇
帝
は
た
と
え
ば
国
王
留
保
権
の
一
っ
た
る
講
和
権
を
行
使
し
て
講
和
条
約
を
締
結
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
講
和
条
約
締
結
に

拘
束
さ
れ
る
の
は
講
和
当
事
者
(
宮
口
忠
2
5
2と
だ
け
で
は
な
く
、
選
挙
に
よ
る
か
相
続
に
よ
る
か
(
匂

2
丘町内
2
0
ロ
巾
旨
〈
町
二
g
m
B
E
E
-

Z
B
)
に
か
か
わ
ら
ず
、
王
位
な
い
し
元
首
位
を
継
承
し
た
者

(mZ22印
。
目
印
同
巾
肉
巳
〈
巾
ご
】
門
広
三
宮
吉
田
)
な
ら
び
に
そ
の
臣
民
も
ま
た
同
様

で
札
制
」
。
こ
う
し
て
、
外
国
と
の
契
約
も
結
局
は
契
約
(
条
約
)
当
事
者
の
範
囲
を
超
え
る
規
範
的
通
用
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
理
論
的
性
格
は
「
法
令
」
た
る
基
本
法
律
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
先
ず
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て

u
v
a
テ

ン

デ

ア

イ

ヌ

V

ク

は
、
皇
帝
と
帝
国
〔
等
族
〕
と
の
「
協
約
」
な
い
し
共
同
立
法
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
国
際
条
約
(
契
約
)
で

は
あ
り
な
が
ら
ド
イ
ツ
国
法
(
公
法
)
上
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
和
約
は
、
「
一
六
五
四

北法35(1-2・189)189
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年
の
最
終
帝
国
議
会
決
議
仏
目
二
位
ロ

2mpzzrzFι
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
の
帝
国
基
本
法
と
な
っ
(
問
」
。

以
上
の
法
源
論
(
第
四
一
な
い
し
第
四
四
節
)
が
、
第
三
九
節
の
ド
イ
ツ
国
法
論
総
説
と
第
四

O
節
の
ド
イ
ツ
国
家
論
総
説
と
と
も
に
、

ヲノL
u¥lU 

ド
イ
ツ
国
家
論
と
で
も
称
す
べ
き
部
分
を
形
成
す
る
。
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」

の
体
系
に
し
た
が
う
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
続
く
の
は
、

『
国
法
論
』
は
、
第
四
五
節
(
「
ロ

1
7
皇
帝
に
つ
い
て
」
)
・
第
四
六
節
(
「
皇
帝
選

挙
」
)
・
第
四
七
節
(
「
戴
冠
」
)
・
第
四
八
節
(
「
皇
帝
の
職
都
と
義
務
」
)
・
第
四
九
節
(
「
皇
帝
の
留
保
権
(
〔
」
日
同
〕

5

2〈
3
2
2
2臼
」
)
・

ド
イ
ツ
君
主
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

第
五

O
節
(
「
収
入
」
)
・
第
五
一
節
(
「
裁
判
籍

2
0
2
5
)
と
宮
廷

(
E
c
p
m完
全
)
・
第
五
二
節
(
「
最
高
官
職
(
開
門
品
B
R宍
世
襲
官
職

(
肘
岳
山

g
g吋
)
そ
の
他
の
皇
帝
の
宮
廷
官
職
」
)
・
第
五
三
節
(
「
皇
帝
の
空
位
に
つ
い
て
」
)
の
諸
節
に
お
い
て
、

(
山
)
(
川
)
テ
ィ
ー
テ
久
川
)
ゲ
ア
ツ
ベ
y
(
川
)

皇
帝
の
称
号
・
尊
称
・
紋
章
・
人
的
権
利

(
g
d丘
町
)
な
い
し
法
的
地
位
、
そ
の
得
喪
、

「
帝
国
最
高
の
首
長
た
る
」

皇
帝
の
権
利
・
義
務
、
そ
の
行
使
に
際
し
て
皇

帝
を
補
佐
す
る
宮
廷
の
諸
官
職
に
つ
い
て
の
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皇
帝
論
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
帝
国
君
主
論
と
で
も
い
う
べ
き
部
分
に
続
い
て
、
「
ド
イ
ツ
国
法
」
は
、
皇
妃
(
烈
巳
自
己
ロ
)
(
第
五
回
節
)
・

門
別
}

ロ
[
マ
王
(
第
五
五
節
)
・
帝
国
代
理
職
(
仰
向
5
7
m
E
〈
F
2
2
F
)
(
第
五
六
節
)
に
つ
い
て
の
説
明
を
挿
ん
で
、
ド
イ
ツ
帝
国
臣
民
論
を
展
開
す

V

ユ
テ

y
dア

M
V

ユ
テ
ン
ダ

る
。
そ
の
最
初
に
位
置
す
る
第
五
七
節
は
、
帝
国
等
族
総
説
で
あ
る
。
「
帝
国
等
族
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
帝
国
議
会
の

(
E
S
S
E
-印
)
議
席
と

票
決
権
を
有
す
る
帝
国
の
〔
能
動
的
〕
共
同
構
成
員
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス
禦
恥
と
帝
国
事
長
と
は
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
ク
ラ

イ
ス
議
会
(
わ

2-足
。
ロ
4
2
H
)

で
は
議
席
と
票
決
権
を
有
す
る
が
、
帝
国
議
会
(
河
巳

n
r
gロ
Z
E
)
で
は
有
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
帝
国
等
族
で

U
Y

ユ
テ
ン
ダ

は
な
い
多
く
の
ク
ラ
イ
ス
集
族
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
等
族

(
ω
g
E
1
5宮
H
F
F
)

は
、
第
一
に
そ
の
位
階
(
当
口
止
巾
)
に
よ
っ

て
選
定
侯

(
h
F
5
E
Z
Zロ
)
・
諸
侯
(
匂
ロ
ヨ
仲
間
ロ
)
・
高
位
聖
職
者
(
匂
B
E仲
間
ロ
)
・
グ
ラ
l
プ
・
都
市
に
、
第
二
に
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
聖
界

V
ユ
テ
ン
ヂ

V

ユ

テ

ソ

ヂ

グ

ユ

テ

y
S
7

等
族
(
の

2
E
n
Z
)
と
世
俗
等
族
(
宅
再
三
円

nrm)
に
、
第
三
に
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
等
族

R
E
r。
-
5
Z
)
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

γ
ユ
テ
d
J

ヂ

ト
等
族

(
P
2
2
E
E
u
n
y
m
)
に
岐
れ
る
。

最
後
の
も
の
は
、

宗
教
問
題
な
ど
に
関
し
て
し
ば
し
ば
会
合
を
開
き
、

ザ
ク
セ
ン
選
定
侯
を
そ

北法35(1-2・190)190



の
指
導
者

p... 
炉司

(1) 
n 。
同

z 
s 
と
仰
ぐ
も
の
で
あ(
る思
Lー

こ
の
選
定
侯
以
下
都
市
に
至
る
各
種
の
帝
国
等
族
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
第
五
八
節
な

い
し
第
六
二
節
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。

「
帝
国
の

〔
能
動
的
〕
共
同
構
成
員
の
首
位
を
占
め
る
最
も
高
貴
な
:
:
:
選
定
侯
」
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
「
マ
イ
ン
ツ
(
冨
ミ
ロ
N
)
、
ト

「
三
聖
界
選
定
侯
(
去
四
門
町
名
の
巳
凹
岳
ロ
ゲ
巾
)
」
と
「
ベ

l
メ
ン
(
切
α
Y
2
5
)、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ザ
ク

ウ
リ

l
ア
な
ら
び
に
ケ
ル
ン
(
(
U
2
ロ)」

の

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (4) 

セ
ン
、
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
、
プ
ア
ア
ル
ツ
な
ら
び
に
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
l

ハ
ノ

l
フ
ァ

l
」

ノ
ー
ア
フ
ェ
ア
ァ
，
ィ
ン

「
彼
ら
全
員
は
、
先
に
述
べ
た
選
定
侯
会
議
に
よ
っ
て
多
少
な
り
と
も
密
接
に
結
び
付
い
て
、

の
「
六
つ
の
世
俗
の
選
定
侯
」

で
あ
る
。

マ
イ
ン
ツ
選
定
侯
の
指
導

(
E
2
2
2
2
5
)
の

下
で
一
つ
の
自
分
た
ち
だ
け
の
合
議
体

(no--mmEB)
を
形
成
す
る
。

:
:
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
和
約
で
第
八
番
目
の
選
定
侯
位
〔

l
l

上
プ
7

7

ル
ツ
を
占
領
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
に
よ
っ
て
一
六
二
三
年
以
来
そ
の
選
定
侯
位
を
奪
わ
れ
て
い
た
プ
フ
7

ル
ツ
侯
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

l
l〕
が
定
め
ら
れ
、
次
い
で
一
七

O
八
年
に
，
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
選
定
侯
位
が
導
入
さ
れ
、
ま
た

ベ
l
メ
ン
王
の
再
加
入
が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
選
定
侯
会
議
(
円
。
}Fm-
己
町
内
吉
戸
)

は
上
記
の
数
に
ま
で
(
ロ

E
5
2
5
)
拡
大
し
た
。

和
条
約
に
よ
れ
ば
(
三
己

E
P
B
宮
口
広
)
、

こ
の
数
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
の
家
系
も
し
く
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
系
の
家
系
が
断
絶
し
た
場

ム
口
に
は
再
び
縮
減
さ
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
家
に
も
プ
ブ
ア
ル
ツ
選
定
侯
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
後
継
者
が
い
な
い
場
合
に
は

(5
円曲目三、

カ
ト
リ
ッ
ク
選
定
侯
の
長
に
対
し
て
一
票
の
定
数
外
票

(
4
2
5
M
E℃
2
B

(
限
)

ロ
E
H
M
2
2
2
5
)
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
選
定
侯
の
多
数
決
に
よ
っ
て

(
5
3
2
5ロ
叩
)
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
。

「
選
定
侯
の
次
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
高
貴
な
帝
国
共
同
構
成
員
は
帝
国
諸
侯
(
河
内
伊
与
え
0
3仲
間
口
)
で
あ
っ
て
、
諸
侯
の
位
階
だ
け
を
付
与
さ
れ

当
時
は
未
だ
ハ
ノ

l
フ
ァ

l
選
定
侯
の
家
系
は
な
か
っ
た
の
で
、

て
い
る
者
と
、
帝
国
議
会
の
諸
侯
会
議
(
明
口
B
Zロ
E
F
)
に
お
け
る
議
席
と
票
決
権
を
も
併
せ
持
つ
者
と
が
あ
る
。
後
者
は
聖
界
諸
侯
と
世

俗
諸
侯
、
古
諸
侯
と
新
諸
侯
に
岐
れ
る
。
聖
界
諸
侯
は
、
大
司
教

(FNru口
E
Fロ
)
、
司
教
(
目
的

nrα
同
州
市
ロ
)
、
諸
侯
に
列
せ
ら
れ
た
高
位
聖

職
者
(
ぬ
巾
E
Z
Z芯
H
M

品

E
g
)
¥
〔
高
〕
ド
イ
ツ
騎
士
団
長
と
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
長

(
Z
2
Z
2
g
n
r』
ロ
ロ
仏
】

o
r
g
D
5
5丘
四
日
目
即
日
田
門
巾
円
)

同
議

北法35(1-2・191)191



説

か
ら
構
成
さ
れ
る
。

。ブ

7

7

ル
ツ
グ
ラ
l
フ
(
司
向
田
町
∞
岡
田
自

世
俗
諸
侯
は
、

〔
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〕
大
公
(
開

srmHNO∞
g
)、
太
公
(
国

2
8
m
g
)、

{mロ)、

ラ
ン
ト
グ
一
フ

l
フ
(
戸
田
戸
仏
明
田
町
内
三
、
ブ
ル
グ
グ
ラ

l
フ
(
∞

51mm門国内ぬロ)、

::-.11. 

ii¥lU 

マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
(
呂
田
吋
器

E
F三、

(明野
2
3
F
α
B巾
同
)
を
有
す
る
か
も
し
く
は
諸
侯
の
人
的
位
階
(
岳
巾
宮

3
8巳
E
B
E
n
F
君
。
三
巾
)
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
が
併
せ
て
帝
国

な
ら
び
に
諸
侯
領

議
会
に
お
け
る
票
決
権
と
議
席
を

(
4
0
Z
B
h
w
m何回丘
0
5
B
E
g
s
E
U
)
獲
得
し
て
い
る
そ
の
他
の
諸
侯
か
ら
な
る
。
古
来
の
諸
侯
家
に

算
入
さ
れ
る
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ン
ド
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
プ
フ
ア
ル
ツ
、
ザ
グ
セ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

(
g
dユ
巾
ロ
ゲ

2m)、

ヘ
ッ
セ
ン
、

メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
、
バ
ー
テ
ン
、

ア
ン
ハ
ル
ト
、

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、

ア
l
レ
ン
ベ
ル
ク
、

て
そ
の
帝
国
諸
侯
領
の
ゆ
え
に
ラ
ン
ト
に
関
す
る
限
り
で
(
同
町
田
宮

E
Z
Eロ
P
Rヨ
ロ
)
サ
ヴ
ォ
ア
、

ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
あ
る
。
諸
侯
会
議
全
体
(
仏
国
回
想

Z
5
5♂
E
Z
E
n
z
n
o
-
-認
在
日
)
は
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
a
肘
(
号
ミ
∞
出
口
官
)
、
即
ち

聖
職
者
席
と
俗
人
席
お
よ
び
側
面
席

(Oロ
2
Eロ
昨
)
を
構
成
し
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
と
ブ
ル
グ
ン
ド
太
公
は
身
分
に
よ
れ
ば
俗

人
席
に
就
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

や
ザ
ク
セ
ン
と
の
席
次
争
い
を
回
避
す
る
た
め
に
、
両
者
と
も
聖
職
者
席
に
す
わ
り
、
第
一
の
腐
の
者
が
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
〔
大
司
教
〕
を

中
心
と
し
て
、
諸
侯
会
議
を
問
題
毎
に
交
代
で
(
同

r
R
E
t
s
gロ
宮
三
日
芯

NE
冨白
H2Fm)
指
導
(
告
円
巾
己

2
2
5
)
す
る
。
側
面
席
に
就
く

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
で
あ
る
限
り
で
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
の
司
教
だ

一
部
は
特
権
に
よ
り
(
日
官

-trm-U)、
一
部
は
バ
イ
エ
ル
ン
や
プ
ァ
ア
ル
ツ

の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
司
教
、
す
な
わ
ち
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
と
、

け
に
限
ら
れ
る
。
議
席
と
票
決
権
を
伴
う
帝
国
諸
侯
位
へ
の
候
補
者
も
ま
た
あ
ま
た
存
在
し
て
お
り
、

(
凶
)

決
定
は
獲
得
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ま
だ
参
入
を
許
さ
れ
て
は
い
な
い
」
。

こ
の
者
た
ち
は
既
に
帝
国
の
思
恵
的

「
帝
国
高
位
聖
職
者
(
河

2nr名
門
注
目
芯
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
も
、
帝
国
議
会
で
票
決
権
と
議
席
と
を

(
g
z
s
h
w
z
g
5
5
5
5

8
5
E
U
)
有
す
る
。
但
し
、
彼
ら
は
、
そ
こ
で
は
諸
侯
の
よ
う
に
個
人
単
位
で
(
〈

E
Z
S
)
で
は
な
く
、
部
会
単
位
で
(
ロ

5
3
t
g
)
票
決
権

を
行
使
す
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
席
盲
目
Z
の
票

(gE)
を
全
て
ま
と
め
て
一
一
四
市
と
(
片
時
巳
ロ
巳
ロ

N
K
2
5
Z
S
)
数
え
る
。
彼
ら
は

北法35(1-2・192)192

そ
し



ま
た
諸
侯
会
議
に
お
い
て
、

シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
部
会
と
ラ
イ
ン
部
会
と
の
二
つ
以
上
の
席
は
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者

(在円

2
5
5と
は

な

る

ほ

ど

聖

界

諸

侯

席

に

就

く

が

、

一

方

、

ま

ず

聖

俗

諸

侯

が

全

て

投

票

し
た
後
で
始
め
て
呼
び
出
さ
れ
る
。
:
:
:
レ
l
ゲ

γ
ス
ブ
ル
グ
(
列
巾
ぬ

2
4
5ぬ
)
の
聖
エ
メ
ラ
ン

(
ω
-
M
W
5
5
2
2
)
修
道
院
長
や
オ
ー
バ
ー

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
と
ニ

l
ダ

l
ミ
ュ
ン
ス
タ

I
(

。σ2
・5
丘
Z
W仏
2
5
α
5
5同
)
の
両
女
子
修
道
院
長
の
よ
う
に
、
諾
侯
と
し
て
の
性
格
を

そ
の
他
の
者
た
ち
は
全
て
別
の
席
に
す
わ
り
、

(4) 

有
す
る
者
も
幾
人
か
は
い
る
。
帝
国
高
位
聖
職
者
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
ら
は
な
る
ほ
ど
全
員
が
帝
国
等
族
資
格
克
己
ロ
rm凹
g
ロ仏

2
E
S

ペ山
w
ゾ

'ν

を
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
皆
が
領
邦
高
権

(
F
s
r
r。
rmX)
を
も
付
与
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
か
く
し
て
自
己
の
人
格
に
つ
い
て
だ
け

グ
ユ
テ
d
J
d
T

は
〔
帝
国
〕
直
属

(
5
5向
島
宮
門
)
で
あ
る
が
、
土
地
(
財
産
)
(
の

g
立
に
つ
い
て
は
他
の
帝
国
等
族
一
に
下
属
し
て
い
る

(mv 

と
い
う
点
で
あ
る
」
。

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

〔
こ
と
が
あ
る
〕
、

「
〔
帝
国
〕
直
属
の
帝
国
グ
ラ
l
フ
と
非
直
属
〔
の
グ
ラ
l
フ
〕
と
の
別
は
、
前
者
は
や
は
り
帝
国
議
会
に
お
け
る

(
E
S
S
E
-∞
)
議
席
と

票
決
権
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
享
受
す
る
の
が
グ
ラ
l
フ
の
位
階
に
限
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
ら
(
帝
国
直
属
グ
ラ
l
フ
)

シ
ュ
ヴ
ァ
!
ベ
ン
、

は
、
帝
国
議
会
の
内
外
に
お
い
て
、

プ
ラ
ン
ケ
ン
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
主
主
巾
円

2
5
r
)、
グ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
と
い

う
四
つ
の
席
(
∞
皆
目
円
)
も
し
く
は
合
議
体
行
。

-r何
回
国
)
に
分
か
れ
る
。

そ
の
各
々
が
自
己
の
指
導
者
(
仏
片
岡
町
2
2
2
5
)
と
帝
国
議
会
に
お
け

る
部
会
票

(
4
0
Z
5
2己
主
ロ
自
)
を
持
ち
、
こ
の
四
つ
の
部
会
票

(
g
g
2
H
V巳
白
)
を
行
使
す
る
任
に
あ
る
者
は
世
俗
諸
侯
に
す
ぐ
続
い
て

や
は
り
諸
侯
席
に
す
わ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
者
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
四
つ
の
専
用
席
に
就
く
。
:
:
:
帝
国
グ
ラ

i
フ
身
分
全

体
も
し
く
は
あ
る
一
つ
の
地
方
部
会

(gロ品
E
B
吉
田
福
岡
己

2
F
Z
に
だ
け
関
わ
る
共
通
案
件
は
、

芯
肉
出
)
で
審
議
さ
れ
る
。
長
い
間
の
懸
案
で
あ
っ
た
四
部
会
の
統
合
も
つ
い
に
実
現
さ
れ
て
、
一
七
四
三
年
に
は
皇
帝
に
よ
っ
て
も
採
可
さ

れ
た
。
帝
国
グ
ラ
l

フ
の
中
の
多
く
の
者
は
、
ブ
ル
グ
グ
ラ
l
フ
、
ラ
ン
ト
グ
ラ
l

フ
、
ヴ
ィ
ル
ト
グ
ラ
l

フ
(
者

E
唱
え

g)、
ラ
イ
ソ
グ

ラ
l
プ

(
m
Z
E
m
g
r色
、
ラ
ウ
グ
ラ
l
ブ

(
m
g
m
g
rロ
)
と
称
し
て
い
る
。
帝
国
ア
ラ
イ
ヘ
ル
身
分
(
河
内
山
門
宮
旬
忠
司

r
R吋ロ申
Z
ロ
仏
)
も
ま

い
わ
ゆ
る
グ
ラ
l
フ
集
会
(
の

zr干
北法35(1-2・193)193



5見

た
、
帝
国
グ
ラ

I
ブ
身
分
に
所
属
す
る
。

し
か
し
、

ハ
ン
ス
グ
ラ
l
フ
(
回
目
ロ
∞

m
g
rロ)、

ツ
ェ
ン
ト
グ
ラ
l
フ

(N2MHmgr芝、

ザ
ル
ツ

5命

グ
ラ
l

フ

(ω
巳
N
m
E
Fロ
)
と
い
う
の
は
単
な
る
官
吏
に
す
ぎ
ず
、
市
民
の
出
自
の
者
た
ち
だ
け
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

(
問
)

る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
帝
国
〕
直
属
な
い
し
非
直
属
の
帝
国
グ
ラ
l
フ
と
い
う
見
出
し
守
口
町

5
5
)
の
下
に
は
、
も
は
や
属
さ
な
い
」
。

M
Y

ユ
テ
Y
ヂ

帝
国
都
市
も
ま
た
、
帝
国
等
族
で
あ
る
。
「
帝
国
都
市
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
皇
帝
と
帝
国
の
下
に
直
属
し
、
か
つ
帝
国
議
会
に
お
け
る

(
5

8
5庄
町
田
)
議
席
と
票
決
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
都
市
で
あ
っ
て
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
〔
選
定
侯
会
議
、
諸
侯
会
議
と
荒
ぶ
〕
第
三
の
会
議

体
行
。

-rm札
口
自
)
を
構
成
し
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
席
、
即
ち
ラ
イ
ン
と
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
の
諸
都
市
防
が
あ
る
Q

呼
び
出
し
は
前
者
か
ら
始

め
ら
れ
る
が
、
投
票
は
引
き
続
い
て
両
席
交
互
に
行
な
わ
れ
る
。
以
前
に
は
都
市
の
統
治
は
帝
国
フ
ォ
ー
ク
ト
や
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
そ
れ
は
市
参
事
会
当
局
(
冨
お

E
Z丹
市
ロ
)
の
手
に
移
行
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
の
官
廷
は
こ
れ

グ
ユ
テ
ソ
デ

を
単
な
る
行
政
官
(
注
目
笠
宮
E
Z
H
2
)
と
し
て
し
か
見
て
お
ら
ず
、
他
の
帝
国
等
族
に
対
す
る
場
合
よ
り
遥
か
に
多
く
そ
の
統
治
に

(E

F
5
5
2
m
-
B
E巾
)
介
入
し
て
レ
る
。
帝
国
都
市
の
領
邦
〔
高
〕
権
(
甘
∞
お
ロ
ェ
2
芯

r
i
i
s
z
s
E
6
2
5
は
な
る
ほ
ど
理
論
上
は

(5

F
g江
田
)
未
だ
争
わ
れ
て
い
る
が
、
実
務
上
は
(
広
官
自
門
)
現
実
に
行
使
さ
れ
て
い
る
。
:
:
:
帝
国
騎
士
身
分
と
の
ラ
ン
ク
争
い
の
決
着
は

ま
だ
つ
い
て
い
な
い
。
皇
帝
が
か
つ
て
帝
国
都
市
に
お
い
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
権
利
は

(gロ
仏

g
g
z
rロピ
nrg
守
干

ゲ
5)、
都
市
税
と
臣
従
(
出
己
正
ぬ
口
忠
刷
)
の
ほ
か
に
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
何
も
残
っ
て
は
い
な
い
O
i
-
-
-
ウ
ル
ム

(C-g)、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

(ZmHロゲ
2
也
、
シ
ュ
ト
ラ
l
ス
ブ
ル
ク

(ω
可
由
民

σ5m)
が
指
導
(
全
吋
巾
2
2
2
5
)
し
て
い
た
か
つ
て
の
帝
国
都
市
会
議
克
己
n
r己
主
片
仲
間
側
)

は
、
永
久
帝
国
議
会
以
来
、
も
は
や
開
催
さ
れ
な
い
」
。

「
帝
国
直
属
性
(
刃
包
口
「
己
B
S包
ぽ
gH)
は
、
人
格
な
ら
び
に
財
産
に
関
し
て

5
5
包
匂
2
m。
E
5
4
mご
ち
E
)
皇
帝
と
帝
国
そ
の
も
の

ォ
1
プ
リ
ツ
ヒ
カ
イ
ト

γ
ユ
テ

γ
デ

グ

ユ

テ

Y
ヂ

に
対
し
て
直
接
に
下
属
し
、
そ
の
他
の
支
配
者
に
は
服
属
し
な
い
資
格
を
言
う
。
通
常

(ma巳
R
F
2
)、
帝
国
等
族
と
ク
ラ
イ
ス
等
族

(の
5
3
2出
足
凸
)
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
騎
士
身
分
(
月
色
岳
山
門
戸
2
m
g
n
E
F
)
も
ま
た
団
体
な
い
し
そ
の
構
成
員
と
し
て
直
属
(
加
。
君
。
E

E
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{
郎
)

門O
H
句。円巾曲目印

5
2ロ
ゲ
ユ
叩
即
日
白
色
広
三
で
あ
る
」
。
「
帝
国
騎
士
身
分
と
称
す
る
の
は
、
皇
帝
と
帝
国
に
直
属
す
る
高
級
自
由
人
(
開
門

E
r
E
)

uv
ユ
テ

Y
ヂ

γ
ユ
T

Y
ヂ

全
員
で
構
成
さ
れ
る
団
体
(
口

2
吉
田
)
で
あ
っ
て
、
帝
国
等
族
に
も
グ
ラ
イ
ス
等
族
に
も
属
さ
な
い
独
立
の
団
体
(
目

2

2百
円

F
E
2
8
4
5
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ヴ
7
1
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
ラ
イ
ン
の
三
騎
士
グ
ラ
イ
ス
か
ら
な
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
幾
つ
か
の
管
区

グ
ユ

T
y
d
7

(02)、
地
区

(
5
2
E
)
な
い
し
カ
ン
ト

1
ン

(
h
g
gロ
)
に
分
か
れ
る
。
:
:
・
彼
ら
(
個
人
と
し
て
の
帝
国
騎
士
た
ち
〉
は
、
帝
国
学
族
資

y
a
テ
Y
4
7

格
も
ク
ラ
イ
ス
等
族
資
格
も
(
毛
色

2

5広
島

2
m巾
E
F
E丘
(UR吋印
2
2門
目
的
円
}
戸
田
内
庁
)
、
ま
た
多
数
説
に
し
た
が
え
ば

(Eny
仏

2
m巾
ヨ
巾
ナ

(4) 

ロ
2
8
E
aロ
ロ
ロ
ぬ
)
領
邦
高
権
も
(
ロ
c
n
v
B
X
P
H
田口問
)
2
5ユ
g
z
zロ
X
2
5
5
与
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
国
王

ν
d
N
F
リ
ア

留
保
権
(
門
町
内
包
S
)、
そ
れ
も
小
高
権

(
g
E
2出
)
の
み
な
ら
ず
、
二
、
一
二
の
者
た
ち
が
そ
う
考
え
た
い
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
か
に

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

も
そ
の
(
騎
士
の
)
小
さ
な
領
域
に
適
合
し
、
帝
国
騎
士
身
分
の
本
質
(
同
問
中
n
Z
1
2
2
2
E
E
r
Z
〈

2
{
5
2ロ
悦
)
に
反
し
な
い
全
て
を
行

使
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
(
円
品
己
向
江
広
三
。
と
り
わ
け
彼
ら
は
、
宗
教
な
ら
び
に
教
会
事
項
に
つ
い
て
も
和
議
文
書
第
五
条
第
二
節
第

uv
ユ

テ

シ

ヂ

ジ

ユ

T

Y
ヂ

四
八
項
に
よ
っ
て

5
2
5印
可
・
宮
門
・
白

Fω
・間
-
N
・
邑
)
帝
国
等
族
と
同
格
と
さ
れ
、
帝
国
等
族
の
権
利
と
特
権

(
F
a
r
m
-芯
ロ
)
に
関
す
る

の
さ
ま
ざ
ま
な
条
文
で
も
一
緒
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
臣
民
に
対
し
て
彼
ら
は
完
全
な
民
事
裁
判
権
(
缶
四

選
挙
協
約
(
協
定
〉

S
-
z
mぬ

n
z
-
7
3
E
2
5ロ
)
だ
け
で
な
く
、
厳
格
な
高
級
裁
判
権
(
去
巾
宮
島
町

E
F
E
E
5
0
Z
Fぬ
宮
町
)
を
も
行
使
す
る
が
、
後
者
は
、

(
削
)

大
き
な
騎
士
領
に
お
い
て
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
か
ら
レ
!
ン
と
し
て
受
領
し
た
場
合
と
違
い
は
な
い
」
。

V
ユ
テ
y
d
T

帝
国
直
属
資
格
を
有
す
る
の
は
、
帝
国
等
族
と
帝
国
騎
士
身
分
に
限
ら
れ
な
い
。
「
更
に
、
各
種
の
修
道
院
、
宗
教
財
団
(
教
会
〉

G
E
E

ZH)、
総
手
的
相
続
財
団
(
の

2
2
r与
え
宮
ロ
)
、
そ
の
他
が
あ
る
。
ゲ
ク
ス
ハ
イ
ム
(
の
巾

n
r
r
-
B
)
や
ゼ

l
ン
フ
ェ
ル
ト
(
∞

2
口
町
内
正
)
は

帝
国
直
属
村
の
例
で
あ
り
、
上
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
に
も
幾
つ
か
の
直
属
農
家
が
あ
る
。
皇
帝
の
大
臣
(
冨

E
∞
包
)
、
帝
国
宮
廷
参
議
官
(
河
内
ナ

nr与
え
品
手
相
)
、
帝
室
裁
判
所
陪
席
判
事
(
阿
国

S
5
2
m
2丘
二
回
国
国
田
巾
出
回
。
同
町
田
)
や
帝
国
裁
判
所
の
成
員
の
み
な
ら
ず
、
ア

l
h
ン
の
審
判
人

シ
ユ
テ

Y

4

7

γ

ぷ
デ

y
d
7

〔
帝
国
〕
直
属
の
地
所
を
持
っ
て
定
住
し
て
い
る
の
で
は
な
い
帝
国
等
族
や
ク
ラ
イ
ス
等
族
も
ま
た
、

裁
判
所
や
、

い
わ
ゆ
る
帝
国
騎
士
身

北法35(1-2・195)195



説

分
の
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
単
な
る
人
格
的
〔
帝
国
〕
直
属
性
(
司
司
F巾2H印
g。口
E白}口F-町同

て
い
る
(
$
〉
目
匂
宅ν必℃阻包ロロ
E但
関
包
叫
吋
己
同
巾
&
)
へ
ル
は
、
帝
国
諸
侯
の
女
性
配
偶
者
や
子
供
と
同
様
、
全
く
反
対
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
〔
帝

M
v
a
a
r
y
p
 

国
〕
直
属
者
に
(
即
日
日
止
区
江
田
)
数
え
ら
れ
る
。
或
る
者
は
、
帝
国
等
族
の
後
見
人
や
、
〔
司
教
〕
空
位
期
間
中
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員

(
U
O
B
B
n右
広
三
口
由
主
目

4向
。
白
ロ
芯
)
の
よ
う
に
、
あ
る
期
間
だ
け
そ
う
で
あ
る
。
多
く
の
者
は
、
局
面
に
よ
っ
て
(
凹
己
ぴ
門
出
4
2
8
5名
2
E
)

uv

ユ
T

U

J

d

ア

ヲ

y
ト

直
属
で
あ
る

(
5
Bえ
豆
)
と
同
時
に
非
直
属

(
B
E
S乙
で
あ
る
。
例
え
ば
、
帝
国
等
族
の
領
国
内
に
非
直
属
の
土
地
を
占
有
し
て
も
い
る

帝
国
争
拡
や
帝
国
騎
士
身
分
の
構
成
員

(
B
3
F白
)
は
全
て
そ
う
で
あ
る
。
帝
国
直
属
性

(HHHSaws-B官
忌
)
を
、
ラ
ン
ト
君

L
と
し

MV
ユ
p
y
k
r
シ

ャ

フ

ト

ジ

ユ

p

y
ト
グ
ヤ
フ
ト

て
の
優
越
的
地
位
(
領
邦
高
権

)
(
-
s
r
F
2
ュE
5
ω
ロ℃

2
5
H
F仲
間
同
)
や
帝
国
等
族
資
格
な
い
し
ク
ラ
イ
ス
等
投
資
格
と
混
同
し
て
は
な
ら

MV
ユ
テ

Y

T

Y

ユ
テ
y
d
7

へ

山
W

な
い
。
蓋
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
帝
国
等
族
で
も
ク
ラ
イ
ス
等
族
で
も
な
く
、
ラ
ン
ト
君
主
で
も
な
い
多
く
の
〔
帝
国
〕
直
属
者

(5'

S
E
E
g
m
)
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
〔
帝
国
〕
直
属
者

Q
B
B包
E
E
m
)
が
、
不
法
行
為
(
犯
罪
)
地
、
逮
捕

地
、
住
所
地
、
契
約
地
、
履
行
地
、
物
の
所
在
地
の
(
宮
内

2
1同
町
内
笠
宮
山

L
H
H
E
丘二
U
S
E
-
F
S
E
E
n同
5
・
mmmgo
包
g
g
E
E件
ZEmw

M
V
Z
テ
Y
ダ

同
巴
∞

-g巾
)
帝
国
等
族
の
裁
判
権
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
一
般
的
に
は
決
着
が
着
い
て
い
な
い
。
と
く
に
帝
国

騎
士
身
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
は
大
い
に
争
わ
れ
て
い
る
」
。

グ
ユ
テ
ン
デ

「
帝
国
の
〔
能
動
的
〕
共
同
構
成
員
(γ
白
石
町

&
2
L
g
何
色

nr出
)
」
た
る
帝
国
等
族
(
第
五
七
な
い
し
第
六
二
節
)
、
帝
国
騎
士
身
分
を
始

(
別
)

め
と
す
る
「
直
属
の
帝
国
成
員

(
E
E
3乙
g
z
m
m
E
Z包
広
島

2)」
(
第
六
三
な
い
し
第
六
四
節
)
に
続
い
て
、
第
六
五
節
、
が
「
非
直
属
者

y
ユ
テ
ソ
ヂ

と
ラ
ン
ト
等
族
」
を
論
じ
て
、

ヨA
n問

「
非
直
属
の
人
聞
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
別
が
あ
る
が
、

νユ
テ
ジ
デ

γ
ユ

タ

ン

ト

ヲ

y
ト

論
ぜ
ら
る
べ
き
な
の
は
、
ラ
ン
ト
定
住
者

(Fsr曲
目
出
向
ロ
)
と
ラ
ン
ト
等
族
で
あ
る
。
或
る
帝
国
等
族
の
領
国
内
に
域
館

G
n
r
g
g巾
円
)
や
村

V
ユ
テ

Y
ヂ

ラ
ン
ト
等
族
と
い
う
の
は
、
ラ

ド
イ
ツ
帝
国
臣
民
論
は
完
結
す
る
。

そ
の
中
で
特
に

落
や
地
所
を
持
っ
て
定
住
し
て
い
る
(
白
D
m
2
2
2ロ
)
者
、
が
、
ラ
ン
ト
定
住
者
(
戸
田
口

Lghw)
と
呼
ば
れ
る
。

U
V

ヤ

フ

ト

ン
ト
集
会
に
お
け
る
議
席
と
票
決
権
を
有
し
、
集
合
し
て
ラ
ン
ト
等
族
会
と
い
う
名
の
自
分
た
ち
の
団
体
(
口
。

G
E
)
を
構
成
す
る
者
た
ち
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の
こ
と
で
あ
る
。

j
a
-
-
彼
ら
e
か
か
っ
て
誇
っ
て
い
た
勢
威
と
、
与
え
ら
れ
て
い
た
特
権
は
、
常
備
軍
(
自
己

2
回目

G
2
5
5
)
が
成
立
し
た
時

グ
ユ
テ
シ
ダ

代
以
降
、
大
い
に
下
落
し
た
。
:
:
:
ラ
ン
ト
等
族
そ
の
他
の
帝
国
内
の
非
直
属
者

(BaEC
は
、
皇
帝
を
や
は
り
彼
ら
の
最
高
の
首
長
と

認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
後
者
は
ま
た
前
者
に
対
し
て
選
挙
協
約
(
協
定
)
第
一
五
条
第
一
節
で
(
百
わ
名
町
・

2
丹・

5
・
m
-
H
)

保
護
を
、
そ
れ
と

同
時
に
そ
の
支
配
者
と
ラ
ン
ト
君
主
た
ち

3
z
-
m
r色
丹
市
ロ
ロ
ロ
仏

F
s
r
m
r
2
E与
え
広
三
に
対
し
て
は
同
条
第
一
節
以
下
で
(
宮
内
。
牛

m
g

《

b

F

(

m

)

白
HZ2-c
闇
・
同
・
除
円
・
)
彼
の
者
た
ち
に
対
す
る
そ
の
ラ
ン
ト
君
主
と
し
て
の
権
限
の
保
障

(
Z
2
5
2
2
N
)
を
約
束
し
て
い
る
」
。

(4) 

「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
ど
を
締
め
括
っ
て
い
た
の
は
、

し
か
し
、

「
ド
イ
ツ
国

本
来
は
国
家
論
の
一
部
で
あ
る
国
家
終
需
論
で
あ
る
。

中世後期・近世におけるパイエルン・ラ γ ト法史研究序説

法
」
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
部
分
は
な
い
。

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
『
国
法
論
』
を
著
し
た
一
七
六
九
年
当
時
、

ド
イ
ツ
帝
国
は
未
だ
確
固

と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
終
江
戸
岬
は
単
な
る
可
能
性
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、

「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」

に
お
け
る
一
般
的
な
議
論
の
対
象
で
は
あ
っ
て
も
、
「
歴
史

l
誌
(
古
田
吉
江
田
)
」
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
国
法
」

し
か
し
、

「
ド
イ
ツ
国
法
」

t主

叙
述
対
象
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
六
五
節
ま
で
の
臣
民
論
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
は
な
ら

第
六
六
節
(
「
帝
国
ク
ラ
イ
ス
」
)
、
第
六
七
節
(
「
ク
ラ
イ
ス
統
括
局
(
の

2
3
2田
Z
Z
2
E
5
8
5、
指
導
局

(
E
2
2
2
3
)、

〔

m)

高
等
官
(
。

r
u
gロ〔
E

白
目
同
〕
)
な
ら
び
に
役
人
」
)
、
第
六
八
節
(
「
ク
ラ
イ
ス
議
会
」
)
の
ク
ラ
イ
ス
論
を
皮
切
り
に
し
て
、
帝
国
議
会
に
関
す

(m} 

る
第
六
九
節
か
ら
帝
国
書
記
局
(
官
房
)
(
初
巾

k
r
S
E
r
-
に
関
す
る
第
八
五
節
ま
で
で
、
帝
国
の
諸
機
構
と
そ
の
機
能
が
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
部
分
は
帝
国
の
統
治
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」
の
編
成
に
忠
実
に
従
う
と
す
る
な
ら
ば
、
君

主
論
の
一
部
と
し
て
、
皇
帝
論
の
す
ぐ
後
に
置
か
れ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
「
ド
イ
ツ
国
法
」
は
、
臣
民

論
を
国
家
機
構
論
に
先
行
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
が
「
混
合
政
体

(
4
2
B広
島
仲
間
見
巾
m守

〔
瑚
)

と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
統
治
権
が
複
数
の
統
治
者
に
分
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(m) 

唯
一
の
首
長
で
は
な
い
。

戸
ム
、
a

つ
R

V

。

中

J
4
μ

争
j

同ロロぬ凹曲三)」

即
ち
、
皇
帝
は
な
る
ほ
ど

統
治
権
を
分
有
す
る
限
り
で
、

帝
国
の
「
成
員
〈
四
肢
)
(
色
町
包
2)」
も

「
帝
国
最
高
の
首
長
」

で
は
あ
る
が
、

の
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説

ま
た
同
時
に
「
首
長
(
頭
)
(
。

σ
2
Eロ
宮
)
」
な
の
で
あ
る
。

問
。
巾
仏

m
H白

E
E
B
吉
田
町
内
山
口
丘
町
)
」

で
あ
る
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
帝
国
は
「
対
等
な
ら
ざ
る
連
邦
国
家
体
制
(
閉
宮
古
田
開

a
i
s
E
B

『

"
u
n
d

統
治
者
聞
に
は
そ
の
保
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
質
的
・
量
的
な
相
違
が
存
在
す
到
。

~1込
IIffJJ 

が
っ
て
、
帝
国
国
民
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
彼
ら
の
う
ち
少
な
く
と
も
帝

M
v
a
テ
yd'

国
直
属
者
と
り
わ
け
帝
国
等
族
は
や
は
り
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
は
帝
国
の
君
主
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ド
イ
ツ
臣
民

論
は
同
時
に
ド
イ
ツ
君
主
論
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
五
七
節
か
ら
第
六
五
節
ま
で
の
諸
節
は
実
は
第
四
五

節
句
に
始
ま
る
皇
帝
論
な
ど
と
共
に
帝
国
君
主
論
の
一
部
を
形
造
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
第
六
六
節
以

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
支
配
体
と
し
て
の
「
帝
国
」
に
帰
属
す
る
諸
権
限

と
、
そ
の
行
使
の
具
体
的
態
様
を
叙
述
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
混
合
政
体
」
と
し
て
の
帝
国
国
制
の
特
殊
性
に
対
応
し
て
、
通
常
、
「
帝
国
」

マ

イ

エ

λ

F

1

ヲ

・

ν

ヒ

ト

ν

H

H

t

q

に
お
け
る
君
主
の
具
体
的
支
配
権
な
い
し
国
王
留
保
権
(
」
ロ

E
Bと
E
g
t
g
gご
品
丘
町
向
)
は
、
「
皇
帝
の
留
保
権

(
Z
E
2
2
2
2吋
2
2
-

4
呉
同
)
」
と
「
帝
国
議
会
の
権
利

(
Z
E
S
S
Eと
広
)
」
と
「
〔
皇
帝
の
〕
限
定
付
き
留
保
権

(
2
5
2
2
2白
g
z
s
E
Sご
と
の
三
種
に
分
類

さ
札
制
。
こ
れ
を
皇
帝
の
権
力
の
完
全
性

(
1
2
5
E
吉
広
三
丘
町
)
が
解
体
な
い
し
消
滅
し
た
こ
と
の
所
産
と
考
え
る
こ
と
が
果
た
し
て
適

{
問
}

当
と
い
え
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
内
に
始
源
的
に
存
在
し
も
し
く
は
時
と
と
も
に
生
成
し
て
き
た
多
元
的
な

イ
ニ
M
V

ヤ
テ
イ
プ

支
配
が
、
皇
帝
の
主
導
性
|
|
そ
れ
は
少
な
か
ら
ず
政
治
的
・
事
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
意
味
で
法
的
な
権
力
の
完

下
は
、
こ
れ
ら
の

「
帝
国
の
〔
能
動
的
〕
共
同
構
成
員
た
ち
」

全
性
を
そ
こ
に
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
観
的
な
意
味
で
法
的
な
も
の
は
む
し
ろ
政
治
的
・
事
実
的
統
合
の
所
産
な
の
で
あ
っ
て
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
は
、
皇
帝
の
権
力
の
完
全
性
の
主
張
を
現
実
化
す
る
よ
う
な
形
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

l
lの
下
で
徐
々
に

プ
ロ
セ
ス

γ
ユ
テ

ydz'

一
つ
の
国
家
的
統
合
体
に
ま
と
ま
っ
て
ゆ
く
長
期
的
過
程
の
一
応
の
到
達
点
に
、
「
混
合
政
体
」
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
等
族
制
的
・
身
分

制
的
国
制
(
憲
法
構
造
)
を
備
え
た
ド
イ
ツ
帝
国
が
出
現
し
、
支
配
権
の
三
区
分
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
既
に

第
四
九
節
で
論
じ
ら
れ
た
「
皇
帝
の
留
保
権
」
を
除
く
後
の
こ
っ
と
り
わ
け
「
帝
国
議
会
の
権
利
」
に
つ
い
て
、
今
こ
こ
で
、
と
り
わ
け
第

し
た
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(4) 

〈
問
}

六
九
節
(
「
帝
国
議
会
」
)
以
下
の
部
分
で
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

V
ユ
テ
Y
デ

選
定
侯
や
帝
国
等
族
は
、
「
〔
皇
帝
の
〕
限
定
付
き
留
保
権
」
や
「
帝
国
議
会
の
権
利
」
に
関
与
す
る
と
い
う
形
で
、
帝
国
の
支
配
権
を
分

ヲ
ン
ヂ
ス
ホ
1
ハ
イ
ト

有
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
領
邦
高
権
(
第
八
六
節
)
に
基
づ
い
て
、
自
己
の
領
国
内
に
お
い
て
は
固
有
の
支
配
権
を
行

{叫刷

)

γ

ユ
テ
V
4

ヂ

ラ

Y
ヂ
λ
ホ
3
ハ
イ
ト

使
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
ま
た
帝
国
の
共
同
支
配
者
な
の
で
あ
る
。
帝
国
等
族
資
格
も
領
邦
高
権
も
有
さ
な
い
が
、
帝
国
騎
士
身
分
に
つ

い
て
も
あ
る
程
度
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
は
、
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
帝
国
等
族
の
こ
の
よ
う
な
固
有
の
ラ
ン
ト
内
支
配

権
の
目
録

l
i第
八
七
節
が
総
論
、
第
八
八
な
い
し
第
一

O
O節
が
各
論
を
構
成
す
る
ー
ー
を
も
っ
て
、
「
ド
イ
ツ
国
法
」
は
締
め
括
ら
れ

uva--Yデ

る
。
こ
う
し
て
そ
れ
ら
は
、
ラ
ン
ト
等
族
を
始
め
と
す
る
ラ
ン
ト
の
臣
民
の
「
私
権
」
と
同
等
以
上
に
確
回
た
る
足
場
を
、
帝
国
国
法
(
公

法
)
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
問
。
そ
の
内
容
は
、
帝
国
憲
法
(
国
制
〉
か
ら
来
る
必
然
的
制
約
を
伴
っ
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に

V

グ

7

0

プ

マ

イ

エ

ス

テ

1

7

・ν
ヒ
ト

は
「
国
法
総
論
(
一
般
国
法
)
」
に
叙
述
さ
れ
た
国
王
留
保
権
の
体
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
諸
々
の
具
体
的
支
配
権
を
根
拠
付
け
る

ヲ

ン

ヂ

ス

ホ

3

、

ィ

ト

プ

プ

9

プ

イ

ス

ト

「
〔
領
邦
〕
高
権

(ω
口問】

2
5巳
仲
間
丹
)
の
起
源
お
よ
び
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
国
法
(
公
法
)
学
者
た
ち
の
一
致
し
た
意
見
は
な
い
。
但

M
V

ユ
テ
u
J
d
7

し
、
そ
れ
が
全
て
の
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
同
時
に
取
得
さ
れ
た
の
で
も
一
挙
に
取
得
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
徐
々
に
、
少
し
ず
つ
、
あ
る
者

は
早
く
ま
た
あ
る
者
は
遅
れ
て
獲
得
し
て
い
き
、
最
後
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
和
約
の
第
八
条
第
一
節
(
同
三
・
∞
・
切
と
と
皇
帝
選
挙
協
約

(
協
定
〉
の
第
一
条
第
二
節
(
白
コ
・
戸
閉
・
ど
に
よ
っ
て
当
時
の
そ
の
全
外
延
の
ま
ま
に

(
Z
F
E日
仏
2
5町
長
官
ロ
宮
口

Ng
何回目
Z
Z
)
承
認

M
V
A

ヂ

Y
ダ

(
確
認
)
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
皇
帝
は
同
選
挙
協
約
(
協
定
)
の
第
一
章
第
八
節
(
F
n
・
明
・
∞
)
で
、
帝
国
等
族
の
領

邦
に
お
い
て
は
(
吉
子
円

g
g
H門
戸
件
。
ユ
互
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
(
印
ロ
ゲ
心

5
2ロ
円
宮
内
育
忠
な
と
ロ
)
帝
国
の
最
高
裁
判
所
や
そ
の
他

の
い
か
な
る
者
を
も
宗
教
事
項
・
ポ
リ
ッ
ァ
イ
事
項
・
司
法
事
項
・
財
務
事
項
な
い
し
刑
事
事
項
に
介
入

(
4
2
t
a
2
白
山
口
唱
由
民

g)
さ
せ

(

凶

}

グ

ユ

テ

Y
ダ

ヲ

シ

d

7

2

よ

イ

ト

な
い
旨
を
、
約
束
し
て
い
る
」
。
即
ち
、
帝
国
等
族
の
領
邦
高
権
と
そ
の
〔
ラ
ン
ト
内
〕
支
配
権
は
、
基
本
法
律
に
よ
っ
て
帝
国
国
法
ハ
公
法
)

に
組
み
入
れ
ら
れ
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
皇
帝
な
ら
び
に
「
帝
国
」
の
支
配
権
に
も
対
抗
で
き
、
こ
れ
を
制
約
す
る
と
こ
ろ
の
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(4) 

治
学
」
一
二
九
頁
(
第
三
巻
第
三
章
)
、
一
六
六
頁
(
第
四
巻
第
八
章
)
、
二
九
六
頁
(
第
七
巻
第
九
寧
)
参
照
。

(
幻
〉
前
掲
「
政
治
学
」
一
四
八
頁
(
第
四
巻
第
一
章
)
、
一
八

O
頁
ハ
第
四
巻
第
一
回
章
〉
、
加
藤
信
朗
訳
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集

日
』
(
一
九
七
三
年
、
一
九
七
七
年
)
五
頁
ハ
第
一
巻
第
三
章
)
参
照
。

(
団
〉
前
掲
「
政
治
学
」
一

O
五
頁
(
第
三
巻
第
六
章
)
、
一
一
五
頁
(
第
三
巻
第
一

C
章
〉
、
一
一
川
八
頁
、
一
八

O
j
一
頁
(
抽
出
向
巻
第
一
同
意
〉
、
二
六
二
頁

(
第
六
巻
第
五
章
)
参
照
。

(
叩

M
)

の
防
関
ロ
合
、

E
2ロ国
gnrfyHO
ハ
本
首
相
白
山
一
四
頁
註
(
日
〉
末
尾
所
掲

)w
∞
-
E
(
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
の
対
応
筒
所
の
出
兵
は
、
同
書
の
示
唆
に
よ
る
)
・

(
加
〉
〉
h
・0
・wω
・吋
N-

(
幻
)
〉
・
釦
・
0
・wω
・
∞
∞
円
・

ハ
幻
〉
〉
・
州
W

・O
・-ω
・
吋
一
二
-
-

(
お
)
「
支
配
者
の
規
定
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
、
本
来
の
意
味
で
の
人
定
法
律
と
は
言
わ
な
い

(
Z
H
r
z
g
mロ
伊
市

Z
Y
E
E
n
Z
目
。
ロ
巳
巴
門
目
。
ロ
ミ
自
由

E
4
2
-
-
E
n
X口同)」。〉・田・
0
・・∞・

8
B
X
町出回

P
D
Z
N
-

(
M
〉
〉
・
国
・
0
・w∞・白川
W
B
M仲
間
=
。
ロ

20AH・

(
お
)
冨

RnoH
吋

Z
B
E
P
円

ur江
田
江
田
口
巧

D
H
F
E
u
冨

F
n
E巳

g
o
-
-
2
2円
ωm-Yω
広
三
a
g
r
R
F
B
戸
ロ
ロ
円
四
回
∞
・
』

m
z
r
z
E
0
2・
m
g
n
Z
E

日

MHHERE--THMc--E内・
2
Eロ
ロ

R
E
-
H
V
Sロ
広
口
同
件
。
自
民

ω
5
5
3匂

ω
-
N
3・
ト
マ
ジ
ウ
ス
、
ヴ
オ
ル
フ
の
思
想
史
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

〈間

-
F
E
N
d
ヨ
g
n
r
o♂
】

E
S
2
2
z
m悶
g
n
r
r
z
o
号円

Z
2
N
S・
M
-

〉
EP-
の
む
丹
江
口
拍

2

5
ミ

wωω
・
ω5iωHU
〔
鈴
木
禄
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』

(
一
九
六
一
年
、
一
九
七
五
年
〉
三
八
五

l
一
一
一
九
二
頁
参
照
〕
・

(
お
)
の
白
血
山
口
角
ゆ
♂
白
・
同
・
0
・・

ω・
晶
、
吋
日
比
司
ロ
ロ
P
9
8
ロ・

ハ
幻
〉
出
国

E
'玄
白
片
山
ロ
∞

R
7
5
8
p
u
-
o
E
Z口
R
E
-
-ロ
Z
E
S
Z
F
F
H
O
(
u
r江
主

自

宅

C
H
F
w
F同ロロ

HUミ・

ω-NHH-

(
お
〉
〈
間
】

-
p
m・
o・-∞
-H吋
印
同
:
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
「
混
入
口
政
体
(
〈

2
B
u
n
r
g
H
N
Z一2
Eロ
m
g
z
)」
の
概
念
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
ヴ
オ
ル
プ
の
概
念
を

継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幼
)
混
合
政
体
に
お
い
て
は
、
統
治
権
が
複
数
人
に
分
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
権
力
の
相
互
的
制
限
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
課
問
闘
を
達
成
す
る
に
は
、
回

帰
的
事
象
に
つ
い
て
は
権
力
行
使
の
態
様
を
法
律
で
予
め
規
定
し
て
お
け
ば
よ
い
。
そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
王
な
り
等
族
会
議
(
司
丘
『

E
R
r
-
-
a

r四
一
ロ
ヨ
)
と
い
っ
た
公
権
力
保
持
者
の
行
為
の
効
力
を
、
全
国
民
も
し
く
は
中
立
の
特
定
人
の
承
認
に
よ
ら
し
め
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
国
家
を
「
合
法
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(4) 

5
4品、

ω・
H
R
・
本
稿
同
一
一
二
頁
註
(
ロ
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
刑
事
法
改
革
も
一
七
七

0
年
代
の
中
頃
を
境
に
し
て
、
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

(

正

叩

)

吋

7
5
2
0
・
p
m
・o
・-
ω
-
N
G
-

(

円

引

)

〉

-m・o
-
w
ω
-
N
N
N
R・

〈
山
崎
)
〉
-m・
o・-∞
-
N
N由
同
:

ハ
必
)
〉
・
白
・
0
・w
∞
-
N
5
F
N
N
H・

ハ
回
)
〉
-P。
-w
∞
-
M
U
0・『
f
u
-
-
n
r
2・由・内
w
・
c・-ω
・
ω
同町・・、円
E
O
E
O
-
同・向・
0
・w
∞
-
N
8
は
、
こ
の
一
八
世
紀
の
後
半
と
り
わ
け
一
七
七

C
年
以
降
の
時
期
こ

ザ
て
、
本
来
的
な
立
味
で
の
「
自
然
法
の
時
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
主
る
、
と
し
て
い
る
。

ハ
日
〉
〈
関
戸
、
円
E
O
B
P
F由
。
-
w
ω
-
N
N
4・

(
臼
)
〈
岡
戸
出
ω
n
y
B
E
E
-
m
-
ω
-
o
u
ω
-
M
H
O
B
-門
司

E
∞ロ
q
g
H印・

(
臼
)
、
吋

E
O
B
p
p
m
r

。-w∞-
N
S
F
-

(
臼
〉
〈
m戸恒・白・
0
・w

∞
-

M
口
町
・
・
更
に
、
人
文
主
義
と
歴
史
に
対
す
る
実
務
的
関
心
と
を
ど
こ
ま
で
区
別
す
る
こ
と
が
で
主
る
か
は
、
本
稿
的
六
二
頁
註
(
お
)

の
セ
バ
九
テ
ィ
ア
ン
・
プ
ラ
ン
ト
の
例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

(
出
〉
〉
・
白
・
0
・w
ω
-
N
H叶同・・

(
回
)
〉
-
P
O
-
-
ω
-
N
H
U
h
-
w
巴
ニ
n
y
o♂
出

-m-C-wω
・
印
同
・
・
そ
の
副
題
は
「
立
、
法
と
法
律
の
学
の
諸
原
則
と
歴
史
(
〉
口
開
g
H
5
5
0
の
E
口
門
{
急
円

N
O
Eロ
与
の
OE

2
r
E
M件
。
骨
円
。
2
2
N間
早
ロ
ロ
m
zロ
品
。
2
2
N
O
m
r
=ロ
LO)」
と
一
辺
い
、
論
理
的
l
体
系
的
要
素
と
歴
史
的
l
個
体
性
的
要
素
と
が
い
わ
ば
並
列
的
に
組
み

合
わ
さ
れ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

(
貯

)
j
H
J
r
E
g
o
-
回

-mW・O-w
∞
-
N
E
u
ロ
ニ
ロ
r
a
w
由・国・
0
・
ω
・
由
・
五
十
川
風
滑
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
」
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
一
九
七
七

年
)
七

l
八
頁
参
照
。

(回
)

H
，
E
O
E
O
-
同
-P。
--Nω
由
民
・
山
口
-rur2w
白・凶・。・・

(
印
)
ロ
己

n
r
R
w
印

-PO--

(
印
)
古
田
門

-
r
N
-
N・
末
松
謙
澄
訳
並
註
解
『
訂
正
増
補
ユ
ス
チ

I
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
欽
定
羅
民
法
学
提
要
』
(
第
三
版
、
一
九
一
六
年
)
六
頁
参
照
。

(
山
山

)
E
2
H
-
u
-
H
〔
末
机
以
前
掲
訳
書
二
二
頁
参
照
〕
・
〈
岡
戸

0
・
H・印・

4・
U
吋・

(
2
0
8
三
百
5
r
t
B
E
g
-
E岳
民
門
戸

O
ロ
ロ
ヨ
)
日
「
自
由
と
は
、
実
力
も
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説

し
く
は
法
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
各
人
が
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
行
な
う
生
ま
れ
な
が
ら
の
能
力
で
あ
る

(
E
Z円
g
u
g円
ロ

R
g
E
H
Z

P
E
r
s
a
E
S
E
O仏

2
E
E
岡
田

2
円

m
E
V
E
-
E弘
己

宮

広

三

m
E
E
B
U円
C
E
r
o
Z司
)
」
〔
春
木
一
郎
『
ユ
[
ス
テ
ィ

l
ユ
ア

l
ヌ
ス
帝
学
説
品
製
纂

プ

ロ

1
E
F

旬
、
む
『
』
』
(
一
九
三
八
年
)
九
州
京
参
照
〕
。

(
む
)
関
口

2
M
m
w
y
p
P
0・wω
・
5OR--

(
回
)
〉
・
同
・

0
・w
ω
-
H
S
R
:

(
制
)
本
稿
ハ
円
『
北
大
法
学
論
集
』
一
二
三

l
三
(
一
九
八
二
年
)
一
二

C
頁
註
(
口
)
参
照
。

(
伍

)
ω
冨田仲間円。

nrp
叩
-H由・

ω・
ω。・

(
師
)
〉
・
田
・
。

-wm・]戸吋・

ω
ω
N・

ヲ

Y

ト

(
訂
)
〉

-m・
o・-m-ω
∞・

ω・吋
ω
同
・
(
「
:
・
:
そ
し
て
前
者
ハ
自
然
的
終
駕
)
は
、
全
国
土
が
地
震
に
呑
み
こ
ま
れ
た
り
、
海
に
洗
い
つ
く
さ
れ
た
り
、
戦
争
や
疫

病
や
こ
れ
に
類
す
る
不
掌
に
よ
っ
て
完
全
に
探
胸
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
:
:
:
」
)
・

(回

)
ω
Z
2
2
0
n
z
-
叩・日・

ω
-
H
O
R
-
(傍
点
な
ら
び
に
感
嘆
符
筆
者
)
・

(
印

)ωRwmwZ円。
nyf
四

-m-ω
・]戸

ω同・・

(
叩
山

)
ω
E
S曲目
n
r
f
m・
円

ω・回目・

(
江
)
〉
・
白
・
。
:

(
刀
)
文
書
に
高
い
れ
正
性
の
推
定
力
を
与
え
る
文
書
館
設
営
・
管
理
権

CE回
目

R
E
i
)、
恩
赦
権

C
E
m間
関
門
阻
止
自
伝
)
、
執
行
猶
予
権

C
5
8ロ
2
仏
Z
E

ν

d

H

1

リ

γ

マ
イ
エ
ス
テ

E
ト

ヲ

シ

ヂ

ス

ホ

1
ハ
イ
ト

5
2白
g
ー
と
な
ど
は
、
裁
判
権
と
は
一
応
別
個
の
独
立
の
国
玉
留
保
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
権
も
し
く
は
君
主
権
類
似
の
領
邦
高
権
を
備
え
ず
、

γ
ユ
テ

Y
ヂ

ν
ガ

1

u

y

ア

下
級
裁
判
統
合
保
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ラ
ン
ト
等
族
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
国
王
留
保
艇
は
認
め
ら
れ
な
い
。
∞
円
白
白
神
的
円
。
口

r
f
m
-
P
∞
-NO
同・・

(

泊

〉

ωgmw仲良
R
E
-
m
-
z
w
ω
-
M∞
町
二
「
専
政
王
国
に
お
い
て
は

(
5
5
mロ
町
田
弘
何
回
℃

z
r
u
z
-
v
R
E
r
E凹
)
臣
民
は
奴
隷
で
あ
る
に
す
、
き
ず
、
自
己
の

所
有
物
を
全
く
有
し
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
、
主
人
が
彼
ら
に
委
ね
て
い
る
も
の
を
、
そ
れ
が
彼
の
怠
に
適
っ
て
い
る
間
に
限
り
、
使
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
他
の
国
家
な
い
し
国
家
共
同
体

(
ω
g
2
0ロ
ロ
ロ
仏

m
a
E
r
-
-
D
5ロ
)
に
お
い
て
は
、
区
民
の
財
産
と
権
利

(
Z
E
〈
乙
吉

g

Eゲハ
E
0
2
5
)

ν
グ
ジ
ト

は
、
奴
隷
の
特
有
倒
産

(
3
2
-
5
8
2
0
2
B
)
で
は
な
い
。
・
:
:
君
主
は
な
る
ほ
ど
国
家
内
に
存
在
す
る
全
て
の
財
貨

(
C
E
2
)
と
権
限
(
の

2
2
Z
E，

イムベリウ
A

ドミ
1

=

ウ
ム
・
エ
ミ
ネ
Y

ス

5
0ロ
)
の
上
に
命
令
権
な
い
し
優
越
所
有
権
(
支
配
権
)
を
持
つ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
院
氏
の
財
産
(
出

gσ
ロ
ロ
与
の
口
問
)
な
い
し
既
得
権

c
g
』

SEw-

Z
B
)
を
奪
う
と
こ
ろ
ま
で
及
、
ふ
も
の
で
は
な
い
。
公
共
(
国
家
)
の
必
要
と
効
用
と
い
う
原
因
か
ら
す

H
E
Z
E
口。

2
2
-
Z己
国
〈
己

EC--同
州
己
目
的
匂
己
主
ヤ

論
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(4) 

go)
そ
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
私
人
の
財
産
な
い
し
権
利
(
ぎ
ロ
ロ

B

Z
ご
5
匂
ロ
〈

ω
2
5
)
は
国
家
に
(
旬
ロ
巴

-g)
議

歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
家
の
た
め
に
(
言
。
立
。
『
同

E
E
-
2
5
)
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
者
は
や
は
り
国
家
か
ら
(
虫
匂
c
g
k
c
)
補
償
を
受

け
る
の
で
あ
る
。
臣
民
が
そ
の
財
産

2
2
5
D問
。
ロ
)
を
取
得
し
保
持
し
再
び
譲
渡
す
る
方
法
(
〉
ユ
ロ
ロ
ι
巧
包
師
団
)
は
国
家
に
も
(
宮
内
同
国
曲
目

VHHr--25)

νグ
Y
L
r

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、
君
主
は
そ
れ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
Q

そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
一
般
的
法
律
に
よ
っ
て
な

2

r向。
B
官
ロ
虫
色
。
自
)

オ
M
W

ド
ヌ

y
ク

臣
民
に
対
し
て
基
準
(
冨

gm)
と
秩
序
を
規
定

L
、
契
約
や
終
怠
処
分
や
格
統
の
態
様
と
方
式
を

(50仏
E
5
2
同
0
2
5
B
8
5
2
n
Z
E
E
-
E
-
z
B釦
E
g

g
-ロロ
Z
2
5
2
2
2
0
m
m
-
oロ
=g)
規
律
し
、
浪
費
者
か
ら
:
:
:
そ
の
財
産
(
の
口
芯
円
)
の
管
理
〔
依
〕
を
剥
奪
し
、
十
分
な
成
熟
を
一
部
す
未
成
年
者
に
対

し
て
は
逆
に
こ
れ
を
年
齢
の
恩
恵
に
よ
っ
て
(
唱

2

2
ロ
2
5
2仲
間
江
田
)
既
に
通
常
の
時
期
以
前
に
付
与
し
、
荒
蕪
地
(
足
。
の
ロ
芯
吋
え

2
0
2ロ
仏
三
位

nro)

の
保
有
者
に
耕
作
を
さ
せ
、
こ
の
古
川
(
臣
民
の
財
産
な
い
し
絞
利
の
取
得
・
行
使
〉
に
関
し
て
公
共
の
最
高
普
を
め
ざ
す
条
令
が
そ
の
他
同
様
の
こ
と
を
定

ド

ミ

T

=

ク

ム

エ

ミ

ネ

y
λ

め
る
」
。
な
お
、
優
越
所
有
権
(
支
配
権
)
に
つ
い
て
は
、
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
七
四

l
五
頁
、
同
「
近
代
的
所
有
権
概
念
の
成
立
」
『
弘
法
学
の
新
た

な
展
開
ハ
我
妻
先
生
追
悼
論
文
集
)
』
(
一
九
七
五
年
)
一
ご
二
頁
参
照
。

(
刊

)
ω
g
E間
門
町

n
z・叩・叶・

ω-H由・

ハ
符
〕

ω
S田仲良
o
n
Zふ
・
叶

uω
・
5
F・

(官山

)
ω
信仰向仲田円。

n
r
f
m・
ωゲ

ω・
印
由
民
:

(
打

)
ω
門白白押印円。ロ

rp
明

-
N
ω
-
H叶・

ハ
刊
川
)
〉
・

Mro--ω
・同町・

(
乃
)
〉
・
白
・
。
・
・

ω-H吋・

(
回
)
註
(
泊
)
参
照
。

マ
イ
ヱ
ス

T
t
y
v
ヒ
ト

(
m
m
)
ω
g
g
E
o
n
z
w
四
・
♂

ω‘
H4
『
・
(
「
:
・
:
最
高
権
力
が
帝
国
も
し
く
は
ラ
ン
ト
の
国
境
を
越
え
て
効
力
を
持
た
ぬ
よ
う
に
、
君
主
の
具
体
的
支
配
権
な
い

ν

H

1

9

ア

し
国
王
留
保
権
も
他
国
で
は
(
庄
内

wzoロ
O
H
2ユ
S
ユ
O)
全
く
効
力
を
有
さ
な
い
か
、
最
小
限
、
最
高
の
権
限
と
し
て
の
効
力
を
も
っ
て

(
1
2』
v
s
g
z

旬
。
丹
市
的
再
三
宮
)
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
純
然
た
る
思
恵
か
ら
ず
同

5
2
0
r
oロ
o-urn-g)
か
役
権
の
よ
う
に
合
意
。
、
〔
取
得
〕
時
効
に
よ
り
(
一
口
回
昨
日

目。

3
X
5
2
2
宮
2
0
2
-
宮
2
2己
主
5
5
)、
な
い
し
は
交
戦
権
や
同
盟
権
や
外
交
使
節
派
遣
権
の
よ
う
な
外
事
官
問
権
(
司
諸
島
問
片
足

5
2
E
F
N
-

肘・」

5
r。
EW
『
CO色。
E
S
-
-品
同
一
三

Cロ
ES)
に
関
し
て
は
自
然
法
上
の
自
由
か
ら

(
O
M
-
-
r
R
Z
Z
ロ
g
Z
5
5
行
使
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
諸
種

ヲ

y
ヂ
ス
ホ

1
ハ
イ
ト

の
君
主
の
支
配
権

C
5
5
5
a
g
g
c
g
)
は
、
取
得
さ
れ
る
場
合
と
同
じ
態
隊
で
、
す
な
わ
ち
松
高
権
力
な
い
し
領
邦
高
権
の
喪
失
や
合
意
も
し
く
は
〔
消
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百兄論

減
〕
時
効
に
よ
り
(
宮
吋
匂
間
三
向
〈
己
同
】

5
2
2仲間
V

氏。ロ

05)、
ま
た
自
民
が
そ
れ
を
保
有
し
て
い
る
州
場
合
は
、
不
法
行
為
(
犯
罪
)
や
滋
則
な
ど
に
対
す
る

刑
罰
と
し
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
び
失
わ
れ
る
」
。
)
・

(
む
)
∞
宮
内
回
仲
田
門
町
内

}
F
m・印
uω
・由・

(回

)
ω
冨

m兄凶=E
門

zω
円。
2口
r
.
申

.ω
勾叶〆
wω.
叶己H
町吟R戸『戸F.:.
取
得
原
因
は
、
①
皿
街
拍
住
の
受
容
(
な
古
宮
命
2門
円
2⑦ロ
8伶目唱宝u己丹-芯
oロ伶
g同同自H回阿

}rEwg同r玄目丈吉丹Rm

ロ州防丘凶=同己予一74〈=、よえ同=丹
S白己丹芯
ωB)
の
ほ
か
、
「
臣
民
性
の
対
概
念

(
S
H
E
-
F
E
E
E
Z
o
n己
ogm)
と
し
て
の
最
高
権
力
が
取
得
さ
れ
る
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
方
法
」
が
そ
れ
に

当
た
る
。
医
従
(
出
口

E
H間
=
ロ
間
)
は
臣
民
性
を
取
得
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
確
認
し
確
証
す
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
、
「
誓
約
す
る

か
ら
臣
民
な
の
で
は
な
く
、
匹
民
だ
か
ら
誓
約
す
る

(ZDロ
ぬ
尽

B
正

g
mロ『《
E
5
2
F
Aロ
宮
古
『
白

F

Z仏

Y
S
F
A巳
印
印

C
V
E
H
5
g件
)
」
の
で
あ

る
。
①
に
つ
い
て
は
一
時
的
活
住
(
ゲ
目
立
宮
内

2
5
g
u
o
g江
田
)
と
恒
久
的
時
住
(
〔
ゲ
弘
法

2
5〕
℃
白
官
一

E
釦
)
と
の
別
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
的
判
民
性

(gBMMG『担吋
E
E
Z
2神
宮
)
と
恒
久
的
区
民
性
(
宮
弓

2
5
〔
Z
Z
0
2
5〕
)
と
を
招
来
す
る
。
「
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
朕
の
領
土
に
い
る
者
は
即
ち
朕
の

臣
民
で
あ
る

(
0
5
5
芯
口
町
三
日

C
B
2
0
2・
2
2
5
5
2凹

ωロゲ
L
F
5
2円
)
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
免
除
さ
れ
た
人
間
に
つ
い
て
は
(
古

宮

2
0目
2
2
0
5
t
ω
)
あ
て
は
ま
ら
な
い
が
、
原
則
的
に
は

(
5
2間
三
曲
)
正
し
い
」
。
喪
失
原
因
に
は
、
①
国
外
移
住
(
宮
吋
ぬ
吉
田

m
R
Z
O
R
B
)、
②
免
除

(匂

R
E
S
H℃
20ロ
gH)、
③
追
放
(
唱
。
円
。
」

2
己
申
白
命
日
)
、
③
放
棄
(
勺

2
与
E
S己
8
0
5
5
-
r同
O
F
t
-
5
5
)、
⑤
時
効
(
官
同
日
)
『
問
。
田
口
巳

]MtcSB)、

⑤
国
家
の
解
体
(
宮
門
ロ

Z
X
2
2
ι
2
8
E
C
C
5
5
)
が
あ
る
。
②
に
は
特
定
の
例
人
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
場
合
と
相
当
の
人
数
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
場
合

ν
d
qリ
J
F

が
あ
り
、
前
者
は
「
通
常
君
主
が
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
き

(
2
5
C
O
S
E
-
F
2
5同
)
単
独
の
な
思
(
当
日

r口
}
月
)
を
も
っ
て
行
な
い
、
後
者
は
帝
国
な

れ

v
a
テ

y
dア

い
し
ラ
ン
ト
の
等
族
の
承
認
合
必
要
と
す
る
」
。
③
に
は
、
追
放
刑
に
よ
る
場
合
(
℃

2
2
Z官
一
円
芯
ロ

mB)
の
よ
う
に
不
法
行
為
(
犯
罪
〉

(LOHrzB)
の

存
在
を
前
提
に
す
る
も
の
と
、
単
純
な
保
護
の
解
除
や
国
外
退
去
の
忠
告
l
l
l
実
質
的
に
は
保
護
の
解
除
で
あ
る
が
、
名
宛
人
の
名
誉
を
重
ん
ず
る
と
き
に

こ
の
形
を
と
る
ー
ー
ー
の
よ
う
に
不
法
行
為
(
犯
罪
)
以
外
の
重
大
な
理
由
に
基
づ
く
場
合
と
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
陶
片
追
放
す
印
片
岡
田
口
町
田
自
己
目
)
の
一
止
当
性
は

否
定
さ
れ
る
。
「
且
限
後
に
、
君
主
の
死
亡
は
医
民
性
を
個
々
的
に
(
円

2
℃
0220)
解
除
す
る
に
と
と
ま
り
、
こ
れ
を
絶
対
的
に
す

E
C
Z件
。
)
廃
止
す
る
も
の

で
は
な
い
。
世
襲
王
国
に
お
い
て

(
5
8関口
O
印ロロ円。団団

ZD)
継
承
権

C
5
2ロ口
mm巴
CEm)
を
有
す
る
者
が
も
は
ぞ
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
じ
は
、

フ

オ

ル

タ

回
民
(
国
民
)
は
一
件
び
完
全
な
自
由
に
復
帰
し
、
新
し
い
首
長
を
任
命
し
た
り
、
統
治
形
態
を
従
来
の
基
礎
も
し
く
は
新
た
な
基
礎
の
上
に
据
え
る
こ
と
が

フム
z
h
w

，，

で
き
る
。
空
位
期
間
中
(
司
郎
『
回
目
ロ
含
ロ

-
E
2
2
mロ
C)
選
挙
王
国
の
臣
民
は
代
理
職
を
選
定
す
る
権
利
(
」

5
2
5巴
Z
O出
向
田
町
三

E
ユEHM)
を
有
し
、
世
襲

王
国
に
お
い
て
〔
君
主
が
〕
未
成
年
で
あ
る
問
は
後
見
人
を
置
く
権
利
(
〔
古

ω〕
皆
口
伝

Z
Z
2
5
)
を
有
す
る
。
但
し
、
帝
国
憲
法

(maロ
r
m
g
E号
E
B

オ
プ
セ
山
W

グ
ア
シ
ツ

巴
D
ロ
2)
や
日
何
年
の
慣
習
法
に
別
段
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
」
。
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(4) 

(剖

)
ω
5
2田円。円
r
f
m
-
U由
w

∞
-mmw・

(
お
)
〉
-FO--
務
-
u
F
8・
ωω
・印

Z
・
ミ
・
註
(

3

)

、
(
必
)
対
応
本
文
参
照
。

(
叫
山
〉
本
稿
臼
二
二

l
三
頁
な
ら
び
に
問
一
九

i
二

O
頁
註
(
臼
)
所
引
『
市
民
法
典
註
釈
』
序
一
古
参
照
。

(幻

)
ω
S
2回
日
口
宮
、
四
・

ωド

ω・
色
町
・
(
「
も
っ
と
も
、
ラ
ン
}
君
主
の
権
力
は
以
上
の
よ
う
な
義
務
に
よ
っ
て
判
制
限
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主

権
〔
性
〕

(ωod〈
5
5
2
b
)
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
蓋

L
、
彼
は
義
務
と
良
心
に
反
し
て
な

L
た
こ
と
に
つ
い
て
い
ず
れ
神
に
対
し
て
弁
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
地
上
で
は
彼
を
審
く
者
は
い
な
い
。
彼
が
〔
自
分
を
裁
く
〕
裁
判
官
を
持
つ
場
合
も
、
基
本
法
律
も
し
く
は
そ
の
他
の
特
別
の
契

約
に
基
づ
く
仲
裁
な
い
し
調
停
裁
判
官
に
す
ぎ
な
い
(
ロ

R

Y
骨
H
Bぬ
B
R
Z
Z回ユ
5
5
-
2
5
-
v
g
s
u富岡山
5
0
H
r問。

P
E
E
g
g
s
-
-
s
-

印-山田口
D
ロ
〈
向
ロ
巳
2
M
O
ω
唱
。
口
-
白
ご
:
・
・
)
」
〕
・

(∞∞

)
ω
g
v
m岸
田
円
。
円
}
回
グ
叩
-

U
品w

∞・品印・

(
回
)
〉
弘
・
0
・wω
・
由
民
:

(
m
w
)

〉
h
・0
・・岬・

ωAYω
・岳山
W

同:

(
川
出
)
註
(
河
〉
、
註
(
剖
)
対
応
本
文
参
照
。

(川出

)
ω
g巳
2
0
n
Z噛叩
-H斗ゆ

ω・
ωN
同
日
「
正
し
い
ボ
リ
ツ

7

イ
を
導
入
し
維
持
す
る
:
:
:
た
め
に
、
引
主
は
あ
ら
ゆ
る
指
令
を
な
す
紘
限
、
と
り
わ
け
産
業

活
動

(Z釦
r
E口
問
)
の
繁
栄
を
維
持
し
、
公
衆

2
2
H
v
z
z
r
E出
)
に
十
分
な
食
糧
を
安
価
に
供
給
し
、
凶
第
と
公
凶
と
を
十
分
に
防
止
す
る
権
限
を
有

ラ

Y
ト

す
る
」
。
そ
の
他
、
学
校
設
立
・
監
督
等
の
文
部
行
政
権
、
書
籍
検
閲
(
口

g
印ロ

3
]
-
r
z
z
g
)
権
、
国
内
一
般
査
察
縦
、
国
家
の
状
態
の
改
革
(
見
広

2
g
oロ

Z
E
E
-
E
B
)
権

l
iい
わ
ゆ
る
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
的
改
革
権

(
E
B
E
g
s
-
E
5
5
)」1
1
ー
な
ど
、
「
要
す
る
に

(
5
2
3
g
)
安
全
と

快
適
と
良
き
風
紀
(
伺
三
叩

N
c
n
E
)
と
秩
序
と
産
業
と
人
口
と
国
富
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
す
」
権
限
が
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

(
部

)
ω
冨白門田『め口
7
7
叩・∞・

ω-H申・

(
川
出
)
〉
・
ω・0
・・

m-E-
∞
-
M
∞
『
・
・
註
(
泊
)
参
照
。

(回目〉

ω
E
2
m
R山口
F
T
叩・∞・

ω-H申・

(
%
)
〉

F
0・u
明

ω由
wω
・吋()・

(
m
別
)
〉
-m・
o・-
m
・
ω
叶・

ω・
己
・
註
(
回
)
参
照
。

(
開
)
本
稿
同
一

ol一
一
頁
注
(

4

)

参
照
。

北法35(1-2・207)207

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説



説E命

(
開

)
ω
g
g
2
0
n
y
f
叩・品]「

ω・
吋
甲
町
・

(
刈
)
〉
・
同
・
0
・w
叩-
A
N
w

∞
-Eh--

(
削
〉
〉
・
同
・
0
・w叩
・
ぉ

wω
・∞
N
・

(
m
M
)

〉・白・
0
・・

m
・
怠

.ω
・∞
N
.

(
附
〉
〉
・
同
・
0
・wm-
台・

ω・∞。・

〈
山
川
)
〉
・
ω・0
・・

m
・
ιN-ω
・∞
H

・

(
山
川
)
本
稿
国
間
九
頁
、
本
節
註
(
伺
)
対
応
本
文
、
同
〈
的
引
)
対
応
本
文
参
照
。

(
附
)
本
節
註
(
諸
)
(
紅
)
対
応
本
文
、
同
(
町
内
)
対
応
本
文
参
同
問
。

(
叩
山
〉
州
内

HO-3Bmq♂

ωgsω
円。口

Z-
叩・

2
・∞・

2
・
本
節
註
(
却
)
対
応
本
文
参
照
Q

〈
刈
〕

ω仲間同門的門町口
r
F
叩・印

U
J
ω
-
U∞・

(
棚
川
)
∞
宮
内
凶
仲
間

B
n
r
w
忽

-TM・
S-ωω
・
5
E・
g-
本
節
註
(
必
)
対
応
本
文
、
同
(
印
)
対
応
本
文
参
照
。

(川

)
ω
同
曲
目

Z
B
n
y
p
叩・

8
・
ω・
8
F
本
節
註
(
伺
)
対
応
本
文
も
参
照
の
事
。

(
山

)
ω
片
岡
忠
明
司

onrp
曲

-
N
印・

ω'
品

ω・

(
山
)
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ツ
タ
イ
ス
(
世
良
日
光
志
郎
訳
〉
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
(
一
九
五
凶
年
)
一
二
四
七
頁
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
H

リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
(
世
良
晃
士
山
郎

訳
)
『
ト
イ
ツ
法
制
史
概
説
改
訂
版
』
(
一
九
七
一
年
)
凶
六

O
頁。

ν

ガ

1

リ

ア

(
山
)
国
王
留
保
権
一
般
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
っ
て
、
「
皇
帝
が
自
ら
単
独
で
(
町
民
同
巴

n
F
2
5三
官
X
m吾
、
。
)
行
使
で
き
る
権
限
を
」
指
し
、
「
教
会
に
関

す
る
も
の
と
政
治
的
(
国
家
的
)
な
い
し
世
俗
的
な
も
の
と
に

(
Z
o
n
n
r
2
2
2
2
弘

仲

間

M
D
E
E
Z
H
E
n己
阻
止
と
分
類
さ
れ
る
」
。
但
し
、
こ
の
下
位
区

ヘ
ア
コ
メ
ン

分
は
帝
国
法
律
や
慣
習
法
に
基
つ
く
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い

(ωg忠
良

2
F
F
帥
・
怠
・

ω・
∞
吋
)
。
「
皇
帝
の
留
保
権

(
2
5
2
gミ
2
5
2
2巳
釦
)
」
に
対

比
さ
れ
る
も
の
に
、
皇
帝
が
帝
国
議
会
で
の
同
意
を
得
て
始
め
て
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
「
議
会
の
中
の
国
玉
(
関
山
口
開
田
宮
司
白
ユ

E
g
o
E
)」
に
も
比

せ
ら
れ
る
べ
き
「
帝
国
議
会
の
中
の
皇
帝
」
の
終
限
で
あ
る
「
帝
国
議
会
の
権
利

(
Z
S
S
E
E
m
-
U
)」
や
、
選
定
侯
の
同
意
を
得
て
の
み
行
使
し
得
る
総

限
た
る
「
限
定
付
き
留
保
権

(
E
S
S
E
-見
出
口
同
巳

g
g
)」
が
あ
る
。
ミ
ツ
タ
イ
ス
(
世
良
訳
〉
前
掲
書
三
五
一
一
良
訳
註
(

1

)

、
ミ
ツ
タ
イ
ス
H

リ
l
ベ

リ
ッ
ヒ
(
世
良
訳
)
前
掲
書
四
七
九
頁
訳
註
(

2

)

。

(川川

)
ω
宮内巴

2
2
z・間・仏印ゆ

ω・
∞
凶
・
し
た
が
っ
て
、
由
主
慨
は
、
帝
国
の
唯
一
の
首
長
で
は
な
い
。
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(4) 

(
凶
)
〉
-P。
・
・
帥
品
目
・

ω・
8
・
ラ
テ
ン
語
で
は
「
選
挙
さ
れ
た
ロ

1

7
人
た
ち
の
皇
帝
に
し
て
、
常
に
至
尊
な
る
者

(OH02己印

E
自
由
ロ

D
E
B
H
B宮
g
g♂

mOBHMR
〉
己
由

5
2
ω
)」
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
選
挙
さ
れ
た
ロ

l

マ
皇
帝
に
し
て
帝
国
の
版
凶
を
常
に
鉱
滋
す
る
者
、
ド
イ
ツ
国
王
(
兄
君
臨
巳
仲
良
岡
山
町

5
2
n
r
R

H内
白
山
田
め
?
と
】
N

色
丹
富
。

r
s司
会
w
担
問

o
r
r
p
E
H品
開

g
ι
m
E
。
。
司
自
白
色
。
ロ
)
」
と
い
う
。

(
川
)
〉

-m・o-H
「
至
尊
に
し
て
強
大
、
か
つ
敗
北
を
知
ら
ざ
る
者
(
と

T
W
E
E
B
E
2
n
z
-
g
F
開

g
a
B肺
門

Z
G
2
E
U門戸

EMU-出
円
耳
目
白
色
に
}
岡
田
仲
)
、
同
じ
く
ラ

テ
ン
語
で
は
、
神
聖
な
皇
帝
陛
下
(
君
主
権

)
(
ω
R
E
(
U
S
E
B田
宮
&
2
5
m
)」
と
い
う
Q

(
山
)
〉
-m-。
:
周
知
の
様
に
、
金
地
に
一
一
羽
の
里
山
い
双
頭
の
鷲
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
川
)
周
知
の
通
り
、
皇
帝
は
選
挙
さ
れ
る
。
「
戴
冠
は
、
〔
選
挙
後
〕
す
み
や
か
に
取
り
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
皇
帝
選
挙
協
約
(
協
定
)
第
三
条
第
八
節
に

定
め
ら
れ
て
い
る
が
(
三
円
印
刷
y

h
白
2
-
R
?
ω
・
閣
・
∞
)
、
選
出
さ
れ
た
者
{
四
回
恒
三
己
目
)
は
戴
冠
前
に
は
単
に
『
選
挙
さ
れ
た
ロ

1
7
国
王
』
、
戴
冠
後
に
は

『
選
挙
さ
れ
た
ロ
!
?
皇
帝
』
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」

(
ω
S
E白
2
F
F
叩
-

h

悼吋・

ω・白色)。

ハ
凶
〉

ω広
忠
句
作

nzw
師

-gwω
・
呂
町
・
・
皇
帝
の
一
死
と
自
発
的
退
位
に
よ
っ
て
、
白
単
位
は
空
位
と
な
る
。
後
者
の
場
合
、
全
帝
国
も
し
く
は
少
な
く
と
も
選
定
侯

の
同
志
を
要
す
る
か
、
全
く
不
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
法
(
公
法
)
学
者
の
説
は
岐
れ
て
い
る
。
皇
帝
が
そ
の
権
力
を
著
し
く
濫
用
し
て
帝
国
を
抑

圧
な
い
し
は
こ
れ
に
敵
対
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
廃
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
っ
た
が
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
こ
れ
を
い
わ
ば
法
律

学
上
の
問
題
と
は
考
え
て
は
い
な
い
ο

日
く
、
「
そ
の
よ
う
な
事
例
会
白
田

5)
は
、
ベ
ン
に
よ
っ
て
よ
り
は
短
剣

(
0
0問。
HM)
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
の

方
が
、
盗
か
に
多
い
で
あ
ろ
う
」
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
事
実
的
・
政
治
的
問
題
な
の
で
あ
る
。

(
問
)
〉
・
白

0
・wω
・
室
戸
日
「
未
だ
皇
帝
の
生
存
期
間
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
(
叩

S
E
E
-
-丹
市
町
)
帝
国
に
お
け
る
後
継
者
が
選
挙
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
を
ロ

1

7
王
と
呼
ぶ
。
:
:
:
諮
問

(
0
5
2
Z
E
ω
ロ
)
は
選
挙
集
会
の
席
上
で
始
め
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
予
め
選
定
侯
会
議
で

(ro司、命日ロ
O
B
n
r
z円
E
Z己
r
r
oロ
(Uc--o虫
色
冨
岡
)
審
議
せ
ら
れ
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
全
帝
国
の
意
見
が
徴
せ
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
一
七
四
九
年
か
ら
一
七
五
五
年
に
か
け
て
、
大
い
に
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
選
定
侯
た
ち
は
こ
れ
を
自
分
た
ち
に
専
属
す
る
事
項
と
考
え
、
実

フ
ユ
山
戸
ス
テ

y

y

a

テ
y
d
T

際
、
一
七
六
四
年
に
は
、
帝
国
諸
侯
な
ら
び
に
等
族
に
事
前
に
諮
る
こ
と
な
く
、
ロ
i
マ
主
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
O
i
-
-
-
皇
帝
が
没
す
る
か
統

治
の
任
に
耐
え
ぬ
よ
う
に
な
る
や
否
や
、
ロ
ー
マ
王
は
す
ぐ
さ
ま
自
動
的
に
(
印
刷
話

O
F
2
0
)
そ
の
地
位
に
就
く
Q

し
か
し
、
そ
れ
迄
は
彼
は
皇
帝
の
意
に
反

デ

イ

'

ア

ル

フ

ユ

声

ス

テ

ン

シ

ユ

テ

y
a
T

し
て

(
z
i
Z
2
2
2
S
い
か
な
る
統
治
行
為
を
も
な
し
得
ず
、
国
王
の
称
号
(
当
国

EO)
と
陛
下
と
い
う
尊
称
、
選
定
侯
を
含
む
諸
侯
と
等
族
の
み
な
ら

ヲ

y
タ

ず
諸
外
国
の
国
王
に
も
優
る
位
階
の
み
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
か
く
し
て
、
例
え
ば
一
七
六
四
年
に
ロ

1

7
王
に
選
挙
さ
れ
て
フ
ラ
ン
ク
ア
ル

ト
(
明

g
n
r
pユ
ω
ヨ
ζ
巳
回
)
で
〔
ロ
ー
マ
主
と
し
て
〕
戴
冠
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
(
何
吋

N
Y
2
8開
)
ヨ

l
ゼ
ア

G
2
3
5
は
、
父
の
ロ
l
マ
皇
帝
フ
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説

一
フ
ン
ツ
一
世
(
司

5
5
H・・
Hり
g
E
ω
件。目

U
Eロ
〈
ロ
ロ

F
2
r岡山口
moロ
)
(
一
七
四
五
年

l
一
七
六
五
年
)
の
死
後
、
即
座
に
帝
位
を
承
継
し
て
ヨ
l
ゼ
ヲ
二
世

グ
ア
ツ
ペ

Y

M

ソ
ア
ヲ
ペ

y

(
一
七
六
五
年

l
一
七
九

O
年
)
と
な
っ
た
。
「
彼
(
ロ
l
マ
王
)
の
紋
章
は
や
は
り
帝
国
の
鷲
(
河
包
各
国
国
品
目
。
叫
)
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
紋
章
と
区
別
す
る
た

め
に
双
頭
で
は
な
く
単
頭
で
あ
る
。
私
法
事
件
そ
の
他
に
お
い
て
彼
が
そ
も
そ
も
裁
判
籍

2
0
2
5
)
を
有
す
る
か
、
有
す
る
と
す
れ
ば
ど
こ
の
法
廷
か
、

と
い
う
の
は
、
未
だ
に
法
律
〔
学
〕
上
の
問
題
で
あ
っ
て
議
論
の
岐
れ
て
い
る
と
こ
ろ

G
5
2
仏
ロ
ゲ
ロ
伶

g
E
Z〈
白
血
乙
で
あ
る
」
。
な
お
、
皇
帝
の
裁
判

絡
は
黄
金
印
文
香
の
第
五
章
第
三
条
(
の
・
印
・
聞
・
ど
に
よ
れ
ば
プ
フ
ア
ル
ツ
選
定
侯
の
下
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
で
」
の
プ
フ
ア
ル
ツ
侯
の
皇
帝

に
対
す
る
裁
判
権

GE仏
E
C
S
唱
曲
】
丘
町

E
B
5
2
2
2
0
8
)
が
現
実
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
例
(
ロ
窓
口
ω)
は
存
在
し
な
い
の
で
」
、
国
法
(
公

法
)
学
者
た
ち
は
将
来
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
実
際
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
た
、
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
に
対
し
て
は
私
法
事

項
に
つ
い
て
も
統
治
事
項
に
つ
い
て
も
、
他
の
主
権
的
首
長
に
対
す
る
以
上
に
、
「
請
願
な
い
し
不
服
申
立
の
途

(
i
m
g同
回
目
乙
広
三
芯
包
∞

g
H
S
B
Oロ
巳

3
・

HFDロ
広
)
、
諸
外
国
に
対
し
て
は
戦
争
と
軍
備
の
途
(
ぐ

U
r
o
-
-日
h
W
2
5
R
Z
B
)
以
外
に
」
、
こ
れ
と
争
う
方
法
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
〉
・
同
・
。
・
・
叩
・

2
・
ω・

唱
。
同•• 

(
山
)
〉
・
白
・

0
・w
m・印、吋・

ω・
由
∞
-

(

m

)

k

r

・同・
0
・w
叩

-a-
∞
-
H
S
F
ミ
ツ
タ
イ
ス
何
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
(
世
良
訳
〉
前
掲
書
凶
六
附

l
五
頁
参
照
。

(
凶

)
ω
g己
記
mnzw
叩

-
g幡町出
-
H
S
F・
ミ
ツ
タ
イ
ス
u
リ
i
ベ
リ
Y

ヒ
(
世
良
訳
)
前
掲
書
凶
六
五

l
六
頁
参
照
。

(
間

)
ω
Z
E
R
2
z
w
叩・

8
・
ω
-
M
S
F・
ミ
ツ
タ
イ
ス
n
リ
l
ベ
リ
ツ
ヒ
(
世
良
訳
)
前
掲
書
四
四

O
、
凶
六
五
頁
参
照
。

(凶

)
ω
z
a向
。

nzw
叩・

2
・
ω-HO斗
『
・
・
ミ
ツ
タ
イ
ス
u
リ
l
ベ
リ

y
ヒ
(
位
良
訳
)
前
掲
書
凶
六
五
頁
参
照
。

〈

m
v
ω
件
白
血
昨
曲
目

nFF

…vs
-
∞
-H宮
町
・
・
ミ

γ
タ
イ
ス
n
リ
l

ベ
リ
ツ
ヒ
(
佳
良
訳
)
前
掲
害
四
六
六
|
七
頁
参
照
。

(
m
)
ω
広
忠

2
2
Z
-
叩

-
E
w
∞-HHN・

(
叩
凶
)
〉
-
P
0・w
m・
8wω
・
5
由
民
同
:
ミ
ッ
タ
イ
ス
n
リ
l
ベ
リ
ツ
ヒ
(
世
良
訳
)
前
掲
H
問
問
三
八
頁
参
照
。

(
悶
)
∞
同
白
色
白
一
命

nrpm-
∞品

w∞
-MHNh同2

(
m
)
河
口
ゲ

z
r
N
E
ω
片目白同国同

onrf
聞・
A
凶

h
p
ω
ω
-
M
H
Z
H
H
N
.

〈
問

)
ω
S忠明
B
n
y
f
叩・

8
w
ω
-
H
H品問・・

(
印
)
〉
-mw
・
c・
-
叩
・
ミ
・

ω・
ロ
吋
『
・
u

「
各
ク
ラ
イ
ス
は
自
己
の
ク
ラ
イ
ス
統
括
局
と
指
導
局
を
持
つ
。
後
者
は
一
般
に
前
者
に
付
随
す
る
が
、
時
と
し
て
そ
れ
か

V
ユ
テ

Y
デ

ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
(
指
導
局
)
は
、
他
の
ク
ラ
イ
ス
等
技
に
対
し
て
高
権
な
い
し
命
令
権
(
出

or巴
件
。

ι
2
ω
2
r
g間
mMmroX)
は
有
し

o'i/!、
ロ問
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(4) 

な
い
が
、
彼
ら
を
召
集
し
ク
ラ
イ
ス
議
会
を
主
宰
し
、
ク
ラ
イ
λ

の
名
に
お
い
て
(
ロ

O
B
E。
己
目
ロ
ロ
)
連
絡
し
、
そ
れ
(
ク
ラ
イ
ス
)
に
属
す
る
全
て
の

ア
bw
ヒ
1
7

事
項
を
引
き
受
け
、
文
書
館
と
金
庫
(
の

g
E
)
を
管
理
す
る
な
ど
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
ス
を
統
括
す
る
諸
侯
、
場
合
に
よ
っ
て
は
指
導
者

(zm-uon昨
日
〈
ぬ
去

2
2
2
2
)
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
ヤ
ク
ラ
イ
ス
〕
に
お
い
て
は
、

λ

イ
エ
ル
ン
の
選
定
侯
と
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
:
:
:
で
あ
る
。
:
:
:
ク

ヲ
イ
ス
を
統
括
ず
る
諸
侯
と
な
ら
ん
で
、
各
タ
ラ
イ
三
鴛
に
一
人
の
タ
ラ
イ
ス
高
等
官
合
同

4
2
Z
U
C
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
か
、
そ
の
職
務
は
主

と
し
て
ク
ラ
イ
ス
軍
と
ク
ラ
イ
ス
執
行
機
関
(
の

5
3
B
E
S
T
E
P門
戸
肘
凶

2
5
5ロ
ω耳

2
2
)
に
対
す
る
俸
給
支
払
で
あ
る
。
多
く
の
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て

は
、
こ
の
地
位
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ク
ラ
イ
ス
統
括
局
と
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。

ハ
m〉
ω
g民
向
。
口

zw即・
8
・∞

-
E品
同
・
日
「
帝
国
書
記
局
(
官
一
房
)
は
、
帝
国
事
務
を
処
理
す
る
部
暑
で
あ
る
。
帝
国
に
は
三
つ
の
書
記
局
(
官
房
)
が
あ
っ

ヲ

イ

ヒ

ス

ホ

Y

フ

ヲ

ー

ト

カ

ム

q
1
グ
リ
巳
ト

て
、
第
一
の
も
の
は
皇
帝
の
宮
廷
と
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
に
、
第
二
の
も
の
は
ヴ
エ
ツ
ラ
ー
の
帝
室
裁
判
所
に
、
第
三
の
も
の
は
帝
国
議
会
に
あ
り
、
こ
れ

は
マ
イ
ン
ツ
選
定
侯
の
〔
書
記
局
(
官
房
)
〕
と
呼
び
慣
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
:
:
:
書
記
局
(
官
房
)
関
係
者
は
全
員
マ
イ
ン
ツ
の
選
定
侯
の
下
に
立
ち
、
彼

が
こ
れ
ら
の
者
を
任
免
し
、
俸
給
を
支
払
う
。
:
:
:
書
記
局
(
官
房
)
令
の
作
成
に
際
し
て
は
、
マ
イ
ン
ツ
選
定
侯
が
皇
帝
と
協
議
す
る
。
:
:
:
し
か
し
、

手
数
料
規
則
(
司
自
H
C
H
ι
目
=
回
開
)
は
、
帝
国
議
会
で

(
E
S
S
E
-
ω
)
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
:
:
:
皇
帝
は
こ
れ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
、
改
変
し
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
H

リ
l
ベ
リ
ッ
ヒ
(
世
良
訳
)
間
六
九
頁
参
照
。

(山川〉

2
8
z
z
n
z
-
ψ
A
P
ω
・
∞
・
註

(
5
〉
対
応
本
文
参
照
。

ハ
叫
凶
)
註
〔
M
H
)

な
ら
び
に
同
対
応
本
文
参
照
。

〔
m〉
註
(
出
〉
参
照
。

(
仰
凶
)
ミ
ツ
タ
イ
メ
(
世
良
訳
)
前
掲
書
三
四
七
頁
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
"
リ
l
ベ
リ
ッ
ヒ
(
世
良
訳
)
四
五
九
頁
参
照
。

(m)
以
下
、
各
項
目
の
標
題
だ
け
を
掲
げ
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Kreittmayr in der bayerisch-landrechtlichen Entwicklung 

("Friedぜ， "Polizei“， "Konstitution“als 

rechtsschopferische ldeen) 

-Verfassungsgeschichtliche Prolegomena 

zur Landrechtsforschung-(4) 

Von Takuro WADA* 

Inhaltsubersicht: 

O. Einfuhrende B巴merkungenzur typologischen Forschung der 

Gesetzgebungsgeschichte (von W. Ebel). 

1. Kreittmayrsch巴 Kodifikationen・ Ihr Verlauf und systemati-

scher Aufbau (Zwischenstadium vom rδmischen Institutionen-zIlm 

deutsch-naturrechtlichen System des preusischen ALR). 

1I. Entwicl王lungund systematische Aufgliederung des bayerischen 

Landrechts (Vorlaufer der Kreittmayrschen Kodifikationen). 

(soweit im 3. Heft des 33. Bands) 

Exkurs: Entwicklung der bayerischen Adelsherrschaften und land-

rechtlicher Strukturunterschied Ober-und Niederbayerns. (soweit 

im 2. Heft des 34. Bands) 

V 

III. Rechtstheoretisches bei Kreittmayr. Quellen und Wesen des 

Jus Publicum und Jus Privatum. 

O. Vorbemerkung zumδ丘entlichenund Privatr巴cht.

1. Jus Privatum (Burgerliches Recht) als das System der Hand-

lungsnormen der privaten Person (Die an Untertanen gerichte-

ten oberherrlichel1 Gebote ul1d Verbote als die privatrechtlichen 

Quellen). (soweit im 6. Heft des 34. Bands) 

2. Jus Publicum (Staatsrecht) als das System der "respublica“-
nischen Herrschaftsrechte (Die Landsvertrage und die landesherr-

lichen Gesetze als die δ妊entlich-rechtlichenQuellen). (bis zum 

3. Teil in dies巴m Heft. 羽'eiter voraussichtlich im nachsten 

Heft) 

3. Einteilung des Jus Publicum in die Konstitution und das 

Verwaltungsrecht (Ausklang der alteren Landrechtsgeschichte 

und ihre Neu巴ntfaltungim 19. Jh.). 

水 Assistentan der juristischen Fakultat der Hokkaido-Universitat，加IA.
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lV. Abschliesend巴 Bemerkungzur Ideengeschicht巴 derGesetzge-

bung (von Sten Gagner). 

Dieser Abschnitt， in dem die staatsrechtliche Grundauffassung von 

Kreittmayr anhand seines 1769 erschienenen "GrundriB des Al¥gemeinen， 

Deutsch-und Bayrischen Staatsrechtes" dargeste¥lt werden sol¥， wird in 

4 Teile abgeteilt. Von denen werden hier die ersten 3 Teile zusam-

mengefaBt. 

(1) Zuerst ist zu untersuchen， in welcher geistig-wissenschaftlichen 

Konstel¥ation dieses kleine Buchlein geschrieben worden ist. Es ist 

ublich vom alteren systematischen (oder absoluten bzw. theoretischen) 

und der neueren hypothetischen (oder relativen bzw. praktischen) Natur-

recht die Rede (vor allem Hans Thieme， aber auch Gerhard Dilcher). 

Es handelt sich hier um die methodologische Wendung in der Mitte des 

18. 'Jhs. von der ration日listischenDeduktion zum philosophischen Empi-

rismus. Die altere Naturrechtsschule， als deren hervorragender Repra-

sentant der Name von Christian Wol妊angegebenwerden kann， hat die 

uberlieferten Rechtsstoffe zu einem umfassenden System des Naturrechts 

zusammengesteHt. So ist das positive Recht， wenn es schon uberhaupt 

davon die Rede sein konnte， naturrechtlich legitimiert worden. Die 

neu巴renNaturrechtler haben aber den kritischen Abstand von diesem 

"positiven“Naturrecht wieder gewonnen. Sie strebten konkretes richti-

ges Recht in zahlreichen Monographien an. Das herkδmmliche Rechts-

system fing dadurch "positiviert“zu werden an， wie Niklas Luhmann 

darauf hinweist- Es ist der Begriff der "T、~atur der Dinge (Natur der 

Sache， nature des choses)“， der bei der円Positivierungdes Rechts“1m 

letzten Drittel des 18. Jhs・einegroBe Rol¥e spielte. Hier ist der geistige 

Einflus vom Franzosen Montesquieu unverkennbar. Es ist aber nicht 

zu ubersehen， das die praktische Zuwendung zur Geschichte und Historie 

auch zur 円Positivierung“oderMobilisierung des Rechts nicht wenig 

beigetragen hat， wie das bei Christian Thomasius festgesteHt ist (Notker 

Hammerstein， Jus und Historie， Gottingen 1972). 

Kreittmayr stel¥te s巴ineStaatsauffassung in den ersten 3 Paragraphen 

des staatsrechtlichen Kompendiums dar: 1) die gemeine Wohlfahrt sei 

der Endzweck des staatlichen Gemeinwesens und das hochste Prinzip 

des allgemeinen Staatsrechts (s. 1¥， 21 der Menschenstand sei naturalis 

oder adventitius， status adventitius ocler der eingefuhrt巴 Stancl丸Nerclein 

den vollkommenen und unvol¥kommenen geteilt， uncl der vollkommene 
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Stand， welcher alle subordinierte unvollkommene Gesellschaften und 

Kommunitaten wie Haus-und Adelsherrschaften oder Ehegemeinschaf-

ten unter sich b巴greife，sei der staatliche und burgerlich・gesellschaft-

liche Stand， mittelst welcher sich Regenten und Untertanen zusammen 

verbunden haben， um mit vereinigten Kraften das gemeine Wohl zu 

befδrdern (9. 2)， 3) d巴rverderbte Menschenstand mδg巴 zurburgerlichen 

Gesellschaft und staatlichem Gemeinwesen den ersten Anlas gegeben 

haben (9.3)， 4) der erste Ursprung einer Republik sei "in jure naturae 

absoluto eben nicht， sondern als res meri facti in der Geschichte auf-

zusuchen， da dann vor all anderen M巴ynungenam wahrscheinlichsten 
ist， das Gewalt und Ehrgeitz den Anfang hierzu gemacht haben“(9.3)， 
5)巴smusse ab巴rzwischen den R巴gentenund Untertanen， n五mlich

zwischen d巴nUberwindern und Uberwund巴nenimmer eine durch die 

Huldigung ausdrucklich巴oderdurch die Geduld und leistenden Gehorsam 

stillschweigende Verabredung (pactum)， in der allein die staatliche Herr-

schaft ihr巴guteRichtigkeit und Legitimitat habe， geben. Hier begegnet 

uns eine eigenartige Mischung der naturrechtlichen Lehre des Staats-

und Gesellschaftsvertrages mit dem historischen Verst五ndnisdes Staats 

und Rechts. Die geschichtliche Orientierung von Kreittmayr tritt in 

der in 9. 4 geschilderten Typologie der Staatsverfassung ganz deutlich 

zutage. Er unterscheidet im Anschlus an Aristoteles 3 Regierungsfor-

men， namlich status monarchicus， aristocraticus und democraticus・ Als

auserordentliche Staatsformen und Varianten von jener 3 ordentlichen 

sind noch anarchie， dyarchie， triarchie， oligarchie und ochlocratie ge-

nannt. Wichtig ist der Begri妊 der 円vermischtenRegierungsartぺ1I1S-
b巴sonderedes "systema civitatum foederatarum inaequale“， mittelst des-

sen es Kreittmayr gelungen ist， die Verfassung des deutschen Reichs 

staatsrechtlich zu begreifen， ohne die beruhmt巴 Rhetorikvon Samuel 

Pufendorf "irregulare aliquid corpus et monstro simile“anzuwenden. 

Solche Staatslehre von Kreittmayr zeigt， das gerade in der Ubergangs-

巴pochevom absolut-rationalen zum relativ-historischen Naturrecht gelebt 

hat. Das gilt auch fur Wol託 Manbraucht nur daran denken， das 

die Typenbildung von "formae Rerumpublicarum mixtae“eigentlich von 

ihm stammte (Hans-Mar 
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retisch und rationalistisch， sie ist aber gleichzeitig auch pragmatisch und 

empirisch. Uberlieferte Rechtsstoff巴 in einem umfass巴nden System 

darzustellen， war ihr Hauptanlieg巴n・ Hi巴rtraten die Zuge einer absolut-

naturrechtlichen Fixieru昭 despositiven R氏:htsin den Vordergrunq. 

Ihr historisches Verstandnis des Staats und Rechts sol1 andeuten， das 

der erste Ansatz zur， wenn auch nur theoretischen， "Positivierung des 

Rechts“hier auch gegeben ist. In diesem Punkt schliest sich der Ver-

fasser an Sten Gagner， der auf die starke N巴igungWolffs zum Gesetzes-

positivismus hingewiesen hat: 羽Tolffsteht hier etwa als vermittelndes 

Glied zwischen den Vorstellungen des Stageriten uber 7[0).1，εiαund 
IJO/101 und der modernen Anschauung von staatlicher Verfassung und 

Gesetzen. Das ，naturliche Gesetze'， das nach Wol妊fural1e menschlichen 

Handlungen ，determiniret， ob sie gut oder bose sind'， ist， ganz wie bei 

Thomasius die consilia des Naturrechts， gegenuber der Gesetzgebung 

vol1ig in den Hintergrund getreten， und zwar als eine al1gemeine Ethik， 

deren Beachtung durch die G巴setzgeberletzten Endes nicht巴eln巴une白r悩8品-

lichεBedingung fi包irdas Zustandekωommen masgebender Gesetze sei. 

Diese Moral1ehre ist zwar dem Autor als ldeal im Leben und Wirken 

der Menschen uberaus wichtig， aber nicht als rechtfertigender Grund 

des Gesetzes“(Ideengeschicht巴 d巴rGesetzgebung， S. 70). Kreittmayr 

stand auf dem Boden Wolffs. Sie bekannten sich beide auch zur AII-

macht und Alleinherrschaft des "positiven Rechts“ Sie kamen der 

damaligen positiv-rechtlichen Lage aber nicht ganz kritiklos entgegen. 

Es gab noch kein sicheres System des positiven Rechts， die sie natur-

rechtlich rechtfertigen sol1ten. Sie musten zuerst um ius certum posi-

tivum bestreben， wie es in der fruheren Neuzeit auch der Fall gewesen 

war. Gerade ihre systematische Feststel1ung des Natur-und positiven 

Rechts bedeutete die kritische Auseinandersetzung mit der geschichtlichen 

Vorgegebenheit. Es handelte sich hier auch um den Versuch， jene 

，，justizstaa t1iche“Rechtsstruktur seit dem Mittelalter durch die "gesetzes-
staatliche“zu ersetzen. 

Positives Recht war immer "positives Recht“ Es war vom ganzen 

Anfang an "positiviert“ Eine "wirkliche“Positivierung des Rechts kam 

aber bei den alteren Naturr巴chtlernnicht， sondern erst bei den neueren 

in Frage， nachdem die wissenschaftlich-praktische Tatigkeit von jenem， 

ein System des positiven Rechts herauszuarbeiten， abgeschlossen war. 

Der Verfasser mδchte den wichtigsten Unterschied d巴ralteren und 

neueren Naturrechtler nicht in ihr巴nverschiedenen methodisch巴nAnsa-
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tzen， auch nicht in formalem Begriff vom "positiven Recht"， sondern 

eher darin sehen， welche rechtliche Wirklichkeit und was sie als ihre 

eig巴neAufgabe vor sich gesehen haben. 

(2) "Das Staats.Recht (Jus Publicum)“ist， wie Kreittmayr sagt， das 

R巴cht，"welches die in einem Staat sowohl den Oberhaupt von hδchster 

Macht und Gewalt wegen， als denen Untertanen zustehende Rechten 

und Pilichten begreift“(CMBC. I. 2. 9. 6). Es besteht hauptsachlich 
aus den Gesetzen， welche "den Staat selbst und den Nexum Reipublicae“ 
betre任en(CMBC. 1.2. 9.7). Kreittmayr hat dieses Lehrfach in 3 Teilen 

dargeste!lt， namlich "allgemeinem"， "deutschem“ und "bayerischem 

Staatsrecht“. Er hat sich dabei das Staatswesen als eine Art vom Orga. 

nismus， als dessen caput z. B. der Landesherr und als dessen corpus das 

Land und die Landleute angesehen werden sollen， vorgestellt (Staatsrecht， 

9. 103). Der "inrト undauserliche Hand巴Iund羽Tand巴l“(commercial

wird nach der Analogie von der "Circulation des Gebluts in dem men. 

schlichen Leib“begriffen (9. 16)， und die "regelm五sigePolicey“mag， 
so hat Kreittmayr gemeint，円gleichsamdas Leben und di巴 Seeleeines 

Staats genannt werden“(9. 17). Der Staat wird daher geboren， er lebt 
und er stirbt genau so wie der Mensch. Es ist nichts anders als die 

"life historyぺdieM巴chanismenvon Leben und Tod einer iuristischen 
Person des Staats， die Kreittmayr in seinem Compendium iuris publici 

aufgefast hat. So hat er in den ersten 3 Paragraphen den Geburt und 

Ursprung ausgefuhrt， wie wir schon zuvor gesehen haben， und er hat 

d巴nersten Teil des Buchs mit der Deskription uber das Ende und Tod 

des Staats abgeschlossen (9.38). In den sonstigen Paragraphen des 

"allgemeinen Staatsrechts“wird das Leben und die Tatigkeit des Staats 

behandelt. Man kann diese Paragraphen in zwei Teile gruppieren: 1) 

die Lehre des Reg巴nten(99.5-33) und 2) die des Untertanen (99.34-37). 

Jene besteht auch aus i) der Lehr巴 derMajestat oder hochsten Gewalt 

in dem Staat (99.5 u. 6)， ii) d巴rder Maiestatsrechte und Regalien (99.7-

31)， und iii) der Pilichtenlehre des Regenten gegen die Untertanen wie 

gegen ander巴 Regentenund Staaten (99.32 u. 33). In der Untertanen. 

lehre werclen i) das Wesen (9.34)， "Pflichten und Rechte der Untertan巴n

ii) gegen ihr Oberhaupt“(9.35) wie iii) "unter sich“， namlich das Pri-

vatrecht (9.36) angesprochen. 

Wenn mitn diese Gliederung und Systematik ansieht， 50 fallt gleich 

auf， das c1ie Deskription der Majestatsrechten schon zwei Drittel vom 

ganzen "allgem巴inenStaatsrechts“einnimmt. Sie ist so gros uncl umfang-
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reich geworden， weil Kreittmayr einzelne Regalien， d. h. alle konkrete 

Herrschaftsbefugnisse hier unbedingt hat anz巴igenmussen. D巴nndie 

Maiestat (Summum Imperium， suprema potestas) oder die Landeshoh巴it，

die nur mehr巴ineArt von der Rechtsfahigkeit des Staatsoberhaupts 

od巴rdes Landesherrn sind， enthalt in sich keine solche Herrschaftsrechte. 

Der， wer die maiestas oder superioritas territorialis fur sich hat， verfugt 

nur uber die historisch entstandenen vorfindlichen Regalien. Der Regent 

kann mit der "gemeinen W ohlfahrt“auch nicht sehr weit gehen， wenn 

Kreittmayr ausgefuhrt hat: 円Gleichwi巴 abersalus vel utilitas publica， 

welche von dergleichen Regalienmachern pratextirt wird， gemeiniglich 

nur das Blendwerk ist， wodurch man grose Herrn einschlafern， und 

in der That selbst nicht so viel ihren als seinen selbst eignen Nutzen 

zu befδrdern sucht， so geben die Authores， um Schwarz und Weis desto 

leichter von einander zu discerniren， folgende Regeln an Hand. Erstens 

hat man zufδrderst auf eines ieden Lands besondere Verfassung hierinn 

zu sehen，…...Ein ieder R巴g巴nthat Macht und Gewalt uber seine Unter-

gebene， iedoch nach dem Unterschied der Regimentsform einer mehr als 

der andere. In vieIen Landen ist dieselbe durch besondere pacta und 

leges fundamentales beschrankt. Diese limites kann d巴rRegent ohne 

Be、villigungder Standen sub praetextu utilitatis publicae so leicht nicht 
包berschreiten，……Indubio， ob und wie weit die gemeine Wohlfarth 

di巴sesoder ienes erfordere， hat zwar zweytens der Regent in ienen 

Landen， wo ihm die Hande per pacta vel leges fundamentales nicht 

so s巴hrgebunden sind， den Ausschlag und das decisum zu geben， es ist 

aber auch solchenfalls der Klugheit gemaβ，出sman sich seiner unum-

schrankt freyer Gewalt nicht allemal gεbrauche， sondern nach der Lag 

und Wichtigkeit der Sache， mit Zuzieh.町 undBerathschlagung der Standen 

zu Werk gehe.……Drittens hat auch salus publica ihre unterschiedliche 

gradus， deren immer einer dem anderen in concursu ausweichen mus， 
und gleichwie die regalia vel iura maiestatica obverstandener massen 

nichts anders als lauter solche Mittel sind， wodurch namlich dieser 

heilsame Zweck erreich t werden soll， 50 giebt die Vernunft selbst ein， 

das man bey der Auswahl die leichtere den schweren， die sichere den 

gefahrlichen， die ordinari den extraor 
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des Herrschers eher zu beschranken als zu rechtfertigen・ Untersolchen 

Umstanden scheint es nicht nur den standischen Untertanen， sondern 

auch dem Regenten sehr notwendig gewesen zu sein， einen festgesteIlten 

Katalog der Herrschaftsrechte zu haben. So hat Kreittmayr sein 

"Staatsrecht“im Grunde als das System der "respublica“-nischen 
Herrschaftsrechte ausgebildet. 

Hier soll noch einma¥ darauf aufmerksam gemacht werden， das die 
Ausubung der Majestatsrechte die Majestat bzw. die Landeshoheit vor. 

aussetzt. Es feh¥t den Untertanen an einer so¥cher herrschafdicher 

Rechtsfahigkeit. Sie h五ttendaher eigentlich keinstaatsrechtliches Herr-

schaftsrecht in ihrem eigenen Namen handhaben konnen. Wir wissen 

aber von Landstanden und sonstigen "ede¥freien"， die die Niedergerichts-

barkeit und die inspektorischen Polizeibefugnisse doch in ihrem eigenen 

Namen gefuhrt haben. Mit dem pactum， das am Anfang der Staatsbil・

dung supponiert wird， und "woraus mutua obligatio entspringt， welche 
man das Band der burgerlichen Gesellschaft und den nexum civilem 

nennt"， kann man diese staatsrechtlichen Herrschaftsbefugnisse der 

Landstande nicht zulanglich erklaren， denn jene Verabredung erheischt 

"auf Seiten des Unterthans“nur "den Gehorsam“und die Treue (9. 3， 
vgl. auch S. 35). Den standischen Freiheiten liegen noch andere be-
sondere pacta， die zwischen den Landesherren und den Landleute abge-

schlossen waren， zugrunde. Durch diese Landsvertrage， was unter dem 
Begri妊 "legesfundamenta¥es“gemeint werden， werden die standischen 
Herrschaftsrechte auch als die affentlich-rechtlichen Befugnisse des ver-

fassungsrechtlichen Rangs anerkannt. Die St在ndeund Untertanen， die 

die persδnliche W包rdeder Edelmannsfreiheit und die dinglichenδffent-

lichen Herrschaftsrechte an der Hand haben， sind insofern auch aktive 

Subjekte im Staatsrecht. So bilden "Ieges fundamentales“oder "pacta 

publica“wichtigste Quellen des Staatsrechts. Es ist aber auch gerechnet， 
das privatrechtliche Prinzipien wie die Erbfolge bzw. Verjahrung hier 

auchδfters entscheidende Rolle spielen sollen. Die "Polizei“und "Ord咽

nungen“regeln das Staatsrecht auch mit unter anderen verschiedenen 
Quellen・

(3) Der zweite Teil des "Staatsrechts" von Kreittmayr， namlich "das 

deutsche Staatsrecht“ist prinzipiell auch im gleichen System w 
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tanenlehre. Betrachtungen uber das Ende des Staatsrechts， die auch 

als ein Teil der Staatslehre verstanden werden kδnnen， wird aus der 

organischen Staatsauffassung des Autors ganz am Schluβdes ersten 

Teils gesetzt， wahrend dem zweIten Teil eine entsprechende Darstellung 

fehlt. Das ist aber doch verstandlich， weil die Reichsverfassung im 

Jahre 1769 noch fest und sicher war・ Sieist zwar zu einer Vollendung 

angelangt， aber noch nicht zur Zerstδrung gekommen. Man hat ganzes 

Leben in der Reichsverfassung gelebt， selbst die Kriege wurden in diesem 
Rahmen gefuhrt. Vom Untergang des Reichs ist erst nach der franzδSI-

schen Revolution， insbesondere nach dem Hervortreten von Napoleon 
die Rede. 

Die Lehre des Regenten machen 99.45-53 bzw. 56 aus‘ Hier 

werden das Amt， die persδnliche Wurde und andere verschiedene Sachen 

des Kaisers behandelt. Regierungssachen des Reichs werden aber erst 

in den spateren Paragraphen， die der Lehre der Reichsmitglieder (99.57-

65) folgen， in Betracht gezogen. In der Regentenlehre wird nur von 

"iura caesarea reservata“gesprochen. In dieser veranderten Systematik 

spi巴geltsich die "vermischte Regierungsart“des deutschen Reichs als 

des "systema civitatum foederatarum inaequale‘ Reichs-und Kreis-

stande， Reichsritterschaft und sonstige Reichsunmittelbare wie -mittelbare 

sind keine einfache Untertanen， sondern sie beteiligen sich mehr oder 

weniger an der Herrschaft und Regierung des Reichs. Sie sind sozusa-

gen in ihrer verschiedenen Weise Mitherrscher oder Mitregenten. Rei-

chsregierung fuhren der Kaiser und diese "Mitglieder des Reichs“ge-

meinschaftlich. Wenn man vom "Reich“als einer Art des Herrscher-

verbands spricht， kann man ss. 45-65 alle zusammen als Lehre des 
(korporativen) Regenten ansehen. In den nachsten Paragraphen (99. 66-

85) werden die Einrichtungen (Reichskreise， Reichstag， Reichsgerichte 

u. a. m.) und die Regierungssachen des Reichs behandelt. Hier geht es 

sich vor allem um sogenannte "jura comitialia“. "Jura reservata limitata“ 

werden hier und dort auch erwahnt. Von einer kaiserlichen "plenitudo 

potestatis“ist also in der deutschen Rechtsgeschichte niemals in Frage. 

Was wir am Ende des Integrationsprozesses des deutschen Reichs vor 

uns gefunden haben， ist denn diese Dreiteilung der "jura majestatica 

vel regalia“in "jura caesarea reservata"， "j 
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Sie sind Mitregenten des Reichs aber auch dadurch， das sie auf ihrer 

Landeshoheit in ihren eigenen Landen ihre eigene Herrschaft entwickelt 

haben. Mit der Darstellung der reichsstandischen Landeshoheit und 

der davon abhangenden Herrschaftsrechte im Lande wird der zweite 

Teil des Staatsrechts von Kreittmayr abgeschlossen (SS.86-100). So 

findet die Territorialgewalt der R巴ichsstandeseinen Platz im deutschen 

Staatsrecht， und geniest reichsrechtliche Garantie. Hier tritt das 

Staatsrecht als d巴rKatalog der Herrschaftsrechte noch deutlicher als 

im allgemein.staatsrechtlichen Teil hervor. 
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